
都道府県推進計画

｜都道府県名 ｜大阪府

計画期間 ｜平成27年4月1日～平成38年3月31日

平成26年度末までに都道府県計画に則して実施した活性化事業の総括・評価

( 1 ）消費生活相談体制

0大阪府

平成 14年度大阪府消費生活センター設置条例施行。週5日（士、日、祝日、年末年始を除

く）の相談体制としている。

0大阪府内市町村の状況

平成22年度に大阪府内 43自治体（33市9町1村）に消費生活相談窓口が開設された。

また、平成27年3月現在、 32自治体（31市1町）が消費生活センター化されており、ま

た1地域（南河内地域 1市2町1村）においては広域連携による消費生活相談の取組みが行

われている。この広域連携の取組を含めて、消費生活センター設置自治体は、 35自治体とな

り、平成20年度の 25自治体に比べて消費者行政の相談機能の充実・強化が図られた。

( 2）消費生活相談件数等

平成25年度の相談件数（実績）をみると、大阪府全体で74,886件であった。その内訳は、

大阪府消費生活センターで 8486件の相談を受けているのに対し、府内市町村の相談窓口で

は 66,400件の相談を受けており、府内全体の相談のうち 89%を市町村が占めている。この

ことから大阪府の場合、府内全市町村に相談窓口があること、その相談については消費者に

最も身近な存在である市町村窓口への相談割合が高いのが特徴となっている。

なお、大阪府消費生活センターは、これまでも市町村の相談窓口を支援する中核センター

としての役割を発揮することを重点的に取組んできた。今後も広域的な見地が必要な事案や、

高度で専門的な知識が必要とされる事案の処理を行うとともに、市町村の相談員や職員への

助言・指導等により住民に身近な相談窓口である市町村の相談機能充実に向けた支援を行う

など、府全体としての問題解決能力の向上を図るため、市町村消費生活センターの中核セン

ターとして、府の消費生活センターの機能強化に取組む必要がある。

( 3）消費生活相談体制

相談員の配置状況ついて、平成26年4月現在の相談員の配置人数をみると、大阪府消費生活

センターに 11人（全員有資格者）、市町村相談窓口に 152人（うち有資格者150人）が消費生

活相談業務を担っている。なお、市町村相談員数における有資格者の占める割合は98%となっ

ている。
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「地方消費者行政強化作戦jへの対応

どこに住んでいても質的高い指談・救撰を受けられる地域体申iを整鑓し、瀦費者の安全・安心

を確保するため、平成29年護までに f地方、泊費者行政強化作戦Jの完全議或を呂指す。

く致策呂標1＞相談体制の空白地域の解橋

・ 本府では平成22年度に府内全ての市町村で消費生活相談窓お

を達成している。

く政策悶楳2＞相談捧鰯の費の向上

2-1 消費生活センター設立誕進

されており、政策

26年度当初において、消費生活センター未設欝臨治体が人口5万人以上の2準、人口5

万人未瀧の6町となっている。この8自治体は非常設の消費生活相談窓口で議留が行われてい

る。今後、平成29年度末までに非常設の議費生話報談窓自の解消へ向けて、常設の消費生活

センター又は、広域連携による消費生活相談の盤鑓が留もれるよう鋤きかけ等を行い、さらな

る市町村域の清費生活相談体制機能強化を目指す。

2-2 管内自治体の50%以上に相談員を舵撞

平成26年度当初において、管内市町村の95%に消費生活相談員が配寵されているところで島

る。〈設策目標値を達成。）大薮措としては、平成29年喪求までに管内全市町村に諸費全活報

れるよう、働きかけ等を行い、さらなる前町村域の消費生活相談体制機能強北を

自

2-3 消費生活相談員の資務課脊講を 75%以上に引き・上げ

平成26年度当初において、大薮府消費生活センタ…の相談員は全員が諮繋生活給談専門員資

格、消費生活アドバイザ…資謡、諮費生活コンサルタント資格（以下「資絡j というJ のい

ずれかを有する消費生活相談員となっている。〈政策日標値を達成。）また、大薮府内市町村に

おける議費生活相談員の資格保有率は 98.8%となっているo （政策目標｛肢を達成。）今後、平

成 29年疫来までに鴻費生活相談員の資格保宥率を 100%に引き上げられるよう、働きかけ等

を行い、さらなる市町村域の消費生活相談体制機龍強化を自指す。

2-4 消費生活相議員の研諺参加患者 100%に引き上げ（各年度）

平成26年度当初において、管内〈大接蔚損養生活センター及が府内市町村〉の議費生活棺談

の研修拳加率は 89%となっている。平成 29年捜までに消費生活相談員の研務参加率を

100弘に引き上げるため、悶民生活センターが実錯する研惨の用知、基金による旅費等の戴政

諮費生活相談員が研修に参加しやすい環境の整器等を促進する。

また、富民生活センターによる研修とは別に、大阪府議費生活センターが、センターに寄せ

られた相談を参考とした事伊j等薪修を開催し、消費生活相談員の研諺参襲安奨揚する。

く政策目標3＞適格消資者語体の空白地域解諜

平成26年度当初において府内に適格議費者盟体として、 1団体が悶から認定されている。〈致

実自撰鍍を連成。）
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消費者行政推進の方針

く政策目標4＞消費者教育の推進

－平成 27年3月に「大阪府消費者基本計画j を策定し、「基本目標E 消費者教育に関する計画
的な施策の推進Jの項を、消費者教育推進法第 10条に基づく、府の消費者教育の推進に関する
施策についての計画の性質をもつものとして、今後の消費者教育をより戦略的、効果的に行う
ための基本的方向性や内容を記載している。

消費者市民社会の形成に向け、平成27年度中にライフステージごとに身に付けるべき能力の
考え方を示した、大阪府版の消費者教育マップを策定し、府庁内の各関係部局との連携を進め
るとともに、市町村、消費者団体、事業者及び事業者団体等の多様な主体との連携を確保しつ
つ、体系的に取り組みを進めていく。

く政策目標5＞「見守りネットワーク」の構築

－消費者安全法の改正により、平成28年4月 1日から、高齢者、障がい者、認知症等の、消費
生活上特に配慮を要する消費者の被害を防ぐため、地方公共団体及び地域の関係者（福祉関係
者、民生委員、事業者、病院、警察等）により構成した消費者安全確保地域協議会の設置など、
高齢者等の見守りネットワークの構築の方向が示されている。

大阪府においては、府福祉部局や府警本部との連携を進めることにより、府レベルでの「見
守りj のための連携を進めるとともに、市町村においての｜見守りネットワーク」形成と I消
費者安全確保地域協議会Jの設置が進むよう、参考となる他事例の紹介や、福祉関係者等やコ
ンビニエンスストア等と連携して、情報提供等に努める。

く平成27年度から平成29年度までの方針＞

【市町村の体制強化への取組］

大阪府内市町村の体制強化支援として、非常設相談窓口設置の自治体に対し、常設の消費生活

センターに向けた働きかけを行う。単独でのセンター化が困難な自治体については、広域連携

に向けた働きかけによる取組を行う。

大阪府内市町村消費生活相談窓口の機能充実、強化を図るため、消費生活相談員等に対するレ

ベルアップを図る。

改正消費者安全法への取組など、市町村における消費者行政機能の強化を支援する。

【中核センター機能強化への取組］

中核センターとしての大阪府消費生活センターの機能強化として、大阪府消費生活相談員のレ

ベルアップを図る。（指定消費生活相談員の配置を見据えた取組）

【事業者指導関係への取組］

消費者被害の拡大、未然防止のため、悪質事業者に対する、法・条例に基づく処分・指導等に

取組む。

法令等の周知、徹底に向けた事業者等への説明会を行う。

【消費者教育への取組］

消費者教育の推進のための啓発等を行う。（市町村等との連携、役割分担による啓発）

消費者教育推進に向けた環境整備、機運醸成への取組を行う。

【高齢者被害対策強化への取組］

消費者被害防止にむけた広域的啓発を行う。（市町村等との連携、役割分担による啓発）

地域ネットワークの構築に向けた取組を行う。
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く平成30年度以降の方針＞

［市町村の体制強化への取組】

常設化及び広域連携により拡充・強化した消費生活センターの維持を図る。

消費生活相談員等の資質については、研修等の効果を検証しつつ、必要に応じて研修等を行う

など、消費生活相談員等の資質の維持、底上げを図る。

改正消費者安全法への取組など、市町村における消費者行政機能の強化を支援する。

［中核センター機能強化への取組】

市町村支援を目的としてた指定消費生活相談の配置、維持等について取組む。

［事業者指導関係への取組】

消費者被害の拡大、未然防止のため、悪質事業者に対する、法・条例に基づく処分・指導等に

引続き取組む。

法令等の周知、徹底に向けた事業者等への説明会等の開催に引き続き取組む。

［消費者教育への取組】

市町村等との連携、役割分担による事業の推進を図る

［高齢者被害対策強化への取組】

必要に応じて、消費者被害防止に向けた情報発信等を行う。（市町村等との連携、役割分担に

よる取組を推進する）

地域ネットワーク事業等については、市町村等関係機関と連携した効果的な取組みを推進して

いく。

消費者行政推進の方針に則して取り組む施策・目標

・大阪府消費者基本計画の策定

本府では、平成27年3月に大阪府消費者基本計画を策定した。大阪府消費者保護条例の規定に

基づいて策定したこの基本的な計画においては、条例の基本理念である「消費者の権利の確立及

びその自立の支援Jのもと、ますます複雑化・多様化する消費者問題への的確な対応が求められ

ている状況を踏まえて、安全・安心な消費生活を営むことができる社会の実現に向け、今後の府

の消費者施策の方向性を示し、基本的な施策を整理している。

－大阪府消費者基本計画の期間について

2015（平成27）年度から 2019（平成31）年度までの5年間とし、社会経済環境や情勢の変化に対応

し、必要に応じて見直すこととしている。

－大阪府消費者基本計画では、消費者問題の現状や消費者施策の基本的な考え方を踏まえて、大

阪府消費者保護条例の基本理念である「消費者の権利の確立及びその自立の支援」を図り、計画

が目指す社会の実現に向けて、消費者施策を計画的に実施するための基本的な考え方、方向性を

基本目標I～Nとして掲げている。

なお、消費者行政推進の方針に則して取り組む施策・目標についても、この大阪府消費者基本

計画に則して取り組むものである。

く基本目標I 消費者の安全安心の確保＞

事業者に対し適正かつわかりやすい情報提供を促すとともに、消費者への適切で正確な情報
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の提供、関係法令や条例に基づく悪質な事業者に対する厳正な処分や指導を行うことにより消

費者被害の未然防止と拡大防止を図り、公正な市場を実現して、消費者の安全・安心の確保に

努める。

く基本目標E 消費者の自立への支援＞

－消費者と事業者間での適正な取引の確保、被害の未然防止、再発、拡大防止の観点からの

事故事例、取引に関する知識等の様々な情報提供や啓発、消費者教育を推進する。様々な手

口に対応する相談員のレベルアップを図るため、適切な研修等を実施する。

－高齢者、障がい者、若者等の特に配慮を要する消費者の被害を未然防止、拡大防止のため

には、家族や地域・施設など周囲の人々による「見守りJも重要であり、福祉分野の関係者、

関係機関とも有機的な連携を図りながら、特に配慮を要する消費者の身近にいる人々への適

切な情報提供等に努める。

く基本目標E 消費者教育に関する計画的な施策の推進＞

－消費者教育は、消費者自らが消費生活に関する正確な知識や的確な判断力を身に付けると

ともに、自らの消費行動が、将来にわたり、社会、経済、地球環境に与える影響について考

え、公正で持続可能な社会に主体的に参画するための取組を促進するためのものとすべきあ

る。

そのため、様々な主体や関連する教育との連携を図り、地域も含めた多様な場における消

費者の特性に応じた取組に努める。

また、日常の消費生活を営んでいく上で基礎的な力（たとえば複利計算のような知識の習

得）の向上を図るとともに、効果的な情報提供や実施手法、教材による消費者教育に取組む。

(1）多様な場における消費者の特性に配慮した消費者教育の推進

学校（小学校・中学校・高等学校・支援学校等）や保育の場等において、それぞれの発達

段階に応じた消費者教育の推進に努める。また、大学等における消費者教育についての連携

を進め、学生生活への支援や、自立した社会人としての消費者、職業人としての生産者・役

務提供者の育成等を行うといった視点からの取組について検討する。

地域においては、高齢者等を地域で支えあう様々なネットワークなども活用しながら、消

費者教育の推進に努める。

家庭においては、親等が子どもに対して金銭やものを大切にすることについての意識やイ

ンターネット等の適正な利用の仕方、危害を回避する対処法などを身につけさせることや、

家族間の情報共有による高齢者被害の防止など、家庭における消費者教育の推進が図られる

よう、学習の機会の確保に努めるなど、家庭における取組への支援とともに、児童養護施設

等で生活している子どもへの支援にも努める。

職域における消費者教育については、消費生活に関する知識、理解を深める従業員教育の

重要性について、事業者に対する啓発に努める。

( 2 ）消費者教育の人材（担い手）の育成及び活用

誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々な場で、消費者教育を受けることがで

きる機会を提供するためには、大学、研究機関、消費者団体その他の関係機関等に対し消費

者教育を担う人材の育成等についての自主的な取組を促すなど、幅広い人材（担い手）の育

成に努めるとともに、有資格者等の活用を図る必要がある。また、大学生などの若者を同世

・5-



代や年下の若者に対する教背の祖い手として活用することも検討する必要がある。

小学技・中学校・高等学校・支援学校等における教職員の指導力の向上や、泊費者講座の

講師になる機会も多い議襲生活相談員等への研修等の光案といったことも必要であることか

ら消費者教育の入村（担い手〉の育或及び話用に努める。

く基本塁擦N どこに住んでいても諸費生活相談を受けられる体制づくり 消費者被害の翠期

解決と救済に向けて〉

消費者基本法で辻、損費者の安全と、髄品及び役務について漉費者の自主的かつ合理的な選

択の機会が確保され議費者に被容が生じた場合に誌適切かつ迅速に救済されることが、消費者

の権利であるとしている。こうした摺費者の権利を守るために誌、“どこに住んでいても公平

かつ平等に消費生活相談を受けもれる体制づくり”が議擦である。このため、飛においては、

泊饗者に最も身近な存在である帯荷村の相談窓口の援備・充実に努めるとともに、広域的で高

震な案件に対応できる府の消費生活相談捧寄せの充実に取経む。

1.府の諸費生活報議体制の充実・強化

府は、 1広域的な5急増がよ善要な事案や、高肢で専門的な知識が必要とされる事案の処理を行う

とともに、市町村め相談員や職員へ －指導等により住民に身近な藷談窓口である甫町村

の相談機能充提に肉けた支援を行うなど、府全体としての問贈解決能力の向上を図るため、

町村浩費生活センターの中核センタ…として、府の鵠費生活センタ…の機能強化に取組む。

飛では、諮費者トラブル関連の相談窓口として、住宅輯談や多麓債務相談、府政相談等が実

擁されており、前消費生活センターとこれら稽費生活関連の相談窓誌が連携し、府の消費生活

相談体制の完実・強化ζ勢め

このほか、高度で専門的な槌談に対応できる相談員の育成と資費向上を限るとともに、各消

費生活関連相談窓口の府民への周知強北を図る。

なお、府消費生活センターのおける蕗品テスト より専門的なテスト事業の実撞ζ向

けて国民生活センタ…や他の関連専問機関などの活用や大学との連携の検討を進める。

1高震で専丹的な相談への対応力強化（相談員の育成・資質向上〉

高度で、専門的な護費者相談に対して助設やあっせんを行うとともに、こうした相談に対応す

る相談員の育成と資費向上のための研修を実施する。

2府消資生活センター廷か各種報誌議口の連携による相談体制の充実強化

借が設置する各種滑費者関連特談窓担が連繋し、相談体制を克議・強化する6

3蔚における消費生活相談懇日の関知強化〈広報強化）

各韓請費生活関連相談窓口の周知徹底と利用挺進安関る0

2，市街村懇談体串jへの支援

“どこに住んでいても公平かっ平等に消費生活相談安受けちれる体制づくり”に向けて、消費

者に最も身近な帯在である甫町村における消毅生活相談窓Eの整儲と報議苦靖処理体制の充

実を支援する。

1市町村消襲生間相談員等の育成・資繋向上等

市町村消費生活相談員等のスキルアップ・レベルアップを関るため、各種研｛彦会を提議する。

岨 6-



2市町村における濯費生活相談業務の支緩

事町村消費生活相談員等の相談業務を支援するため、巡回訪問や経由相談を実施するほか、

府が猿践で運営する消費生活相談窓口専用ウェブサイト等の活用を盟る。

3.消費者問題の早期解決支援

諸費者被害は、議委者の権利を侵害するものであり、 iB速かつ適正な救済が必裂である。

諮費生活センターに寄せられる相談の多くは消費者が直面する被害の救済と解決を求めるも

のであり、議蓑生活相談により、 と消費者との関の紛争の解決に努めるとともに新たな

被害を生じさせないためζも、法樟や条例に基づき事業者に対して的確に対処していく。

(1）あっせん、調停の活用

市町村において解決が難しい案件など、議費者救済のため、条{?ijの規定による、あっせん・

調停の積機的な活用に鍔める。

(2）訴訟への支援

訴訟支援について、応訴時への対応の必要性を含め、そのあち方や裁判外紛争解決手続に関

わる民間型裁判外紛争処理機関との連携について検討する。

(3）高齢者、障がい者等の被害解決への支援

被害報談が増加している高齢者等への被害の未然防止、主主大関止のための鰭報提供、身近な

支様者等との連携などの取組を進める。

その他特記事項

大阪府と時内市町村、関謀議関等が連携を行い、効果的な取組みを模索しつつ、議費者行政の

推進に向けて敦組む。

－守．





市町村推進プログラム

｜都道府県名 ｜大阪府 ｜市町村名 ｜大阪市

計画期間 平成27年 4月 1日～平成36年 3月31日

［消費生活相談機能整備・強化事業】

より高度で専門的な相談にも対応できる体制を整備する。

食品の表示及び安全に関する相談に対する担当職員・相談員のレ

ベルアップを図る。

な増資生活相議貢挙珍ぷ；~：示？？亨業f1 
消費生活相談員のスキルアップのため消費者相談に関する研修

平成 26年度末までに市町
参加等の支援を行う。

｛消費生
村プログラムに則して実施

市民が安心して消費生活相談を活用できるよう、また、多数寄
した活性化事業

せられる相談に相談員が迅速・的確にアドバイスできるよう消

費生活相談窓口を整備し市民サービスの向上を図る。

｛消費者問題解決力強化に関する事業（消費者教育・啓発）】

消費生活情報の収集・発信を強化する。

悪質商法被害の防止を中心とした消費者への啓発事業を強化す

る。

弁護士会等と連携を図り、新たに専門相談会を開催する。

［消費生活相談機能整備・強化事業】

－平成21年度に消費者センターの整備のためビデオプロジェクター

等の放送設備を導入し、消費者教育・啓発等の各種セミナ一等に

継続して使用している。また、サービスカウンターの相談窓口に

パーテーションを導入し相談者のプライパシーに配慮した窓口整

備を行うとともに電話相談がスムーズに対応できるようヘッドセ

ットを導入し相談窓口を充実した。

－平成22年度にATC内に案内掲示板を設置し、来所者を誘導する案

内表示看板として定着している。

総括・評価 －平成23年度に消費者センター内の相談ブースにパーテーションを

設置し安心して相談できる場所を提供している。

－平成22年度に電話回隷を4回線から 5回線に増設し増加する消費

者からの電話相談に対応している。

－平成 21年度から平成26年度に、より高度で、専門的な相談に対応

できるよう弁護士等の専門家を講師に相談員対応力強化研修を着

実に実施しており、消費生活相談員の対応力が向上した。

\1活費生活相議員等じぷ》デ五万事期~1 ; 
－平成21年度から平成26年度に消費生活相談員のスキルアップの

ため消費生活相談に関する研修参加籍の強化を狂い、h 消費者生誌、



r、ゆ

相談員の名分野の知識が向上し、懇談対応能力が向上した。

｛主な研修： i翠誌生活センター消費生活相談践研修、大阪唐内消費

生活センター連結会議、近畿ブロック消費生活センタ一連絡会議、

消費生活絡談員協会研｛彦、近畿電気通欝消費者支援連絡会議、相

談員養成事業実務的頚｛彦、相談員レベルアップ事業ブロック糾研

修、食品表訴研修、藷品テスト事部研究会、市町村描費者行政鞍

員等研修会、金融教育研穫、改正貸金業法説明会、貰貸金宅をめ

ぐるトラブノレ相談対応研修、酪品テスト事例耕究会、多麓農務者

の手引き訴諺、法令執行担当者研修、総争解決委員会説明会、特

高法の一部改正説明金、民間食費住宅の賃貸借関係をめぐるトラ

ブノレ研修など）

・増加する溺費者棺読に迅速・的確にアドバイスできる体制を擁立

するため、平成22年度から棒談員体制を2名増員するとともに、

平成23年度から報観月額を 186,000円から 210,000円に増額し、

諸費生活棺談員の処遇改替を行った。｛平成22年度から平成26年

度〕

・諸費者問題を身近北感じてもらい、健全な措費生活壮行い、消費

者自らの意思決定で、合理的な消費行動を選択できる「自立した

消費者jの膏或を目的に啓発ビデオを作成し各種講産等で活用し

ているα （平成21都度、平成23年度）

，消費者センターPR看較を大阪市バス後部へ設置｛平成21年度か

ら平成24年度）するとともに、大阪市パスをフルラッぜング（平

成 23年度から平成24年度）し f走る広告Jとして鴻費者センタ

ーをPRすることにより消費者被審の来然訪止・拡大務止を罰

った。

・護雑・多機化する消費者をめぐるトラブル等の相談内容を集約・

分析し、多くの市誌の方が利用する駅ターミナノレ（梅岡・難読駅）

に波意喚走塁のPRポスタ…をタイムヲーに情報発信することで、消

費者被害の防止や消費者の安全を確保につなげた。（平成 21年度

から平成24年度）

・小学校の生語科もしくはホームル…ムの授業で使用できるPC用

副教材を作成し、売主義時期から構費生活Iこ関する知識を高め、若

部層への啓発を行った。｛平成22年度〉

．靖報入手方法が乏しいと怠われる高齢者数帯をはじめ、

内全世帯にタブロイド新聞型のちらし在家農の保存版とし

て各戸配付し、指費者トラブルiこ対する fクーリングオフ耕度の

解説j、fトラブル解決までのアドパイスj、「相談窓口一覧jなど

損費者被害の未然防止に策するとした。｛平成22革度から平成23

年度｝



・市内全壊民組布される水道使用盤等のお知らせの襲出に 6カ月間

（平成23年6月から 11月〉泊費者センターPR広告者掲載する

ことにより、新た立多くの市民の方に消費生話相談認窓口を罵知し

窓口の認知疲向上・利用器進iこ番手与した。

・複雑・巧妙化する悪質商法に対応するため、諮饗者問題を身近な

問題であると認識し、自宅〉が意思決定し、合理的な鴻費行動を行

える f自立した消費者jを育成するため fローノレプレイング紙芝

居jfむかりやすい害発罰を作成し、悪髄繭法による被害の未然訪

J.I: .拡大関止及び大阪市清費者センターの周知拡大を翻った。

・区畏まつりなどの区主保事業への夢加、商｝高護1などの掃業スペ…

スでの指頭啓発の開機、住宅密集地域への巡§1PRなど、さまざま

な状況北対応し、世代・年齢を関わない事業密接闘し、務費生活

に関する最新情報の提棋、消費者センターの周知拡大を図1 諸

費者被害の未然防止や拡大関止告と図ったo （平成 22年産から平成

24年度〕

’務年層をターゲ、ツトに、ホ…ムペ…ジ等に気軽にアクセスし消費

生活者楽しく学べる泊費者教育デ、ジタノレコンテンツを作成し、若

年｝欝の諸費者トラブ、ノレの未然防止を霞った。

・諮問販売援の悪賀興法に対する撃退用具として、悪賞蔀法撃退用

具（うちわ状）告と作成し高齢者世携に配布し玄関先で悪質業者に

示すことで、潜費者被犠抑止につなげた。（平成26年震〕

・悪紫窮法者焼似体験することで、実際に悪質業者が訪れた際の不

安や心配事を実感し、より身近な間賠として関心を持っていただ

けるよう、消費者教育用人形認を作製し消費者被容の来熱訪J.I:• 

拡大防止につなげた。｛平成26年度〉

．高齢者及て戸高齢者支援者が補費者被識にかかる知識を習縛するた

め、市民講師のレベルアップ事業安開催し、各地域iとおける消費

者被鑑の未熱防止・拡大詰止iとつなげた。（平成22年震全8回・

133名、平成23年度全8回・ 131名、平成24年度全8四.112名、

平成25年度全8回・ 97名、平成26年度全8間ー 91名）

・多葉樹務相談・繋貸住宅にかかる相談に対し、より噂門的で高度

な祁談に応じられる体制を整えるため、噂門知識惑と持つ弁議士・

司法書士の高震なノウハウ惑と活用し、問題解訣に繋げた経過を消

費生活指談員ヘフィードパックしスキルアップを摺った。｛多

重機務相談合：平成21年産 14凹）

（多重債務相談会・賃貸住宅相談会：事成22年疫27閥、平或23

年度21脂、平成24年変訪問、平成25年度20回、平成26年度

20罷）

＜政策自標1＞相談体制の空白地域の解消
f地方消費者行敦強化作i

－該当なし
戦jへの対応

＜政策詩標22_相経f本輔の盤の向上
ι 



消費者行政推進の方針

平成22年4月より鴇費生活専門相談員2名安場良し 18名体若手j惑と

確設するとともに、平成23年4J;Jより消費さ主語専問相談員の報

樹月額を改定し処遇改善を特い現在に譲る。

f事長局消費生話相談按当非常勤嘱託磯良要綱Jにより桔談員の

任用要件として、消費さ主語専再相談員、指費生諾アドバイザ一、

消費生活コンサルタントのいずれかの資格を有するものとして

いる。平成26年4月時点で荘職している相談員についてはさ社員

諮費生活専門相談員または消費生活アドパイザーの資格を有し

ている。今後についても、改ま潜費者安全法に規定された消費生

活相談員の資嬉を有する者又は罰法に規定されたそれに準ずる

者在任用していく方針である。

？持饗生活担談員の爵畏生活センターや大絞府が実施する研修へ

の夢加率は、平成26年度においては100%であり、平成27年度

以降についても 100%の嚇加率を継続していく。

く政策E標4＞消費者数警の推進

生活に密着したテーマを散りあげて実施するfここノレちゃんの“わ

ん”ヂー講窪jや、地域に無料で講師を派遣して、悪質調法の

被警の実例をあげて、話調勧誘の撃退治やクーリング・オフの

書面作成など実践的な接接を行う地域講農・消費者センターの

啓発・農法スペースの見学と悪賀商法の撃退法に関する講座骨

あわせて行う晃学講鹿を実施しており、平成27年度に導入した

タブレット端末も器用しながら、今後も引き続き実施していく。

＜政策医標5＞「見守りネットワークJの構築

消費者被容に遭いやすい高齢者を毘守る地域ネットワーク構築

及びその支援活動者を育成するため、平成27年度より新たに「地

域の見守ちネットワーク活動促滋事業jを名誌において英雄し

ており、今後も引き続き実擁していく。

く平成27年度から平成29年度までの方針＞

｛消費生活相談機能整備・強化事業］

①斡旋事業や悪質事業者との交渉などに対して、より専門的で高度

な相談によ忘じられる体制を整備するため、弁護士や一級建築士等

専門家を講師として適え「高度な専再結談への相談員対rr;力強化

研修jを実施する。

R 00・府など主濯の潜費生活相談に関する研修会等に参加すること

により、消費生話相談各謹分野の知識を向上させることで、相談

受付対応力のレベノレの維持・向上を図るため、 f措費生市相談員

の各種研｛彦番組事業jを諜擁するa

＠擾雑・多様化する指饗者揺談に迅瀧かっ的確に対応し、消費生器



相談受付体制を充実するため、平成22年度から実施している棺

談員の増員（2名）を引き続き爽握する。

また、平成23年度から実施している活費生話招談員の姑遇改善

を引き続き翼摘する。

［揖費者問題解決力強位に関する事業（消費者教育・啓発）］

＠高齢者及び高齢者支援者が泊費者被容にかかる知識を習得する

ため、本市に登録し憲民講師が地域へ出向き講座を行っている

が、様々なテ…マの専門家を議揮に適え、前民講師のスキルアッ

プを悶るため、「くらしのナピゲ…ター等レベルアップ講鹿j

実擁する。

＠専門知識を持つ弁護士・司法議事士の高度なノウハウを活用し、よ

り専問的で高度な担談に応じられるよう潜費生話相談践の対応

力舟上させるため、 f多議機務等消費生活相談に掠る充実強記事

業jを平成27年震から王手成29年度まで実施する。

⑤消費者被害を来熱勝止するため、諸費者である市民が藤本的な消

費生活の知識瞥得し、自分で責任ある契約など者選択する力（消

費者摺盟解決カ）在養っていただくため、平成27年度より新た

に fタブレット端末による消費者教育強化事業jを実施する。

合食品表示治勢にかかる事業者指導等、法執行権限の強化に伴い、

消費者センタ…の機能整鑓を平成28停度より実施する。

＠消費者被審に遭いやすい高齢者を見守る地域ネットワーク

及びその支援活動者を育成するため、平成27年度より新たに「地

域の見守りネットワーク活動能進事業jを実施する。

＜平成30年度以降の方針＞

－交付金を活用して繋備した機能を活用し、泊費主主活相談体制・

相談員の資費を維持するとともに、悪質商法被審訪11:等の諸費者教

育・害発事業を継続して盤施していく。

｛消費生活相談機能繋欝・強記事業1
9 斡旋事案や悪質事業者との交渉などに対して、より専門的・高度

な相談に応じられる体制を整錆するため、基金・交付金を活用後

も継続して実施していく。

｛平成27年度から平成30年度）
～）一…一

．川署，叉再蒋門＇. M'. ＇，·~＇吋｝主霊E竺Fき~h方i吋
：誇費者行敬推進の方針に員1JI 川川m

IR消費生活相談員の各種分野の知識を向上させ、相談対応力の向上
して散り懇b施策、目醸 ． 

器摘費者相談lこ沼速かっ的確に対志していくえめ、平成22年度に

増員した消費生活相談体制を維持するため、基金・交付金活男議

も継続して実施していく。



その他斡記事項

｛平成27年度から平成30年度）

また、平成23年度に改定した消費生活相議員の報酬月額を維持

するため、基金・交付金活用後も継続して実施していくG

｛平成27年庶から平成31年度）

告地域へ出向き講盛を行っているナピグーターに対して、スキノレア

. 'Yプを図るための務費者教育を基金・交付金活用後も議綾

施していく。

（平成27年捜から平成30年度）

苦手専門知識を持つ弁護士の高度なノウハウを活用し、より専門的・

高震な相談に応むられる消費生活相談員を整えるため、

務等務費生活相談に係る充実強化事業jを継続して実施してい

く。

（平成27年度から平成30年度）

ゆ諸費者である市民が慕本的な消費生請の知識習得し、自介で責任

ある契約などを選択するカ｛議費者力）を養っていただくため、

平成27年産に導入した「タブレット端末による活費者教育強化

を継続して実施していく。

（平成27年度から平成35年度）

⑦食品表示法等にかかる事業者指導等、法執行権限の強化に伴い、

消費者センターの機能整備を実擁する。

（平成28年度から平成36年度）

＠平成27年震から実施した f地域見守りネットワーク構銀事業j

について、各地壌において見守ちネットワーク体鎖が講撰され、

諸費者被搭防止活動が自主的かっ安定して実施できるよう継続

して支援していく。（平成27年度から平成35年度）



市町村推進プログラム

｜都道府県名 ｜大阪府 ｜市町村名 ｜堺市

計画期間 平成27年4月1日～平成37年3月31日

【消費生活相談体制の強化に関するもの】

消費生活相談体制強化のため、消費生活専門相談員を 1名増員

した。（平成22年度～平成26年度）

消費生活専門相談員の相談対応能力を強化するため、専門的研

修への参加機会を拡充した。（平成21年度～平成26年度）

消費生活専門相談員の相談対応能力を強化するため、専門的知

識・知見を有する専門家を講師として、職場研修会を開催した。

（平成22年度～23年度）

消費生活相談業務を的確・迅速に行うため、消費者法関連図書

やデジタルカメラ・マイクロスコープ等の機材の整備を行つ

た。（平成21年度～平成25年度）

高度・複雑な相談事案の解決を図るため、消費生活審議会（苦

情処理委員会）を設置した。（平成22年度～平成26年度）

【消費生活センタ一等の機能の強化に関するもの】

条例や法律に基づく事業者指導を強化するため、事業者指導担

当者を2名増員した。（平成23年度～平成26年度）

平成 26年度末までに市町 事業者指導業務を的確に行うため、関連図書等の整備を行つ

村プログラムに則して実施 た。（平成26年度）

した活性化事業 相談者のプライバシー保護や利便性の向上、消費生活センター

の周知度向上を図るため、相談ブースの改修をはじめとした事

務所の改修や案内看板の作成設置、シュレッダーや電話応答専

用機等の機材の整備を行った。（平成22年～平成24年度）

相談員の安全対策として、電話録音装置や相談ブース内警報機

等の機材を整備した。（平成21年度）

食品安全に関する相談等ぺの対応力の強化を図るため、検査機

器等の機材の整備を図った。（平成24年度）

計量業務の一層の適正化を図るため、質量比較器や分銅保管庫

等の機材の整備を行った。（平成21年度～平成24年度）

【消費者教育・啓発に関するもの】

不招請勧誘による消費者被害の防止のため、訪問販売お断りシ

ールを作成し、消費者への普及を図った。（平成21年度～平成

26年度）

消費者への啓発機会を増やし、消費者問題に対する意識の向上

を図るため、啓発冊子を作成し、出前講座や関係団体等、様々

な場で配布を行った。（平成21年度～平成26年度）



消費者と協働した啓発活動等を行うため、市内に居住する消費

者で構成する「くらしのサポーター」制度を創設した。（平成

24年度～平成26年度）

区民まつり等の様々な機会を利用した啓発活動を実施するた

め、配布用啓発物を作成した。（平成21年度～平成26年度）

市民の消費者教育受講機会の充実を図るため、様々なテーマの

連続講座を実施した。｛平成23年度～平成26年度）

市内の中学生に対する教育・啓発用資料の充実を図るため、啓

発冊子を作成し、市内中学校に配布した。 L平成21年度～平成

26年度）

小・中学校における消費者教育を充実させるため、担当教員を

対象に研修会を開催した。（平成23年度～平成26年度）

市民の消費者問題に対する意識の向上を図るため、講演会を開

催した。（平成21年度～平成22年度）

大学生の消費者問題に関する意識を高めるため、市内大学にお

いて専門家を講師とする講座を開催した。（平成23年度～平成

26年度）

消費生活センター啓発コーナーの機能拡充のため、啓発ノ号ネノレ

や配架台等の機材、図書・ DVD等の学習用資料を整備した。

（平成21年度～平成26年度）

市民の消費者問題に関する意識の向上を目的に、啓発ポスター

コンクーノレを開催し、最優秀作品についてはポスターとして市

内鉄道駅貼り、市内パス車内掲示を行った。（平成23年度）

出前講座や消費生活センター内研修室における啓発事業で活

用するため、プロジェクターやワイヤレスアンプ、 DVD機器

等の機材を整備した。また、啓発資料配架場所の拡充のため、

カタログスタンド等を公民館等に設置した。（平成22年度～平

成23年度）

市民の計量意識の向上を図るため、家庭用はかり無料点検の対

象を拡大するための機材や、消費生活センター内の計量啓発コ

一ナーの整備を行った。（平成24年度）

消費者教育推進計画を包含した第2期消費者基本計画を、より

市民のニーズや実態に即したものとして策定するため、市民意

識調査を実施した。（平成26年度）

【消費生活相談体制の強化に関するもの】

消費生活専門相談員の増員により、相談内容が複雑・多様化す

る中で、 1件 1件の相談事案に丁寧に対応することが可能とな

総括・評価 り、平成 25年度実績で 15.5%と高いあっせん率を維持してい

る。

専門的研修への参加機会の拡充や、専門家を講師とする研修会

の開催、相談業務に資する図書等の活用を通じて、消費生活専



門相談員の柑談対応能力の一層の向上が図られ、棺談内容が楼

雑・多様化する中で、平成25年度実績で88.4弘と高いあっせ

ん解決率を維持している。

法簿上の解釈等に争いがあり、潜費生活センターにおけるあっ

せんでは解決できなかった相談事案につき、苦横処理委員会へ

の付託により、和解契約を締結するlこ叢った。

｛消費さ主活センう喜一帯の機能の強化に関するもの｝

調査・指導関連業務に知見のある事業者指導損当者｛饗察OB、

指跨OB）の壇員や関連図書の整備等により、平成22年4J} 1 

誌に施行した消費生活条例に基づく事業者指導の実擁手！！国や

実施方法、留意点停の整備、溝皮事業者iこ対する指導実藤につ

ながっている。

相談ブースの改修やシュレッダ…等の懇舘により、持談時のブ

ライパシ…の確保や額人情報を含む用紙の確実な組断等、これ

で以上に相談者の個人構報保護に顎する機能が強化された。

また、相談ブース内への警報機の設置や電話録音装置の導入等

より、懇談対応時の相談員の安全性の確保につながった。

電話応蕃専用機の導入により、梧談時間外の着信にクーラン

グ・オフ等のメッセージを流すことで梧談者の科捜性を向上さ

せ、また、案内著殺の作成設置により、消費生活センターの鰐

知度向上につながった。

食品異物換査機器の整備により、市昆等から寄せられる食品の

異物濯入相談等比対し、生物以外の異物についても科学的な原

器究明が行えるようになっ

質量比較器等の整櫛により、定期綾査業務iこ期いる分銅の調整

にかかる期需が鰹縮された。また、分鏑保管障等の整備により、

分鋼部管状抗が改欝した。

｛消費者教膏・啓発！こ関するもの｝

平成 24年度に実癒したアンケート諦査では、諮問販売お断り

シールを貼った入の約4割が f訪爵販売が減ったj又は「断ち

やすくなったjと回答してお号、不招藷勧誘による被害院止に

効果が出ている。また、シーノレiこ反して勧誘を行う行為を不当

な取引行為として条柄上位置付けることで、違反事業者に対す

る指導にもつなげている。

テーマや対象者iこ合わせた啓発冊子を作成することにより、出

前講鹿をはじめとする各種啓発事業や麗係機関・関係団捧への

配布等、議々な啓発機会につながっている。

くらしのサボ…ター鰯疫の創設により、軍民まっち等の機会を

提えた街頭啓発の機会拡充や、価格調査・量認調査等の消費者

に身近な澗査業務の拡充につながっている。

啓発物在作成し区民まつり等で配布することで、より市誌に身



iB:な場所において、消費生活センターの周知や啓発活動を行う

ことにつながっている。

様々なテー？で年間6聞の連続講座を関鰻し、平成23年震か

ら平成26年度までに延べ782人が受講するなど、市畏の消費

者教育受講機会の拡充につながっている。

主に小学校家庭科、中学校技術家庭科の祖当教員を対象に、実

際の授業を意識したロ…ノレプレイも取り入れた研修会を関錯

し、小・中学校における潜費者教背の充実につながっている。

また、中学生用啓発冊子を作成し、市内中学技記記布すること

で、学校教育弘おける消費者教宵用資料者充実させた。

様々なテーマで、平成 21年度から平成 22年震にかけて許 9

鴎の講潰舎を関穣し、延べ780人が夢加するなど、市昆の消費

者教蒋受講機舎の拡充につながった。

専F守的知識・知見を有する専門家安講陣とする講鹿を、大学の

綬業の一環として実施することで、大学生に対する諮費者問題

lこ関する専門的講義と啓発につながった。

諮費生活センター内啓発コーナ…における配架臨議事やDVD等

の学習用資料を盤鑓したことにより、来所した市民が最新の瀦

費者問題に関する情報を得ることができるようになっ

啓発ポスターコンクールを行うことで、ポスター作製を通じた

泊費者問題の学費につながり、また、最優秀作品安鉄道駅やパ

ス車内に広く掲示することで、市民に対する砕発にもつながっ

た。

プロジェ広クタ…やDVD機器等の機材を盤鏑したことにより、

出前講盛や研修獲における啓発事業において、挟畿や画｛象を黒

いたより効果的な敢組が可能となった。また、公民館へのカタ

ログスタンド設置等により、勝発機会の拡充につながってい

る。

家庭用はかり無料点検の対象拡大や、計量啓発コーナーの整備

によ号、市民の計量意識の肉上につながっている。

4,500人規模の市民意識調査を実施したことで、泊費生活相談

情報だけでは把擁しきれない市民主活上の消費者トラブルの

実態や、指費者関魁に対する前民の考え方など、実効性のある

計画策定に必要な構報を把握することができた。

＜政策自樫_1＞桔談体制の空白埠壊の解消

昭和48年より消費生活センターを設麓している。

＜政葉皆様2＞相談体制の慣の向上
「地方諮費者行政強化作l

～ーム .. ,.. －』山良を配蓋しており、その全員が
戦jへの対応

諮費生活専門棺談員の資格を宥している。

平成 24年撲以降、国民生活センターの実施する専門的研修へ

の相談員の参加率辻100%であり、今後も引き続き拳加率100%



の維持に努める。

＜政策目標4＞消費者教育の推進

平成26年 11月に、消費者教育推進地域協議会に該当する組織

として、堺市消費生活審議会に消費者教育部会を設置。

上記部会における議論等を経て、平成28年2月に、消費者教

育推進計画を含む第2期堺市消費者基本計画を策定。

＜政策目標5＞「見守りネットワークjの構築

消費者行政部局と既存の高齢者支援ネットワーク等との連携

を強化することで、消費者安全確保地域協議会の趣旨を踏まえ

た見守り体制の充実を図っている。

＜平成27年度から平成29年度までの方針》

【消費生活相談体制の強化に関するもの】

高度・複雑化する消費生活相談に的確・迅速に対応するため、

消費生活相談体制の維持や、苦情処理委員会のあっせん・調停

による解決の促進を図る。

消費生活専門相談員の相談対応能力を強化するため、相談員の

専門的研修への参加機会の確保等を図る。

【消費生活センタ一等の機能の強化に関するもの】

不当な取引行為を行う事業者に対する是正指導により、消費者

被害の未然防止・拡大防止を図るため、関連図書等の整備や事

業者指導体制の維持を図る。

【消費者教育・啓発に関するもの】

出前講座をはじめとする各種啓発事業や関係機関・関係団体へ

の配布等、啓発機会を拡充させるため、様々なテーマや対象者

消費者行政推進の方針
に合わせた啓発冊子や啓発物品等の整備を図る。

様々なテーマの講座の開催や、消費生活センター内啓発コーナ

ーにおける図書やDVD等の学習資料の整備等を通じ、市民に

対する消費者教育の機会拡充を図る。

小・中学校担当教員を対象とする研修会や中学生向けの学習資

料の整備、授業用教材の充実や講座実施等、学校教育における

消費者教育の充実を図る。

保育園・幼稚園向け消費者教育資料の整備等、幼児期における

消費者教育の充実を図る。

． 「くらしのサポーターJ制度を運用し、区民まつり等の機会を
捉えた街頭啓発の機会拡充や、価格調査・量目調査等の消費者

に身近な調査業務の拡充を図る。

訪問販売お断りシールの普及・啓発により、不招請勧誘による

消費者トラブルの防止を図る。

認知症啓発や見守り啓発に消費生活センターの周知・啓発情報

を加えた啓発チラシ・パネルの作成や高齢者見守りシステムの



構築等により、高齢者の見守り強化や消費者被害の防止・救済

を図る。

＜平成30年度以降の方針＞

【消費生活相談体制の強化に関するもの】

消費生活相談体制の維持を図るとともに、専門的研修への参加

機会等、消費生活専門相談員の相談対応能力の向上を図る。

【消費生活センタ一等の機能の強化に関するもの】

事業者指導体制の維持を図るとともに、これまで基金を活用し

て整備した機材等を活用し、消費生活センタ一等の機能強化に

努める。

【消費者教育・啓発に関するもの】

消費者教育・啓発事業については、これまでに実施した各事業

の実績・効果等を検証し、より効果的な取組に重点化しつつ、

交付金等活用期間経過後も行う事業を精査しでいく。

【消費生活相談体制の強化に関すること】

高度・複雑化する消費生活相談に的確・迅速に対応するため、

消費生活相談体制の維持や、苦情処理委員会のあっせん・調停

による解決の促進を図る。（平成27年度～平成30年度）

専門的研修の受講機会の確保等、消費生活専門相談員の相談対

応能力の向上を図る。（平成27年度～平成29年度）

【消費生活センター等の機能の強化に関すること】

不当な取引行為を行う事業者に対する是正指導により、消費者

被害の未然防止・拡大防止を図るため、関連図書等の整備や事

業者指導体制の維持を図る。（平成27年度～平成31年度）

【消費者教育・啓発に関すること】

出前講座をはじめとする各種啓発事業や関係機関・関係団体へ

消費者行政推進の方針に則 の配布等、啓発機会を拡充させるため、様々なテーマや対象者

して取り組む施策、目標 に合わせた啓発冊子や啓発物品等の整備を図る。（啓発冊子：

平成27年度～平成29年度、啓発物品：平成27.年度～平成29

年度）

様々なテーマの講座の開催や、消費生活センター内啓発コーナ

ーにおける図書やDVD等の学習資料の整備等を通じ、市民に

対する消費者教育の機会拡充を図る。（連続講座等：平成27年

度～平成31年度、学習資料：平成27年度～平成29年度）

小・中学校担当教員を対象とする研修会や中学生向けの学習資

料の整備、授業用教材の充実や講座実施等、学校教育における

消費者教育の充実を図る。（教員研修会：平成 27年度～平成

31年度、中学生向け学習資料：平成27年度～平成29年度、

授業用教材・講座実施：平成28年度～平成36年度）

保育園・幼稚園向け消費者教育資料の整備等、幼児期における



その{th，特記事項

消費者教育の充実を罷る。（平成27年度～平成35

「くらしのサボ…タ…j艇度を運患し、区畏まつり特の機会を

捉えた街頭啓発の機余拡充や、額務課査・議臨調まま等の消費者

に身近な調査業務の拡充を図る。（平成27長手渡～平成32年度）

誘罰員長売お断りシ…ノレの普及・啓発により、本招藷犠誘による

泊費者トラブノレの訪止を図る。（平成27年度～平成29年変〉

認知症鞍発や昆守り害発に消費生活センターの周知・啓発｛警報

を加えた啓発チラシ・パネルの作成や高齢者見守りシステムの

より、高齢者の見守り強北や摺費者被害の防止・救済

る。（平成27年度～平成28





市町村推進プログラム

｜都道府県名 ｜大阪府 ！岸和田市

計画期間 平成27年4月1日～平成40年3月31日

－国・府が行う研修等への相談員の参加（21年度～26年度）

－市民や民生委員、老人会、町会・自治会などを対象とした研

修会の開催（21年度～26年度）

－出前講座、研修会等に出向き、身近な相談窓口としての消費

生活センターを PRし、被害防止につながる啓発活動の実施

(22年度～26年度）

－ケーブルテレビによる啓発CMの作成・放送（23年度～26

年度）

平成 26年度末までに市町 －消費生活センターニュースや啓発チラシを各戸に配布（21年

村プログラムに則して実施 度～26年度）

した活性化事業 －相談窓口の機能強化及び消費者の啓発を図るための機材・事

務用機器や公用車の設置（21年度～26年度）

－相談窓口の機能強化を図るための事務所の改修（22年度）

－高度に専門的な消費生活相談への対応力を強化するための弁

護士と年問委託契約の締結（23年度～26年度）

－消費者への生活情報の提供や消費者被害防止のための消費生

活展の開催（22年度、 24年度）

－消費者被害防止のための副読本の作成（23年度、 24年度）

・高齢者被害防止のための啓発ポスターの作成（26年度）

相談件数は、平成21年度の 1129件、 22年度から 25年度まで

1184件、 1094件、 1090件、 1147件と横ばいの状態であるが、

相談窓口として定着している。

研修参加の支援及び大阪弁護士会との年間契約により、消費生

活相談の対応能力や質の向上とともに、適正・迅速な相談・斡

総括・評価 旋が図られている。

センターニュース・啓発チラシ、テレビ岸和田の啓発 CMによ

り、消費生活センターがより身近なものとなっている。

－副読本を作成、小中高校へ提供したことにより、平成25年度の

出前講座が37件（消費のサボーターの派遣を含む）となり、前

年度より 20件増となる。

＜政策目標1＞相談体制の空白地域の解消

「地方消費者行政強化作
昭和57年4月1日消費生活相談窓口を設置済み。

平成22年 1月5日岸和田市立消費生活センターとして開設
戦」への対応

＜政策目標2＞相談体制の質の向上

相談員の資質向上に向け、国民生活センターの研修に参加させ



消費者行政推進の方針

消費者行政推進の方針立則

して取り組む擁策、目標

ることでレベJvアップを鴎るとともに、相談員の研鎖を奨動ず
る。

諮費生活相議員が岡民生活センターの研修を受けやすい環境

を整講し、平成26年度以降の研接参加率100先を目指す。

〈政策目標5>r見守りネットワーク jの講築
－社会議祉協議会や地域包括セジターなど関係機関との連携によ

号、高齢者を中心とした地域控民への啓発活動が行われるように地

域ネットワ…クの構築に向けて、調査・研究していく。

く平成27年度かち平成29年度までの方針〉

消費生活センタ…を綾持する。

弁護士等の活用により襟襲生活相談員のレベルアップを岡る。

消費者教育に取り組み、関係機演と連携を図ちながら効果的な

靖費者被議未然防止事業安進める。

相談員の配置については自主震源で実施済み。

機能整嬬・強化事業として取り組んでいる弁護士仁相談事業に取

ち謹む。

出前講監の書発事業に取り組み、より効果的な票総に重点化し

つつ、関係機関と連携を密にして進める。

く平成30年度試降の方針＞

渚費生活センターを継続する。

弁護士乞等の活用により消費生活相談員のレベルアップを引き

続き取り総む。

消費者教育に取ち組み、関係接関と連携を留りながら効果的な

捕費者被害未然防止事業を継続する。

諸費生活相鱗員の継続腫用を行う。

機能整備・強化事業として取り組んでいる弁護士相談事業を裂

き続き取り組む。

出前講産の啓発事業に散り組み、より効巣的な取組に重点化し

つつ、基金活用期間経過後も関係機欝と連携を引き続き進め

る。

第費生活センターを雑持する。

弁護士等の活用により専門的主消費生活相談への対応能力の

向上者間る。

消養生活相談凝の対応能力強記のため、研棲参加の支援の継続

を悶る。

構費生甜センターが地域の入替拠点とな号、地域の議費生活問

題への対応能力向上のため、地域ネットワークを機築する。



その他特記事項

消費者被害防止のため、関様機関・団体との連携を機にして対

応する。





市町村推進プログラム

｜市町村名 ｜豊中市

計画期間 平成27年4月1日～平成36年3月31日

－相談機能強化のため、消費生活相談及び多重債務者生活相談に対

応する相談ブースの増設及び機能整備を図った。（平成22・24年

度）

・市民協働による消費者啓発・教育を推進するため、消費者啓発施

設（イベントホール等）の改装・設備の充実を図った。（平成 21・

23・24・25年度）

－相談員等のレベルアップを図るため、国民生活センターや大阪府

主催のスキルアップ研修等への参加及び専門家による消費生活

相談窓口高度化研修を実施した。（平成21～26年度）

・消費者の食品表示・安全分野対応力強化を図るため、講座の開催

平成 26年度末までに市町
やパンフレットの作成、消費生活イベントでの啓発事業に取り

組んだ。（平成22～24年度）。
村プログラムに則して実

－学校における消費者教育を推進するため、教員と協働で消費者教
施した活性化事業

育教材を作成するとともに、小学生や高校生等の若年層を対象

に出前講座を行った。（平成21～26年度）。

－消費者被害未然防止や消費生活相談窓口周知のためのポスター、

リーフレットを作成し、自治会や駅構内等に配布・掲示した。（平

成22～26年度）

－市内全世帯対象に、相談窓口用周知用マグネットや啓発リーフレ

ットを作成し配布した。（平成21・24・25年度）

－消費者問題等の理解や周知を図るため、市のイベント等に参加し

啓発を図った。（啓発用グッズ（クリアファイル、トートバッグ、

ポケットティッシュ等）の作成・配布、啓発ブースの設置等）（平

成23～26年度）

－消費者啓発拠点としての施設の改修・備品等の整備、啓発事業の

取り組み等により、平成 25年度の施設利用者は平成 21年度に

比べ25%増加した。

・消費生活相談員等の対応能力強化をより一層推進するため、平成

21年度から研修等への参加を支援し、消費生活相談の対応能力

総括・評価 や質が向上した。

－平成21年度から若年層向けの出前教室を実施し、その実施回数

は初年度の 12回から平成25年度には49固と着実に増加し、若

年層の啓発・教育事業として定着した。

－消費者啓発事業として、ポスター・リーフレット・啓発グッズ等

の掲示・配布等の取り組みにより、市民や団体主催の事業（移動



消費者教室、生活情報ひろば事業）の参加者が平成25年度は約

2千人で、平成21年度に比べ35%増加し、消費者啓発・教育

の拠点施設としての認知度が確実に高まっている。

＜政策目標1＞相談体制の空白地域の解消

・平成21年9月1日消費生活センター設置を公示済み。

＜政策目標2＞相談体制の質の向上

・消費生活相談員のレベルアップを図るため、引き続き研修等への

参加を継続する。

「地方消費者行政強化作｜＜政策叩＞消費者教育の推進

戦Jへの対応

消費者行政推進の方針

＜政策目標5＞「見守りネットワークJの構築

・地域での見守り活動などを行う小学校区単位での校区福祉委員会

や、地域の事業者を含めたネットワークを活用し、現在消費者被害の

未然防止（特に高齢者）や啓発を行っている。今後もこれを活かし、

消費者の安心・安全の取り組みを進める。

＜平成27年度から平成29年度までの方針＞

－消費生活相談員の7名体制を維持するとともに、変化の著しい消

費者環境・問題に対応するため、引き続き研修等への参加継続や

専門家による高度化研修を実施し、対応能力や質の向上を図る0

・消費者教育について、実効性を高めるため、消費者教育推進計画

の策定段階から市民団体等の参画を図るとともに、講座・研究会

等を行い消費者教育の担い手づくりを進める。

・消費者被害の未然防止（特に高齢者）事業としで、地域福祉ネッ

トワーク会議や地域団体等の会議に積極的に参加し、消費者啓

発を図る0

・若年層向けの教育・啓発事業として、学校教師と連携して出前教

室を実施する。

＜平成30年度以降の方針＞

－消費生活相談員のレベルアップ研修については、参加を支援す

る0

・消費者教育・啓発事業については‘より効果的な取り組みに重点

化を図りながら、基金活用期間経過後も実施する事業を精査し

ていく。

－消費生活相談体制を確保するとともに、引き続き研修等への参加

を継続する。（～平成35年度）

消費者行政推進の方針に l・消費者被害の未然防止地域については、地域団体等と連携し、取
則して取り組む施策、目標 i り組み内容を精査しながら啓発に取り組む。（～平成34年度）

－若年層向けの教育・啓発事業については、学校教師と連携して実

施内容を精査しながら出前教室を実施する。（～平成29年度）



の組特記事項





市町村推進プログラム

｜都道府県名 ｜大阪府 位里

計画期間 平成27年4月1日～平成30年3月31日

－消費者の利便性を図るため、センターの機能更新を行なった。（平

成22年度）

・消費生活に係る相談時間の設定については、設置当初から 10時か

ら16時としていたが、 H21年度に 9時30分から 16時までと時間

の延長を図った。（平成21年度～26年度）

－相談内容の充実を図るため、相談員を積極的に研修会に参加さぜ、

相談員のレベルアップに努めた。（平成21年度～26年度）

平成 26年度末までに市町 －消費者の被害防止に向けて、出前講座の充実と共にセンター設置

村フ。ログラムに則して実施 の周知を図った。（平成21年度～26年度）

した活性化事業 ・消費者被害やトラブル未然防止を図るため、子どもや保護者を対

象に啓発活動に取り組んだ。（平成24年度～26年度）

－消費者行政活性化事業の中で購入・配備した備品（来客用椅子5

脚、パンフレットスタンド2台、ノートパソコン・プリンター・プ

ロジェクター・スクリーン・液晶テレビ、ブルーレイレコーダー・

電話機・上枠付踏台・運搬用台車・展示台・ ICレコーダー・デジ

タルカメラ各1台）については、今後も引き続き使用することとし、

使用不能となったときは、必要に応じて自主財源にて対応する。

－平成22年度に消費生活センターの内装を全面的に改修し、相談対

応が 3組同時まで可能となると共に、室内移動時の危険防止対策と

して配線等を床下に配置すると共に参考図書を壁面設置のスペース

に配置し閲覧をしやすくした。

－相談時間について、従来 10時から 12時・ 13時から 16時として

いたものを平成21年度より 9時 30分から 16時まで拡充し、相談

対応充実強化に寄与することができた。

－平成21年度から 26年度までに、宿泊研修に延 15人・日帰り研

総括・評価
修に延 196人の受講ができ、相談員のスキノレアップ・相談対応能力

のアップに効果が大である。

－平成21年度にパソコン・プロジェクター・スクリーン等を購入し、

出前講座での映像を活用した啓発が可能となり、幅広く対応するこ

とが可能となった。

・消費生活トラブ、ノレの未然防止に向けて、平成23年度にはマグネッ

トシーノレや回覧板台紙を、平成24年度には印鑑ケースや啓発ノ号ンフ

レットを、平成25年度にはキャリーファイルを作成し、市の窓口で

の配布や希望自治会への配布およびイベント時の来場者に配布して

いた。また、消費生活トラブノレに関係する本やDVD・テレビ・ブ

Jム



ノレーレイレコーダーを購入し、来語者向けに関賢に挟することが可

能となり、情費者啓発等に役立てることとなっ

・補費生活センターの周知iこ！蒔けては、平成24年度には、のぼり旗

を作成、平成26ii三度にはセンターのパンフレットを作成し配和する

ことにより認知度の向上を諮っている。

・消費者トラブルの低年齢化ι対応するため、教育委員金部罵の協
力を持て、平成24年慶から市内小中学技等でさ長徒指導等握当教師・

克童・生徒 ・PTA会員・近鱗住民を対象に、外部から講師を搭鳴

しての出前譲渡を開催し、平成24年度は5笛所で509人、王手成 25

年震は8箆摂で 1,841入、平成26年震は 16鐙所で4,567人の受欝

者数となっており、現在＆将来におけるトラブノレ来紫妨止に向けて

大いに役立っている。

＜政策自撰1＞和談体制の空自地域の解消

1・1棉談窓口の設龍｛昭和50年7月）

＜致策目標2＞相談件制の質の向上

2-1諸費生諾センタ…の設置（昭和60年5月）

2-2消費生活相談員4名配置

公3諸費生活相談員の資事長保有率 100%

2・4悶民生活センター主催による宿治研諺の議会加率は、従前は

50%であったが、落金を活用することにより 100%の参加率と

争ってお号、平成27年度以降についても 100%を巨指す。

f地方消費者行政強記作 I＜政策自壊4＞消費者教育の推進
戦jへの対応 I ①講費生活に諮る「出前講座jの横揺的な活用を図る

沼費者行政推進の方針

窃消費生活トラブルの低年齢化に対応するため、小・中学生を

対象に、講接会・勉強会を各学校にで継続して実擁する。

く政策諮標5> r見守ちネットワークjの講築
高齢者の諸費トラブ／レの増加に対忘するため、平成26年1月に

齢者諸費問題藤絡会Jを設置し、それぞれの部署で把援している靖報

の共有や対応策の検討等を行っている。現在のメンバーは、池田

察、地域告括支援センター、消費生法センター、社会福祉協議会、

市担当課（地域活性棟、分譲保険謀、高齢寵祉総務課、危機管理誤）

となっている。

＜平成27年度から平成29年度までの方針＞

．補費生部センターを維持する。

－地域の身近な窓口である檎費生活梧談窓口として、現状の専門相

談員体制を維持し、かっ、弁護士招談を有効に活舟しつつ地域に親

しまれ・頼られる窓口を目指す。

－消費生活に係る相談内容も年々変わっていくこともあり、専門相

談員のさらえ主るスキルアップ者自指す。



く 30年震以降の方針＞

－上記の事業については、義金活用期開を経i晶する事業から）I慣次自

主財擁化を目指す。

－議費生活センタ…を維持する。

・現状の弁護士を活用する消費生活相談体制を維持する。 ｛平或27

治費者行政推進の方針に則 年度～平成29 基金活用後自主財線化）

して取り組む施策、自裸 ・消費生活相談員のスキルアップ・対応能力強化に向けて、研｛藤議ま

加支援の継続在臨る。

｛平成27年度～平成29年度基金活期後自主財源北）

その飽特記事噴 なし





市町村推進プログラム

｜都道府県名 ｜大阪府 市田吹

平成27年4月1日～平成36年3月31日

－消費生活相談窓口の機能強化を図るため、消費生活相談に関する

顧問弁護士相談を導入した。（平成22年度～平成26年度）

・消費生活相談員の対応能力強化のため、研修参加を支援し、相談

員のレベルアップρを図った。 （平成22年度～平成26年度）

－消費者被害を防止するための基礎知識を学び、市民の消費生活の

活性化を図るため、消費生活サポーター養成講座を実施した。

（平成22年度～平成23年度）

－消費生活相談窓口の機能強化を図るため、相談員個々が使用でき

るパソコンなどの情報機器や電話録音装置を導入した。（平成 22

年度）

平成 26年度末までに市町｜・消費者教育・啓発講座開催時に利用するパソコンとプロジェクタ

村プログラムに則して実施｜ ーを導入した。（平成22年度）

した活性化事業 ｜・消費生活センターの案内パンフレットを作成し、消費生活相談窓

計画期間

総括・評価

口の周知を図れるようにした。（平成22年度）

・転入者向けに注意喚起チラシを作成し、悪質な訪問販売等の被害

未然防止を図った。（平成22年度）

・消費生活相談窓口の機能強化を図るため、相談ブースなど消費生

活センター内の備品を整備した。（平成23年度）

・消費者被害防止を図るため、訪問販売お断りシールを作成し、全

戸に配付した。（平成23年度）

－若年層の消費者被害防止を図るため、啓発パンフレットを購入し

消費者教育出前講座において配付・活用した。（平成25年度～平

成26年度）

・消費生活相談に関する顧問弁護士を事業者との交渉時等において

積極的活用することにより、消費生活相談窓口の機能強化を図れ

た。

・消費生活相談員等のレベルアップを図るため、消費生活相談に関

する研修参加等の支援を毎年実施している。自主財源分も含め、

国民生活センター主催の研修に、消費生活相談員は、平成22年度

以降年度内に 1人1回参加、行政職員は、平成25年度以降年度内

に管理職1名、行政担当職員 1名が参加し、スキルアップを図る

ことができた。

－業務検索用にインターネット回線に接続するパソコンを導入し、

消費生活相談に関する情報収集やインターネットに関するトラブ

ルの事象確認等に活用し、消費生活相談の対応力の向上を図った。



・消費者教育・啓発講座開催時に利用するプロジェクタ一等の機器

を導入したことにより、講座資料や啓発用DVDを見やすい形で

利用できるようになり、講座内容の充実が図れた。また、関係部

署へ講座を周知することにより、これまで利用がなかった地域で

も、啓発講座を実施することができ、講座実施回数及び参加人数

ともに増加している。

－若年層向けの啓発パンフレット等を活用し、平成25年度に5回、

小・中学生向けの消費者教育出前講座を実施することができた。

＜政策目標1＞相談体制の空白地域の解消

－昭和46年 10月26日より消費生活相談の対応を行い、昭和55年

10月1日に消費生活センターを設置した。

＜政策目壇2＞相談体制の質の向上

－平成 16年4月 1日より消費生活相談員を 1名増員の6'名配置し、

現在に至る。

・消費生活相談員の任用要件としては、消費生活専門相談員、消

費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントの資格のいずれ

かを有するものとしており、資格保有率は 100%である。

・消費生活相談員の研修参加率は、平成22年度以降は 100%で

あり、消費者行政担当職員も国民生活センターが実施する研修

に参加し、スキルアップを図っている。平成27年度以降も、

「地方消費者行政強化作
国民生活センターや大阪府が実施する研修への参加を積極的

に推進し、相談体制のレベルアップを図ってし、く。
戦」への対応

－平成22年6月以降、消費生活相談に関する顧問弁護士を活用す

ることにより、事業者との交渉時等において、相談体制の機能強

化が図れている。

＜政策目標5＞「見守りネットワーク」の構築

－多重債務問題対策庁内連絡会議に参加し、市役所内の関連部署と

の連携の強化に努めている。（平成20年度～平成27年度）

－警察との情報交換会を実施し、警察との連携を図っている。（平成

25・27年度）

・生活福祉課生活困窮自立支援センターとの情報交換会を実施し、

生活困窮者の消費者被害の防止・解決のため、連携を図っている。

（平成27年度）

－高齢者の消費者被害の防止・解決のため、必要に応じて地域包括

支援センターとの連携を図っている。

＜平成27年度から平成29年度までの方針＞

・消費生活センターの機能を維持していく。

消費者行政推進の方針 ・消費生活相談窓口としての相談対応力を維持・強化するため、消

費生活相談員及び消費者行政担当職員の研修参加支援を継続す

る。



－消費生活相談に関する議爵弁護士を活用することにより、精費生

活相談員のレベルアップを躍る。

‘務費者被害の未然防止を隣るため、関連蔀薯との連携を強化する

とともに、より効果的な出前講座等を実擁する。

＜平成30年震以i懇の方針＞

・消費生活相談体制については、基金活用経過後においても維持す

る。

・出前講mI等の啓発事業について誌、事業内容を精査し、交付金等

活用期間経過後もより効果的な取組み密実嬉していく。

－桟談対症能力向上のため、消費生活相談員の務修参加の支援の継

続を諮る。〈平成27～35

. .消費生活語談律宗jの機能強化を図るため、消費生活に関する頭間
諮委委審有敦推進の方針iこ則 i

I 弗護士を活用する。〈平成27～30年度）
して数ち組む蒐策、自壊 I 

その強特記事項

. .消費者被害未然防止を諮るため関連蔀署との連撹を強化するとと

もに、啓発事業安維持・強fとするため、より鶏果的な出前講座等

を実施する。（半成27～34年度）





市町村推進プログラム

｜都道府県名 ｜大阪府 l泉大津市

計画期間 平成27年4月1日～平成30年3月31日

消費生活相談体制強化のため、相談室を改修した。（平成21年

度）

消費生活相談体制強化のため、消費生活相談員を増員し、相談

窓口開設日数を従来の週3日から 5日へ拡大した。（平成22年

度）

平成 26年度末までに市町
消費者被害防止のため、外部などから講師を招き、啓発講座を

行った。（平成21年度～平成26年度）
村プログラムに則して実施

消費生活相談員のレベルアッフ。のため、研修参加を支援した。
した活性化事業

（平成21年度～平成26年度）

消費者被害防止のため、回覧板やクリアファイル、保険証カー

ドケースなどの啓発物品を作成した。（平成 22年度～平成 26

年度）

消費生活相談対応力強化のため、弁護士と委託契約を行った。

（平成25年度～平成26年度）

消費生活相談件数は、平成22年度250件、 23年度 267件、

24年度353件、 25年度377件、 26年度415件と増加傾向に

あり、地域の相談窓口として定着している。

啓発講座は、毎年バラエティに富んだ講師を呼んでおり、コン

総括・評価
スタントに参加者を集めている。毎年参加している人に対して

も飽きられず、啓発効果を上げている。

消費生活相談員の研修参加を支援することにより、相談員の知

識や対応能力が向上した。

弁護士と委託契約することにより、相談員が安心して相談に応

じられ、相談の質も向上した。

＜政策目標 l＞相談体制の空白地域の解消

平成22年度から常設の消費生活センターを設置済み。

＜政策目標2＞相談体制の質の向上

平成 21年度に従来の相談室を改修し、明るく相談しやすいス

「地方消費者行政強化作
ベースとなった。

平成21年度までは2名の相談員で週3回相談窓口を開設して
戦Jへの対応

いたが、 22年度からは 1名増員し 3名体制で週 5日開設して

いる。

消費生活相談員の研修参加を支援することにより、 3名の相談

員が国民生活センターなどの各種研修に積極的に参加してお

り、研修参加率は 100%となった。今後もさまざまな研修に参



加してもらい、相談員のさらなるレベルアッフ。を諮る。

＜敦策爵様後＞消費者教育の推潜

＜政策呂標5> r見守りネットワークjの構築
消費者安全碓保地域協議会の設費ι向け、調査研究を行う。

く平成27年震から平成幼年蔑までの方針＞

議費生活センターの機能を維持していく。

培壌の身近な窓口である消費生活相談室むとして、諸費生活相

議捧制を維持・強化するため、結談員の研修参加支艇を継続し

ていく。

． との連携を掠め、消費者教育の分野の強化合践指

す。

法費者宥政推進の方針
＜平成30年度以降の方針＞

議費生活センタ…の機能を維持してい〈。

地域の身近な窓口である消費生活指談懇口として、議費生活相

談体制を維持・強化するため、持議員の研務参加支援を継続し

ていく。

・ 教育委員会との連携会深め、治費者教育の分野の強化を目指

す。

？持費生活相談体制iこついては、交付金活用期間経i最後において

も維持する。

消費さ伝活箱詰員の対応能力強化のため、研諺参加の支援の継続

消費者行政誰進の方針に期
を鴎る。（平成28年度～平成29

消費者教事手を推進するため、 けの啓発物品作成や出
して取り組む接接、母様

前講躍の実施など、教育委員会との鴻携を深める。（平成28～

30年度〉

の他特記事項



｜都滋府県名 i大飯野

計歯期間

平成 26年度末までに市町

村プログラムに射して実施

した活性北事業

総括。評価

市酌村誰進プログラム

｜市町村名

平成27年 4月 1日～平成34年 3月 31日

Or湾費生活専問朝議員の額修参加を支接することによる相談員のレベ

ルアップ（21年疲～26年震〉

0相談機能の強化及てy.寵人情報保護の観点から相談ブースの整備（22

年疲～23年度）

。諸費生指導円相談員1名増員（22年度～26年愛〉

。センター機能の強化を図るためプロジェクター・ワイヤレスアンプ等

の機器の購入（21年度～25

。消費生活弁護士相談会の定例開催（月 2回、 22年度～26年度）

or消費者教育jの君主り綴みの充実（25年度～26年度）

－関係機関とのネットワークの強記

－教職員や福祉関係者等を対象とした務諺会の関様、教材検討

。悪賓藷法等の被害答防止に向けた啓発事業の強記（21年度～26年Ji)

・啓発新鶴、櫛干の全戸配布、回覧板ー草書籍シールの製作と記者

．市営パスラッピング等IA告掲出

－啓発おVD作成・喜三布及びケーブルTV啓発CMの放挟

．勝関備法等被害訪止キャンベ…ン灘施（24年度～26年度）

。消費生活専門相談員の研務参加は、懇談員のスキルアップlこおいて点、

須であり、研修参加支掻により、相談員のスキルアップに幣がった0

0相談ブースを整備したことで、祁談スペース不足の解説や、錦人情報

謀議の対策強化となり、相談機能が強化された。

また、相談件数が年々増加、捜雑化している中で、平成 22年震に報

談員を1名増員したことにより、 1人あたりの相談件数が被少し、相

談機能が維持された。

一人当たりのす安矯相談件数： 21年震 589件、 22年度 553件

しかしながら、相談件数は22年震以降も年々増加し、 26年度では一

人当たり 643件となっている。このため、今後、指議員の増員訟どが

必要とえZる。

Oプロジェクターやワイアレスアンプ噂の購入により、

の被審の跨止にi蒔けて、啓発事業の強化を図ったo

or消費者教育Jの敢鑑みについて

。平成25年度に「高槻市消費者教育推進プログラム関係機関連携

会議Jを発足し、消費者教育の推進に売けて、取組みを展開し

ている。平成25年度は、教材の研究、また、シンポジウムや研

諺会等を関議し、連携会議委員を中心に、隣部者の人材育成を

図ったQ 平成26年震については、関係者の人材育成に取り組む



とともに、消費者教育教材に焦点をあて、効果的な教材の特徴

を把握することに努めた。

0悪質商法等の被害防止に向けた啓発事業の強化

啓発新聞の全戸配布や、回覧板・啓発シールの配布、市営パスの

ラッピング広告、啓発Dv DやケーブノレTV啓発CM等、様々な媒

体を使用し、市民への啓発を行った。また、平成24年度より「悪質

商法等被害防止キャンベーン」を実施し、悪質商法の被害未然防止

に向けて、啓発事業を展開している。

｛悪質商法被害防止キャンベーン］

－消費生活フェアやキャラパンなどで「ダマサレナイト」（キャ

ラクター）の歌やダンスを交えた催しを行い、市民へ悪質商

法がどのようなものかを印象付ける。

。メモパッドやマグネットなど、手に取りやすい啓発グッズを

作成。配布し、消費生活相談の窓口として、消費生活センタ

ーの認知度を上げる。 等

消費生活相談件数は年々増加しているが、平成26年は被害金額に

は減少傾向がみられる。センターの認知度が上昇し、また、悪質商

法被害防止に向けた啓発活動が、一定の成果を上げていると考えら

れる。しかし、被害は依然発生しており、近年、手口はますます巧

妙化している。悪質商法撲滅に向けて、今後も継続的な取組が必要

である。

＜政策目標 1＞相談体制の空白地域の解消

昭和47年6月に、消費者苦情相談制度を開設し、昭和56年 12

月に消費生活センターを設置した。

＜政策目標2＞相談体制の質の向上

昭和47年6月に消費生活コンサルタントを2人採用し、平成5

年4月に非常勤職員化した。その後、平成 14年に 1名、平成

17年に 1名、平成22年に 1名増員し、現在は5名体制で対応

している。

「高槻市消費生活相談員設置要綱」により、相談員の任用要件

「地方消費者行政強化作l として、消費生活コンサルタント養成講座を修了した者、消費

戦」への対応 ~ 生活専門相談員の資格を取得した者、消費生活アドバイザーの

称号を有する者、その他任命権者が適当と認める者となってい

る。平成27年4月時点で在職している相談員については全員、

消費生活専門相談員及び消費生活アドバイザーの資格を有し

ている。

消費生活相談員の研修参加率は、 100%に達している。活用期

聞が終了した場合、管外で実施される研修への参加が減少して

しまう恐れがあるが、管内で開催されるものや、大阪府が実施

する研修会等に積極的に参加し、 100%の参加率の維持を目指

す。



＜政策目標5＞「見守りネットワークJの構築

高槻市高齢者福祉計画に基づき、地域包括支援センターや民生委

員児童委員、社会福祉協議会等の福祉関係者間で見守りのネットワ

ークの整備、充実が進められている。消費生活センターとしても、

消費者被害について、特に高齢者に対する地域の中での見守り体制

を強化すべく、福祉関係者との連携を図っている。

＜平成27年度から平成29年度までの方針＞

月2回開催している消費生活弁護士相談会を引き続き実施する。

平成22年度からの消費生活相談員1名増員体制を維持する。

消費生活相談窓口としての相談対応力の維持・向上のため、消

費生活相談員の研修参加支援を継続していく。

消費者教育推進にむけ「高槻市消費者教育推進研究会」を中心

に、取組みを継続してし、く。

消費者行政推進の方針 悪質商法等の被害防止に向けた啓発については、啓発紙の全戸

配布や出前講座等の啓発活動を継続する。

＜平成30年度以降の方針＞

消費生活弁護士相談会は継続して実施する。

消費生活相談員 1名増員体制を維持する。

消費生活相談員の研修参加を継続的に支援する。

消費者教育の推進並びに悪質商法等の被害防止については、効

果的な取組みに重点を置き、事業を精査しながら取り組む。

基金を活用して整備した消費生活センターの情報機器等につ

いては、維持・更新等を行い、消費生活センターの情報機能の

維持を図る。

平成22年度からの消費生活相談員 1名増員体制を維持する。

消費者行政推進の方針に則
消費生活相談員の対応力向上のため、研修参加の支援の継続を

図る。
して取り組む施策、目標

消費者教育の推進に向け、関係機関とのネットワークの強化に

努めるとともに、移動講座の実施や教材の提供等を行ってい

く。

消費者教育の推進並びに悪質商法等の被害防止に向け、事業内

容を精査し、効果的な取組みを継続する。

その他特記事項





｜都道府県名 ｜大阪蔚

計盟期間

平成 26年度求までに市再

村プログラムに則して実躍

した活性化事業

総揺・評髄

市町村推進プログラム

｜市町村名 i員壕事

平成27年4月1日～平成36年3月31日

平成例年7丹に前民相談室内に「貝城市消費者相談コーナーj

を移設し、特設ブースの整績を行うと同時に「貝塚市消費生括

センタ…jに改弥した。また、相談ブースの設備の充実を闘っ

た。

（平成例年度～26年度）

諮費生話相談員の消費者相談に関する摂諺参加を支緩し、相談

員の額談スキんの向上など、レベルアップを留った。

（平成21年震～初年度）

消費生活センターの機能強化と相談処理の迅速化などを自的

に、相談員が使用できるパソコンなどの靖報機器を導入した。

（平成21年度～26年度）

平成4年度から多重イ責務者などf寄金のi義務器難者からの相談

に蕗 また、グレーゾーン金利えまどに関する結読にも

応じてきた。平成20年度からは「多議積務相談jを関設した。

現主主は、柱宅口一ンなど、

らの相談に感じている。

（平成21年度～26年度〉

くても借金の返済関難者か

消費者被害を防止し消費者の知識向上を爵るため、ブ口ジェク

ターやスクリーンなどの機器を導入し、出張議長義や鴻費者行政

関保の警発イベントで活用している。

（平成23年産～初年度）

消費生活センターの矯報発信強化にために、市内の商業・公共

施設 14か所記パンフレットスタンド fくらしの情報箱Jを設

置した。

消費者相談コーナーとして設議していたものを消費生活セン

ターへ改組し、相談時間を数度にわたり誌充した。

12年度：月・水・金 13: 00～16: 00 

平成 13年震：丹 10: 00～12: 00、13:00～16: 00 

＊～金 13:00～16: 00 

平成 15年度：丹 10: 00～12: 00、13:00～16: 00 

火～金 13:00～16: 00 

平成 16年度：月～金 10: 00～12: 00、13:00～15: 00 

平成24年度：月～金 10: 00～12: 00、13:00～16: 30 

多重護務相談については、平成4年度かも受持けてきたが、

成 20年度かも専門相談として毎週火雌日に開設した。結談員



のレベルアップに努め、相談を受ける体制を強化できた。

補費者への啓発が進んだ結果、一時と比べて糧談件数は落ち着

いている。近非は認知癒など判顕龍力が低下した高齢者の相談

が相次いでおり、どう対処していくのかが課題である。

消費生話センターの対応力強化と合わせて、啓発事業について

は今後も難読して取り組む感要がある。

消費生活センターに行政専用ネットワーク問譲から強食した

インターネット問隷に接続するパソコンを 1台導入〈平成 26

年度ζ機器東新）し、損費者相談に関する構報の収集やトラブ

ルの事象確認などに活用し、対JiC;¥カの強化を留ることがで

？こ。

く政策目標1＞相談体制の空白地域の解消

相談所罷設：昭和48年7丹1日

センター開設：平成24年7丹1詩

平成12年度は週3自の相談所開設で島ったが、平成 16年護廷

はi底5誌の爵設、平成 24年震には週5日で招談受付時間の延

長を行い、士・自・祝休日以外に梧談所を開設する現査の状態

になった。今後も議競して相談体輔の構築を図る。

多重覆務に関する棺談は、平成4年度から有資格者による揺談

を開始以後実施して皆た。平成 20年度から予約鎖の専門相麟

日も開設して対応している。最近は、住宅口一ンの返務部難者

に対する相談にも取り組み、多重でない還請冨難者からの諸説

にも対忘している。今後も帯金の返済関難者に対する相談窓口

として、継続して開設する。

生活躍窮者自立支援鶴度の開始により、多重機務に苦し転生活

f地方消費者行政強化非i 閤鰐者などからの相談ζついては連携して対応していく。
戦jへの対応 iく政策目標2＞格競体制の質の向上

平成4年度から有資務惑をによる相談を1名で実施以鋒、本市で

は有資務者の相談員を増員し、現在は3名で対応している。

相談践には大薮府が実施するレベルアップ研務以外にも、間民

主在活センターなどが開設する専門研修に捗加し、棺談スキルの

向上を翻っている。

［平成25年度実績］

0東京での専門研修 2田2入／3人

。大阪府主催研諺 3回3人（基金活用）

3毘5人（市費活用〉

〔平成26年捜実績］

。東京での専門研務 2回2入

。東京での行政職員研｛彦 1問1入

。大薮疫主鍛研修 12冨14人（基金活用｝

2問2入〈事費活用）



消費者行政推進の方針

消費者行政推進の方針に則

して取り組む施策、目標

［平成27年度実績］平成28年2月26日現在

O相模原研修施設での専門研修 3回3人

OPIO-NET操作研修相談員3人、行政職員1人

O相模原研修施設での行政職員研修 1回1人

0大阪府主催研修 9回10人（基金活用）

く政策目標3＞消費者教育の推進

小中学生に対しては、教育委員会と連携しながら消費者教育を

推進していく。

平成 26年度に設置した「くらしの情報箱Jを活用し、消費者

への情報提供・啓発に努める。

く政策目標5＞「見守りネットワークJの構築

既存のネットワークを活用しながら、ネットワークの構築に努

める。

く平成27年度から平成29年度までの方針＞

啓発事業については、振り込め詐欺被害根絶や高齢者向けのも

のを強化し、基金も活用していく。

相談員や行政職員の相談スキル向上については、大阪府主催の

研修を中心に京阪神地区で開催される研修に参加するととも

に、東京などで開催される相談員向けの専門研修には年1人 1

回（計3回分）程度参加できるように、基金を活用しながら専

門知識の習得に努める。

平成21年度まで： 1名分を市費にて対応

平成22年度から： 3名分を基金にて対応

放射性物質の検査については、当面は基金を活用して実施する

ものとするが、遅くとも平成 30年度末を目処に事業の停止を

含めて検討する。

く平成30年度以降の方針＞

振り込め詐欺被害防止や高齢者向けの啓発事業については、順

次自主財源化を目指す。

相談員や行政職員のスキル向上については、東京での専門研修

を平成29年度まで1人1回（計3回）を、平成28年度以降は

国民生活センター相模原研修所での研修を活用し、相談体制の

充実を図る。

放射性物質の検査については、学校・保育所給食で利用してい

るが、検査開始当初から検査結果に変化が見られないことか

ら、一定安全が確認できているものと判断し、平成 28年度以

降事業を停止する。

特殊詐欺被害から市民を守るために、行政窓口や消費者団体な

どとの協働を図る。

消費者トラブル防止のために、消費者に対する啓発と知識の向



上を図る。

基金を利用して整舗したものを活用して、引き統き消費者に対

する各種活動をさ終施ずる。

基金を活用して盤備した消費生活センタ…の？警報機器等につ

いて誌、今後は自主財源化により維持・賀新を行い、構報機能

の維持を踊る。

消費生活センターの懇談体制については、現状を維持しなが

ら、研修への参加支援など懇談蔑のレベルアップに努める。

市広報紙、ホームページなどの諜捧を利用して啓発を行う。

基金を活用して市内各所に設援したパンフレットスタンド「く

ちしの情報箱jを利用して、引き続き渚費者に対する啓発と知

識の向上を塁る。

その他特記事項



i都道府県名 i大関

計画期間

26年度末までに市町

村プログラムに期して実擁

した活性化事業

総話・評価

市町村推進プログうム

｜市町村名 j守口市

平成27年4月 1摂～単位年3月31日

消費生活報談員の諮費者相談に関する研修拳却を支援し、特談

員のレベルアップを諮った。

（平成22年度～平成26年護〉

消殺生活相談窓口の機能強化を諮るため、相談員個々が使用で

きるパソコンや通話録膏接援などの機器を導入した。また、相

援カード保管用鍵付｛某管臓を配備した。

（平成22年変～平成24＆！三度）

悪質調法の被害訪i上等の瞥発を強化するため、本庁舎1階ロピ

ーに啓発情報発f替のためのインアォメ…ションヂィスプレイ

の設置、啓発用ヲ…ブレット等を記寵する為に消費生活センタ

ーに雑誌架を被援、出前講産の内容充実のためプロジェクター

やノートパソコン等の機器の導入などを持った。

｛平成22年度～平成24年度）

草害発用グッズf・リーフレットの作成・配布を行うことで、地譲

啓発の取組みの拡充強化を持つ

（平成22年産～平成26

・1際費者問題等弁護士持議業務会弁護士に委託。

（平成26年度）

務費生活相談員のスキルアップのための消費者相談に関する

研諺参加等の支援金平成21年度までは2件集籍していたとこ

ろ、平成 22年療以降は活性化基金と自主財澱負強分をあわせ

て6件実織するなど、毎年着実に実摘している。研諺で習害し

た専門的な知識を桔談内容に的確に皮映し迅速な対応が行え

ている。

ネットワーク田隷とは独立したインターネット回線

記接続するパソコンを平成22年度に4台導入し、

談に関するi警報収集機能の向上や、インターネット ト

ラブ／レの事象薙器等に活用し、消費生活相談の対応、力会舟よさ

せた。

本庁舎1階ロビーにインフォメーションヂィスプレイを設置

し、啓発情報を常時上殺し啓発したことにより、市民への情報

発信を迅速に行うことが可能となった。

単語講産で‘活用するプロジェクターやノ…トパソコン等の機

器を導入し、それまで紙媒体のみを活用していたところを、講



f地方消費者行政強化作

戦jへの対応

消費者行政推進の方針

講座資料やDVD －活用することによる講艦内容の充実

が図られた

・消費者問題等弁議士相談業務を弁護士に委託することで、相談

業務を行う際比弁護士の見解を取り入れることが可能となり、

梧談業務の強イとを図った。

＜政葉話携l＞掠談捧棋の空白地域の解消

消費生活相談の対~を行い、平成 21 伴 10 月 1 日に消費生活セ

ンタ…在殻寵した。（昭和54キiこ錨設設置）

＜政策問機2＞相談体制の賓の向上

21年度当初の消費生活相談員の深遣薪諺参加は2名であ

ったが、平成 22年度以降は活性化基金を活用し、 3名全員の

誹修参加支援を実現している。平成 27年度以降立ついても消

費生活議員の研務参加率100%を目指していく。

＜政策目標5> r見守りネットワークjの構築

見守りネットワ…クの構築についてはよ

ことにより消費者被害の未熱跨止に勢める。

＜平成27年授から平成29年度までの方針＞

と連携を取る

務費生活懇談窓口としての相談対応力の維持・向上のたお与、構

費生活栂談員の豪諺参加支援を継続するように努める。

勝質繭掛被害防止等の啓発のため、出前講鹿等で活用する資料

や教材等の整備を回り、消費者教育普発事業の更なる充実を目

指す。

弁護士等を活用した消費生活相談対症強詑のための専門家を

活用し、浩費生活相談事業の強化を図る。

＜平成30年産以i惑の方針＞

消費生活相談員のスキルアップ研修の支援については基金活

用期間の経過後、自主封譲住を自

基金を活用して整髄した機能を活用し、悪質商法被害防止等の

啓発事業を基金活用後も継続して実識していく。

を活用した消費生活相談対露強化のための専問家の

についても基金活用期間の経過後、自主黙旗色を爵揺す。

基金を活吊して整鑓した消費生活センターの情報機器等につ

いては、自主財源｛平成27年度より自主財源化） fこより維持・

更新等を行い、消費生活センターの槽報機能の維持を図る。

消費者行政推進の方針に期 i．、消費生活相談員の対~力向上のため、研諺参加の支援の継続を
して取り組む施策、問糠 I 図る。

｛平成27 30年度、その後詰主財謀詑）

悪質寵法被審鰐止等の啓発事業を維持・強記するため、出前講

座など。で活用するための資料や教材噂の整慣を行う。



（平成27年度～平成30年度、その後自主財街、化）

－栢談業務の質の向上化を維持する めに弁護士等を活用した補

費生活相談対応強化のための噂門家の活用についても基金活用

期鵠の経過後、自主財源化遺了間指す。

（平成26年度～平成30年度、その後自主財源イヒ）

その他特記事項





市町村推進プログラム

｜都道府県名 ｜大阪府

計画期間 平成27年4月1日～平成37年3月31日

－情報提供機能の強化・拡充（雑誌架等設置、スペース拡大工事、

照明器具等改修）を行った。

－研修設備機能の強化・拡充（可動式パーテーションによる研修

室分割、机、 AV機器等の設置）を行った。

－相談機能の強化・拡充（個室増設分割工事、各相談スペースで

の PC活用のための回線工事及び機器導入、チャイム設置、相

談カード保管用鍵付き保管庫を導入、ヘッドセット及びナンパ

ーディスプレイ機能電話を導入）を行った。

－啓発イベント用機材の強化（カラー印刷機等の設置、情報展示

平成 26年度末までに市町
ボードやテントを導入）を行った。

－地域ケープルTV等による CM放送や、公共交通機関でのポス
村プログラムに則して実施

ター掲示・車体ラッピング等によって、市民のセンター認知度
した活性化事業

を強化した。最寄り駅からの誘導機能の強化策として、電照看

板の設置、ポスター掲示などを行った。

－消費生活相談員の対応能力強化のため、研修参加を支援し、研

修会を開催した。

－食品表示安全分野を含む大規模講演会、講師派遣を行い、啓発

の取り組み強化を図った。

－地域等配布用の啓発グッズ、リーフレットの作成・配布、情報

冊子の提供を行うことで、地域啓発の取組みの拡充強化を行つ

た。

（平成21～26年度）

平成 21年度から、設備改善や機器の購入を行い、プライパシ

ーへの配慮、保安の確保、利便性の向上とともに消費生活セン

ターの相談機能・研修機能等の強化が図れた。

平成 21年度から、消費生活相談員の相談能力対応能力の強化

のため派遣研修参加等した。年々悪質商法は複雑化・巧妙化し

ており、また最近は相談件数が増加に転じたが、斡旋率は9～

総括・評価 11%程度を維持し、斡旋介入したものの解決率は 80%台とな

っている。

消費生活相談件数は一次減少したものの、平成 25年度は対前

年比で16.2%であり再び増加傾向にある。認知度強化策、誘導

機能強化策により、消費相談窓口の認知度が徐々に上昇してい

る。

平成 21年度から基金活用により著名な専門家による大規模講



演会や講師派遣が可能になり、受講人数が大輔拡増加。平成25

年度は基金補用による講盛参加者数が5,661入であった。これ

まで嬰心の薄かった層、啓発活動が行き惑いてない騒を取り込

んでの啓発活動が行えた。

＜致策目標1＞相談体轄の空岳地域の解消

平成21年度当拐で法上の摘費生活センタ…設置許み（昭和55

停iこ織設設建）

＜政策悶概2＞棺談体制の賞の向上

「地方消費者行設強化作i － 平成20年度当初の消費さ主話相談議の探遺額修参加は 1名のみ
戦Jへの対応 I であった。基金を活用した上で平成 26年度以緯も全員の研僚

消費者行政推進の方針

消費者行政推進の方針託期

して取り組む描策、

参加支援を行い、レベルアップを行う。

く政策目標s> r見守りネットワ…クjの構築

・ft存の地域での晃守り事業等を活用し、効率的北地域の見守る

力を高め、諸費者の安全・安心を匿っていく。

く平成27年度から平成29年度までの方針＞

消費生活センタ…の設爾等への更なる機能改器をし、住民周知

の強化を悶る。

議費生活相談体制｜の整備を図り、相談対応力の強記を密る。

栂談機能の強化や相談能力の均質化のため、相談員のレベルア

ップを因る。

若手権啓発や消費者の自立者支搬するための研修・講繍会を行

う。また、学校等の消費者数脊を支援する事業を行う。

悪質商法被害の防止を強花するたゐの濯域華客発の取組みを拡

充・強化する。中でも高齢者被害訪止には威容の見守り事業・

ネットワーク等の支援・連携も図っていく。

＜平成30年度以捧の方針＞

消費生活センタ…を維持する。周知1活動に関しては効率化を躍

る。
消費生活相談箆レベルアップ事業に関しては、基金活用期間経

過畿は自主財糠化を目指す。

撰費者教育及び啓発事業等については基金iこより事業の拡光

強記を行ってきた。基金浦用期間経過後は、既存事業に加えて

号iき続き重点的に行っていく取組みを精査していく。

消費生活センター設鑓の持強化を行う、中でも陣審者・高齢者

対応のための設備さと麓来的にJI襲次強化する。（平成 27～29年

度）

潜在需要を更に掘り組こすためPR事業吾、各種媒体によって

強化・拡充する。中でも、 PR未強化地域・分野への P茸事業

をJI襲次強北する。（平成27～29年度）

持談機能の強化やあっせん能力の向上のため、研修参恕支援の



継続安諮る。（平成27年麦～平成35年慶〉

消費生活繕議員の勤務B数の拡大等を行い、人的な体制整備在

る。（平成28年度～平成総長手度〉

教青機関等の消費者教曹を支援し、また務費生活に関する各種

講産等による啓発に散り組むことで、消費者教脊・帯発の機会

提供を拡充する。増加し続ける悪質街法被害の勝止を強化する

ための地域啓発の数組みを拡充・強化する。中でも高齢者按審

防止iこは既存の見守り事業・ネットワーク等の連携に努め、子ち

民の安心・安全を確保する（平成27～35年度）

その他特記事項





市町村推進プログラム

｜都道府県名 ｜大阪府 民2

計画期間 平成27年4月 1日～平成39年 3月31日

相談員個々が使用できるパソコンなどの情報機器並びに電話

通話録音機器を導入し、消費生活相談窓口の機能強化を図っ

た。（平成21年度～平成23年度）

． プライパシー保護を目的に相談カウンターを改修し、消費生活

相談窓口の機能強化を図った。

（平成21年度・平成25年度）

プロジェクターやマルチプロジェクションカメラ等を購入し、

消費者啓発事業の強化を図るとともに、講演会や出前講座を開

平成 26年度末までに市町
催し、身近な情報提供と被害の未然防止を図った。

（平成21年度～平成26年度）
村プログラムに則して実施 ． 消費者行政に対する評価・ニース守について現状把握をするた
した活性化事業

めに意識調査アンケートを実施した。（平成26年度）

消費生活相談員の消費者相談に関する研修参加を支援し、相談

員のレベルアッフ。を図った。

（平成21年度～平成26年度）

消費者被害防止のためにリーフレットや冊子等を作成・配布

し、啓発事業に努めた。（平成21年度～平成24年度）

． 消費生活相談窓口の周知徹底並びに消費者啓発のため、市内路

線パス車内においてアナウンス放送をはじめ啓発強化に努め

た。 （平成23年度～平成26年度）

行政専用ネットワーク回線とは独立したインターネット回線

に接続するパソコンを平成21年度に 6台導入し、消費生活相

談に関する情報収集やインターネットに関するトラブρルの事

象確認、等に活用。結果、消費生活相談の対応力の向上につなが

った。

相談カウンターの改修により、相談時のプライパシー保護が図

られ、消費生活センターの機能強化につながった。

総括・評価 平成22年度、 23年度には電子看板、マルチプロジェクション

カメラ、スクリーン、プラズマディスプレイ等を導入し、セン

ター開所時間中の啓発情報発信並びに啓発資料作成及び出前

講座に活用。結果、消費者啓発事業の強化につながった。

平成 26年度に実施した消費者行政に対する市民意識調査アン

ケートに基づき、今後の消費生活相談窓口並びに消費者啓発事

業の強化を図ってし可く。

平成 21年度から消費生活相談員の消費生活相談対応能力の強



「端会議費者行政強化作i
戦jへの対応

化のため、研修参却を支援している。結果、 5か年平均、総相

誤件数 2,231件、あっせん件数 300件、島っせん率 13.4ちもと

質の高い桔談を維持してい

指費者問題に対する解決カの向上ままかに相談窓口の局知徹底

を璽るため、パス車内アナウンスを爽擁。結果、センター名の

認知成向上につながった。

＜攻策関標1＞持談体制の空白地域の解消

昭和 48年 9）守よち諸費全活相談の対・J;C;を行い、昭和初年 6

月に活費生活センターを設寵した。

＜政策目標2＞絡談体制の憶の向上

詔和 56年 6}18持拡「茨木市消費生活センターjを公示。

昭和50年4月より潜費生活相談員を2人記重し、昭和54年4

月に 3入、昭和 5ti年4月に4入、平成 17年4月に5人に増

し、現夜に室る。

f茨木市消費生活センター消費生活コンサノレタント設置要織j

により、任用する相談員の資梼は、消費生活専問相談員又は揖

コンサルタントのいずれかとしている。平成 27年度 4

月時点で校職している相談員について詰全員、要鱗規定の資格

を有している。

平成 21年葉、括性化基金活黒当初より消費生活相談員の研修

参加事は 100%である。平成 28年震以持においても、

ンターや大阪府等が糞施する研諺への参加を穣機的に推

進し、 100慌の参加率を維持していく。

く攻策目標4＞稿費者教育の推進

平成 26年度より教育委員会、特に教膏センタ…と消費者教官

推進に関する勉強会を年1～3由実施している。平成 26年度

において詩文部科学省の措費者教育アドバイザーを招き、教育

委員会祖当者と基礎的記勉強会を実擁した。

開年震より地元工科高校への情報リテラシー・モラルに関する

講師探遣を開始。また平成 27都度、センタ…近接の市立中学

校の家庭科教諭と意見交換、消費者教育の視点を入れての授業

を試験的に擬施中。

平成 29都度以降において、消費者教青推進地壊協議会の立ち

上げ、 1際費者教育推進方針の策定を予定してい

＜政策鰐標5> r克守りネットワ｝クjの講築
27年度より福祉部門の f見守りネットワークJへの参奮

をにらみ、 f高齢者等見守り警報・子どもサポート情報提供フ

ローJを制定し、話祉部門及び子育て部門への晃呼号・サボ…

トi警報の提供を関弟。

29年度以降において、謡祉部門の りネットワークj

への参画をもって、同ネットワークの構築を予定している。



＜平成27年度から平成29年度までの方針＞

消費生活センター、多重債務相談窓口の機能を維持していく。

消費生活相談窓口としての相談対応力の維持・向上のため、消

費生活相談員の研修参加支援を継続するとともに、特定の専門

分野のエキスパートを育成し、相談体制の強化を図る。

消費者トラブノレ、悪質商法被害の未然・拡大防止のため、出前

講座等で活用する紙及び電子資料、映像メデ、イアの整備を図

る。

地元消費者団体と連携・協働した消費者教育・啓発体制を構築

する。

地域福祉ネットワークや地元警察署等と連携した消費生活相

談体制を構築する。

消費者行政推進の方針 将来的に茨木市消費者保護及び教育基本方針を策定するため

の基盤整備を図る。

＜平成30年度以降の方針＞

消費生活相談体制については、消費生活相談員の研修参加支援

を継続し、相談対応力の維持・向上に努める。

地元消費者団体と連携・協働した消費者教育・啓発体制を維

持・強化する。

地域福祉ネットワークや地元警察署等と連携した消費生活相

談体制の維持・強化する。

出前講座等の啓発事業については、市民アンケートによる効果

測定を行いながら、より効果的な取組に重点化する。

茨木市消費者保護及び教育基本方針に基づき、消費者教育の推

進を図る。

消費生活センタ一、多重債務相談窓口の機能を維持する。

市民アンケート実施により、施策の効果測定並ひ、にニーズ、把握

を行い、消費者行政の活性化を図る。

消費生活相談員の対応力向上のための研修参加の支援を継続

するとともに、特定の専門分野のエキスパートを育成するため

消費者行政推進の方針に則
の研修参加を支援する。

パス車内放送による消費者啓発により、センタ一周知並びに消
して取り組む施策、目標

費者力問題解決力の向上を図る。ただし、効果測定の結果によ

り、見直しとなる場合がある。

消費者教育に関するアンケートの実施により、現状又は進捗度

の把握を行い、消費者教育の推進を図る。

最新の教育啓発形態に対応するための資料や教材、機材等の整

備を行う。



その他特記事項

消費者被害未然・拡大防止のため、庁内を含め関係機関と連携

を密にして消費者行政に取り組む。



｜都道醜名 j大阪府

許額期間

平或 26年度末までに市町

村プログラムに則して

した活性北事業

総括・評髄

市町村推進プログラム

！市附名 ！八尾市

27年4月1日～平成30年3月31日

産業政策課内に消費生活相談窓口と併せて、多議室墳務相談窓口

した。また大抜弁護士会との連携を実施し、生活再建支

も含めた多議積務相談を受けている。

（平成21年度～平成26

消費生活特談員の消費者相談に関する研修参加老支援し、相談

員のレベルアップを翻った。

（平成21年度～平成26年度）

消費生活梧談窓口の機能強詑告と留るため、持議員錨々が使用で

きるパソコンなどの矯報機器を導入した。

（平成21年度～平成23年度）

訪問鍛売による悪質商法の被議防止等の啓発を強化するため、

農業政策課に啓発。・VD上映のためのインブオメーションヂィ

スプレイの設盤、出張講鹿の内容充実のためプロジェクタなど

の機器の導入などを計った。

（平成21年変～平成26年室）

平成21年4月iこ多重噴務相談窓口を設置し、大阪弁護士会と

の連壌を開始した。平成22伴6月に改正貸金業法が完全実態

となり、多議室憤務の相議件数自体は、平成20年慶 134件、平

成21年度225件、平成22年度 105件、平成23部変43件、

平成例年度 34件、平成25年度58件と改正法案施誌と比べ

減少しているが、弁護士会との連携を活用し弁護士に繋いだ相

談件数は、平成21年度48件、平成22年度29件、平成23年

変 12件、、平成24年度4件、平成25年度3件と、得数こそ少

ないものの多重イ責務格議および弁競士会との連携は窓口

として定着している。

議費生活相談員のスキノレアップにための消費者相談ι関する
誹諺参加等の支援を平成20年度においては3件実施していた

ところ、平成21年度は4件、以障平成25年度においては自

財源負強分と合わせて9件など、毎年着実に実擁している。

行教専用ネットワ…ク自緯とは独立したインターネット田線

に接続するパソコシを平成 21年度に l台、平成 23年度に 4

台導入し、務費生活相談に関する情報収集やインターネットに

覆するトラブルの事象確認等に活用し、諸費生活相談の対応力

の向上を留った。



「地方捕費者行政強詑持

戦jへの対応

浩費者行政推進の方針

産業政策課内にインフォメ…ションディスプレイを設議し、拐

議議日の開設時間中、啓発DVDや啓発構報を常持上映

に努めた。また、出張講座で活用するプロジェクタ等の機器を

導入し、ぞれまで紙媒体おみを活用していたところを、講座資

料や啓発DVDを投影・活態することによる講躍内容の充実を

図った。

く政策吾標1＞桔談体制わ空自地域の解消

ug和 50年 4Jヲ1日より消費生活相談の対F与を行い、平成 21

年9）ヲ1巨に消費生活センターを設寵したG

く故策目標2＞相談体制の質の向上

事成13年7月より消費生活雑談員を2名配蓋し、平成20年7

月より 3名に増員し、 る。

平成21年9）ヲ1自に rJ¥J義市消費生活センターJ｛£－公求。

r；＼.晃子持鴻費生活相談員iこ関する摂網Jにより、相談員ぬ借用

要件として、消襲生活専門相談員、消費生活アドバイザーの資

惑のいずれか合有するもの、または、それらの資格と同等の知

識・能力を有しているものとしている。平成27年3月時点で

在職している相談践については全員、消費生活専門相談員及び

消費生活アドバイザーの資格を有している。

泊費生活相談員の続務委主加率は、平成22・25伴度においては

66弘、平成23・24・26・27年度においては 100ちもである。平、

成 28&j三度以降においても悶民生活センターや大阪詩が実施す

る研修への参加を積梅的に雄選し、 100%の参加率金目指して

し、く。

＜政策問機5＞「見守りネットワ…クjの構築

消費者間体・企業・行政〈警察・館館所・庁内関係各課）

力目し、 寵する情報の共有及び検討を行うことを目的

とした会議体が長年活動している（平成27年度で54岳部た

め、そのネットワークを活用していく。

＜平或27年度から平成29年度までの方針＞

消費生活センタ一、多撞緯務担談窓口の機能者維持していく。

消費生活相談窓口としての輯談対F主力の維持・向上のため、消

費生活相談員の研諺差是加支援を継続していく。

・ 勝紫街法被害訪i上等の啓発のため、出張講座等で活用する資料

や機者等の整嬬を図る。

＜平或30年変以降の方針＞

基金を活用して整備した機能を活用し、惑繋商法被害防止等の

啓発事業合基金活用後も謎読して案擁していく。



語費者仔政推進の方針iこ則

して取り組む雄第、闘機

その他特記事項

を活用して整鑓した描饗生活センタ｝の情報機器等につ

いては、自主財源（平成立6年変より自主財源化）により維持・

更新等を行い、消費生活センターの？警報機能の維持を図る。

諸費生活相談員の対応力向上のため、誹｛霧装参加の支援の継続を

留る。

（平成27年療は基金を活用、平成28年度以降畠主財務、色〉

悪質調法被議訪止等の啓発事業者維持・強化するため、出張講

座や街螺啓発などで語尾するための資料や教材、機材等の盤競

つ。

（平成 27年度～平成 29年肢は基金を活弟、平成 30年度以降

自主三財掠化）



＼ 



｜都道府県名 j大蹄

計画期開

平成 26年度末までに前町

村プログラムに期して実態

した活性化事業

総務事評鶴

市開T村推進プ冨グラム

平成27年4j] 1日～平成30年3月31日

消費生活センター機能強化

消費生活センターの改修・移転に伴う 相談員用パソコン＊相

どの情報機器を導入した。

－啓発物品 ・PRチラシ8主製作用PCソフトの購入、

ンフレットの作成により、センタ…務発を罷った。

センタ一周知及び啓発のホ…ムページ整備友びアブヲ制作により、センタ

ー啓発の強化を図る。

｛平成21年変～平成26

消費生活相談員等レベルアップ

消費者相談に関する研修 ePIO・NET操作研修等の参加を支援し、相談員

のレベルアップ1f.:闘った。

（平成21年度～平成26年度）

教育・食品淡示・安全機能強化事業

啓発物品・パンフ作成、啓発用パンプスタンド購入設童、啓発譲渡用機材

の購入・啓発講座の需催により幣発強化を図ったo

（平成21年度～平成25年護）

－消費者の安心・安全篠係、

務発議康の開催には、 ・広報用牽関・

消費者行政及びセンターの周知・啓発強fとを留った。

嵐評被害防止のため、消費者と被災地の生産者と

開催する。

（平成26年度）

どそ活用し、

るイベントを

平成 21年 10Jlにセンターを南海泉生聖子！駅 1階に移転したことで、相談

者の利便性の向上を閤りました。これまで務発物品の配布や啓発講座開儀

開催会場でのセンター移事誌の跨知を量りました。

件数としては、平成21年度 872件、平成22年度812件、平成23

801件、平成24年度723件、平成25年度814件となっており、件数と

しまして法一定を推移しており、定着が図られています。

今後は、広報用車両による斑なるセンターの周知を必要と

す。

りま

相談員用パソコ より、穏談カードの作成、消費者相談に関する

情報収集やインターネットに関するトラブ‘ル(J)事象機認等に活用するこ

とで、相談者に対して迅速な対応が可能となり、結果、消費生活梧談員

の対ヰカの向上が訟られた。

喜子発用パンフレットスタンドは、市内の集客施設27か所に設重し、せざン



ター案内パンフレット、自主作成の啓発チラシや講座開催のチラシを設置

することで、消費啓発や啓発講座の案内を市内広域にできております。

啓発講座開催には、広報車両運行による周知、輪転機等でのチラシ・ポス

タ一作製、プロジェクタ一等の機器を使用しての講座の充実を図りまし

た。

消費生活相談員のスキルアップのための消費者相談に関する研修参加等の支援

を行いました。平成21年度8回、平成22年度27回、平成23年度31回、平

成 24年度 22回、平成 25年度6回実施しています。参加後は、相談員内で研

修内容を共有しており、複雑化する問題に対して相談対応の幅が広がっていま

す。

＜政策目標 1＞相談体制の空白地域の解消

平成4年5月 1日にセンターを設置し、平成21年 10月1日には南海泉

佐野駅前に移転しました。

＜政策目標2＞相談体制の質の向上

「泉佐野市消費生活相談員運営設置要綱」により、相談員の任用要件とし

て、消費生活専門相談員、消費生活コンサルタント、消費生活アド、パイザ

一資格のいずれかを有するものとしているので、在職している相談員につ

「地方消費者行政強化作 いては全員、いずれかの資格を有している。

戦Jへの対応 基金事業開始後、消費生活相談員の研修参加支援を行っているが参加率は100%

には至っていない。また、平成26年度は国民生活センターの東京研修に初めて

参加した。相談業務経験の少ない相談員もいることから、今後もより多くの研

修に参加できるよう積極的に推進してし、く。

＜政策目標5＞「見守りネットワーク」の構築

・高齢者や障害者など消費者として弱い立場の方の被害を未然に防ぐため、地

域の関係機関と連携を深め、「見守りネy トワーク」の構築を図る。

＜平成27年度から平成29年度までの方針＞

消費生活センターの機能を維持していく

消費生活相談員の対応力強化のため、研修参加支援を継続し、レベルアッ

プを図る。

． 悪質商法被害防止等の啓発のため、市内27か所に設置した啓発用ラック、

啓発講座や出前講座等で活用する資料や機材等を活用するとともに、広報

用車両の活用により、更なるセンタ一周知を図ってし、く。
消費者行政推進の方針

啓発に活用する物品や機材等の整備にあわせ、悪質商法被害防止、風評被

害防止等の啓発講座・イベントの開催を継続していくことで被害防止を図

っていく。

＜平成30年度以降の方針＞

消費生活相談体制については、交付金等活用期間経過後においても維持す

る。

講演会等の啓発事業については、より効果的な取組に重点化しつつ、交付



金等活用期間経過後も行う事業を精査してし、く。

． 消費生活センターの機能の維持

消費生活相談員の対応能力強化のため、研修参加支援の継続を図る。（平

消費者行政推進の方針に則 平成27年度～平成29年度）

して取り組む施策、目標 悪質商法等の被害の未然防止のための啓発事業を維持・強化するため、啓

発講座や街頭・店頭啓発で活用するための教材や機材の整備を行う。（平

成21年度～29年度）

消費者被害防止のため、庁内・関係機関との連携を深め、センターの存在

その他特記事項 を周知してし、く。





！都道詩集名 ｜大櫛

計画顛関

市町村推進プログラム

｜市町村名 ！笛田林市

平成27年4丹1B～平成40年3月31詰

・相談員のレベルアップを関るため、関民生活センター及び府が実

擁する研修への委主加を交接した。（平成21年度～平成26年度）

－消費者被害防止のため出前講監の実施や消費者啓発の強化を実施
平成 26年度末までに市町，

I した。（平成21年度～平成26年度）
村ブ口グラムに期して実施 l

I ・PIO羽おすの導入及び相談日数を遡3日から選5日に拡充し、消費
した活性化事業 I 

審 者相畿の充実を行った。（平成23年産～平成26年震）

総指・評鶴

－近欝町村（湾高軒・太子町・千早赤阪村〉と連携し、正壊で消費

者相談を実施した。（平成25年度～平成26年度〉

－平成 23年 8丹よち消費者諸説日数を瀧3日～溜 5Bに拡充した

ことにより、平成22年震の相談件数253件かち、平成23年産333

件、平成24年415件と増加した。また、平成25年護から近隣町

村と連携し広域的に実施したことにより、平成 25年度の件数は

555件とさらに増加したことから、地域の相談窓2として定着し

つつあると考える。

・平成21年から相談員ぬレベルアップのため研修への参加支様を行

った結果、斡捷件数が平成20年度 14件から平成25年55件と増

加したことで、対応力の向上につながっていることがわかる。

－出語講肢の実務や啓発グッズの配布等により相談窓口を関知する

ことで、相談件数の増加につながった。

く政策目標l＞詔談体制の空岱地域の解消

．昭和53年に消費者相談2窓口を設欝消み

く政策目標2＞朝談体制の費の向上

・平成23年度より PIO羽ETの導入及び相談話数を週3日から遡5

5に拡充し、センター化撰み。

・平成26年度当初は相談員 1名体制で、あったが、平成27年産より

週3自を2名体制にしている。

「地方諸費者行政強記作 1・消費生活専門語談員の資格保有率 100%。

戦jへの対応 I .相談良のレベルアップ細るため、引き続き研修への参加を支援
するとともに、罰修参加率 100%を目指す。

く政葉自標4＞消費者教育の推進

く政築自標5＞「見守りネットワーク」の構築

・相談員の銘ブトや情報交譲を持い、いざという時に関連部署との連

携が取りやすいような関係を作っている。



諸費者行政推進の方針

く平成27年度から平成29年震までの方針〉

．消費者相談窓の関所時爵の拡充。

－相談員の護用形態を自給制かも月給髄iこ故替するc

e相談員のレベJvアップを観る。
－議費者被審を訪止するため、指費者啓発を行う。

く王子成30年産以降の方針＞

－相談棒鋼については、平成29年までに整講した消費生活相談体制

を維持する0

・出前講座等の警発事業については、より効果的な取組み長撞点化

しつつ、継続して行う事業を充分に精査していく。

ー消費者相談開所自数（週5自〉の維持（平成23年度～平成35年

度、その後自主悶源化〉

・$域による靖費者相談の継続（平成25年度～平成35年震、その

後自主財顕化）

消費者行政推進の方針に期 I.相談員の雇用形態を自給制から月給輯へ改善・維持する。（平成

して取り組む施策、目標 I 21年度～平成35梓度、その後自主財諜化）

その他特記事現

・相談員のレベJvアッブのための研修参加支援を継続。（平成21年
渡～平成35部度、その後自主財源イヒ〉

－消費者害発に関する事業については可能な怒り実施を昌指す。（交

付金活用湾関終了後、自主財諒化）



｜都道府県名 ｜大櫛

計留期間

市町村撞進プログラム

｜市町村名 j寝屋j丹市

平成27年4月 1日～平成33年3月31 詞

・利用しやすい議費生活センターを目指し、焔設改修、施設機能及

び相談窓口機能の充実と相談窓口の市民への周知を図った。

成21年度～平成24年度〉

－複雑化・多様化する消費生話相談託、迅速かっ適切に対応できる

よう消費生活相談員の研修拳加をど支援し、レベルアツノゼ闘っ

平成26年度末までに市町j丸〈平成21年度～平成26
村プログラムに則して

擁した活性化事業

総括・評舗

－窃立した摺費者の育成を悶るため、様々な機会を和揺した諮費者

啓発に取り組むとともに、摘費生活講座、消費者カアップのため

の連続講座、

年度）

どを実施した。（平成 21年度～平成 26

・掲費者被害の米然防J1このため、一人暮ちし高齢者や小・中学生等

を対象とした消費者教育・啓発事業を実施した。（平成22年度～

平成26

・諸費生活センターをより気軽に利用できるよう、泊費生器報談ブ

｝スの設鑑会ど滑費生活センタ…擁設機能及び相談窓口機能の

拡充し、また、著薮の設霊や擁設業内パンフレットを作成・配布

することにより市民への罵知を盟った結果、関心が高まった。

＊相談件数平成24年疲 2,041倖・平成25年捜 2,296件

平成26年度 2,361件

帯損費生活相談員の研修容加を支援し、レベルアップ者諮ることに

より、海費生活持談業務に役立てることが

＊平成24年麓より、委主年度、消費生活相談員の（強）菌畏生活セ

ンタ…が実施する f専再・事担j講盛j研拶iこ、相談員全員が一

回参加。

• r描費生活砕発冊子J、f訪問販売お鱗りシ…／レjの作成・全戸配
布で構報提供の充実を図ることで、注意喚起を提すことができ

＊消費全話番発罷子平成22年度に全戸配布

＊訪問販売お断りシール平成 23年度・平成 25年度に全戸記

砧

・適切な情報が提併できるよう渚費生語講盤、消費者カアップのた

めの連続講座、出前講鹿などの事業に取り組むことで、各種消費

生活関題への関心が高まった。

＊連続講経平成23年度～平成25

者数 121 名延べ受講者数 819~

開｛議問数 25冨受講



＊出前講鹿平成24年度開窪田数 20・密受講者数 583名

平成25年震開催回数 27回受講者数 817名

平成26年度開鑑間数 21部受講者数 671名

・消費者被害の未然防止のため、一人暮らし高齢者に注意換謹を促

す通帳ケース、小・中学生等を対象に諮費生活に寵する小冊子を

配布することで、消費さ色、活に関する問題について、関心を高める

ことができ

＊平成24年度一人暮らし高齢者への通綬ケ…ス 約6,800

＊平成24年度市立中学校（1～3年生）の生徒約6,900

＊平成26年度市立小学校（4～6年生）の児童約6,800名

＜政策目標1＞相談体制の空岳地域の解諮

・昭和初年9月813に消費生活センターを開設した。

＜政葉呂諜2＞棺談捧制の質の向上

－被雑化・多様化する消費生活相談に、より適切に対応するため、

平成20年度より土曜日の関庁を実捕し、間待に消費生活指談員

安 3名から 4名に増員して、消費者行政の東なる推潜在匿って

いる0

・消費生活相談員については、 f寝室Jll市消費生活相談員iこ関する

要綱」により、全員有資務者であり、｛猿｝愚民生活センターが実

f地方措費者行政強化作i施する研修等に察知させることで、更なるレベルアップを爵る。
戦jへの対応 I .清費生活和談員の（独）留民生活センターが実施する f専門・事部

消費者行政推進の方針

講態J研館等については、相談換が一人最低一回捗加しているが、

今後これを維持する。

＜政策鴎標4＞消費者教育の推進

く政策爵諜5＞「見守りネットワークjの構築

• r見守りネットワークjの替築については、地域住括支譲センタ
と連携を取ることにより、より効果的な諮費者被害の未然防

止対策に敢り組b。

＜平成27年度から平成29年度までの方針＞

－消費生活センターをど自主財様化により、維持・管理する。

－接雑化・多諜化する潟費生活相談に対応できるよう、消費生活相

談員のスキルアップのため、確務参加の支援の継続を怒る。

－消費者教育・啓発事業iこ力を入れ、より効果的な消費者被害の来

然防止対策に殺り組む。



費者行政推進の方針

出して君主り組む施策、間

その他特記事項

＜平成30年度以降の方針＞

－消費生活センターを自主財濃化iこより、維持・管理する。

・消費生活相談員のスキルアップ窺諺の支援については、基金活周

期関の経過後、自主財源化を自指す。

・指費者教育・啓発事業については、より効果的金取組を考憲しな

がら、交付金活用期間経過後も実施する事業を靖査していく。

・消費生活センターを維持・菅理する。（平成21年度～平成24

度、その後自主財源fヒ済。今後も引き続き、センター

う。）

・議費生活栂談員の更なるスキルアップのため、琴Ff!諺参加の支援の

継続を留る。（平成21年度～平成29年度、その後患

・泊費者教育・啓発に重点的にカを入れ、より効果的な消費者被害

の未然崩止に取り組令。

＊啓発用資料・物品の作成・配布による消費者啓発の充実（平成

22年度～平成30年境、その後患主財韓｛ヒ）

＊小・中学生への学習小冊子の配;fj]による浪費者教育の充実（平

成 24年凌～平成32年度、その後指議財線化〉

＊パス車内広告の掲示による消費者啓発の充実（平成26

平成29

・消費者被害防止のため、庁内の連携f.：：.取り組む。





市町村推進プログラム

｜都道府県名 ｜大阪府 ｜河内長野市

計画期間 平成27年4月 1日～平成38年3月31日

消費生活相談機能整備事業として、相談ブースの改善、相談用

電話機及び周辺機器やセンター備品等の充実を図るとともに、

顧問弁護士契約により、相談対応力の向上を図った。併せて、

平成 26年度末までに市町
PR物品の配布やノ〈ス車内放送などによりセンターの周知にも

力を注いだ（H21～26)
村プログラムに則して実施

消費生活相談員の養成講座やレベルアップのための研修への
した活性化事業

参加を支援した。（H21～26)

悪質商法被害等の未然防止を目的に、各種啓発物品の配布を実

施した。（H21～26)

啓発用備品等の整備を図り、啓発の体制を整えた。（H21～26)

センター内のブースや備品が整ってきたことにより、相談環境

が改善され、業務がスムーズに行えるようになった。

センターの知名度を高めることに力を入れた結果、相談件数

（センタ一利用件数）が増加してきた。（H21…779件、 H22

総括・評価 ・・・799 f＜牛、 H23…830f牛、 H24…902f牛、 H25…1,049f＇牛）

顧問弁護士の活用や相談員レベルアップ研修への参加支援等

により、相談対応力の向上が見られる。

啓発事業では、参加者アンケート等での評価も高く、消費者力

の向上に貢献できている。

＜政策目標 l＞相談体制の空白地域の解消

H元年に消費生活センターを開設し、平日 10時～16時まで常

時相談受付可能な体制を維持している。

＜政策目標2＞相談体制の質の向上

「地方消費者行政強化作
H21年度まで、委託で、行っていた消費生活相談を、 H22年度か

らは、有資格者を市嘱託員として直接雇用し実施している。
戦」への対応

顧問弁護士や相談員レベルアップ研修等の活用により相談機

能の強化を図っている。

＜政策目標5＞「見守りネットワークJの構築

． これまでの各種ネットワークを活用した「見守りネットワー
クJの構築を目指している。

＜平成27年度から平成29年度までの方針＞

消費生活相談窓口としての相談対応力の維持・向上。

消費者行政推進の方針 消費生活センターのさらなる機能強化を目的に、備品等を整備

する。

消費生活相談体制事業として、消費生活相談員の総勤務日数を



拡大する。

悪賓蔀法被害防止、消費者問題解決カアッ 関的に、各種

啓発活動を行うとともに資料や物品、機材等の整嬬を図る。

龍の毘体との連携を探め、消費者教育の充実を摺る。

啓発講産委託やイベントへの出展を通じて啓発の曜を京げる。

＜平成30年度以鋒の方針＞

平成 29年度までに実接する事業を基に、可能な聞は、

充分効果的に活用し、諸費生活栂談機能整錆・強化、

のレベルアップ、消費者問題解決力の強化等に努める。

基金活鰐期間が経過した後は交付金等を有効に活用し、さらに

交付金等活罵期間経過後においても、行う事業を糖査してい

く。

消費生活相談窓口としての梧談対応力の維持・向上のため、諮

費生活相談員の研務参加支援等を継続する。（H27～H28)

さらに深い知織、経験を兼ね構えたエキスパート相談員の養成

を匡指す。（H29～37)

額損弁護士の活用を継続する（H27～28)
さらに高レベル部分への対応力の修得を自指し、重要爵弁護士を

効巣的に活用していく。（技29～37)

消費生活センターの機議強化者践的に、基本的な備品等を麓儲

するの（H27～28)
消費生活センターの機動力向上を話的に、センタ…備品等を整

錯する。（百29～33)

f際費者行政推進の方針に賠i. 諸費生活相談体制事灘として、 PIO-NETへの入力期需の短縮

して取り組む施策、目標 ！ 等に取組むため、消費生活相談員の総勤務お数者主主大する。

その｛也特記事項

(H28～36) 

悪質商法被議防止等合設的iこ、各種啓発活動を行うとともに資

料や物品、機材等の整講を留る。（H27～28)

消費者間期解決カアップを霞的に、各謹啓発活動を行うととも

に資料や物品、機材等の整備を殴る。（註29～37)

小中学校との連携を深め、義務教予普段i替における議費者教青の

る。（H27～35)

怖の団体との連携を探め、いろいろな世代を対象とした消費者

教育の充実を図る。〈設29～37)
啓発講座委託やイベントへの出援を通じて啓発のI踏を広げる。

(H27～35) 



i都道陣名 ｜大阪蔚

計調期間

平成26年度末までに市町

村プ口グラムに射して実

施した活性化事議

総話・評価

市町村推進プログラム

｜市町村名 j松原市

平成27年4月1日～平成40年3月31日

産業振興課新管事業として、弁護士による無料多重債務相談

会を開穫した。｛年間6回謹度〉

〈平成25年度～平成26

構費生活相談員の鴇費者組誤に関する研諺参加を支機し、語

談員のレベルアップを関った。

（平成21年産～平成26年度）

描費生活相談森口の機龍強化を悶るため、 i昏犯ブザー

や柾挺品語録撮影用のー穣レフカメラの購入、富守番意義話装

置導入を行ったほか、パンアレットラックを増やし諸費者啓

発の紙媒体の配布などを仔った。

（平成21年度～平成23年度）

訪問販売による諜質商法の被饗防止等の啓発を強化するた

め、マイク機能討きの車両を購入し、被議事防止アナウンスを

流しながら市内の巡臨む努めた。

出張講康の内容充実のためプロジェクター・スクリーンなど

の機器の導入などを行った。

｛平成23年度～平成25年度）

平成 25年 4月よち弁機士による多重債務相談会長開催して

いる。平成25度 15性、平成26年度24件（3月米現在〉と、

数は少ないものの多麓｛責務相談窓口として庁内で認識され、

している。

議費生活相談員のスキルアッアのための消費者相談に関する

研諺参加等の支援について、参加回数寄大福に増やした。

・ 市政出錦護産で活用する外部持ち出し用パソコン・スクリ…

ン・ブ口ジェクタ…・ワイヤレスマイク等の機器を導入し、

それまで紙媒体のみを活用していたところを、講座資料や啓

発 DVDを投影・活用することによる講庄内容の先療を図っ

た。

市畏向けに配布していた消費啓発矯報誌 fくらしの豆知識j

を増謡ljし、配布箇所についても市庁舎のみならず市内閣欝鰭

8館に協力在停ぎ、カウンターでの記布を行うこと記寄って

広く間知した。



「地方消費者行政強化作

戦」への対応

消費者行政推進の方針

く政策目標1＞相談体制の空白地域の解消

平成4年4月1日に松原市消費生活センターを設置した。

＜政策目標2＞相談体制の質の向上

平成4年4月1日に「松原市消費生活相談コーナー」を公示。

「松原市消費生活相談員設置及び消費生活相談処理要綱」に

より、相談員の任用要件として、消費生活専門相談員、消費

生活アドバイザーの資格のいずれかを有するもの、または、

消費生活コンサルタント養成講座を終了したもの、それらの

資格と同等の知識・能力を有しているものとしている。

平成 26年 4月時点で在職している相談員については全員、

消費生活専門相談員または消費生活アドバイザーの資格を有

している。

消費生活相談員の研修参加率は、平成 26年度現在 100%で

ある。平成 27年度以降においても国民生活センターや大阪

府が実施する研修への参加を積極的に推進し、引き続き

100%の参加率を目指していく。

く政策目標4＞消費者教育の推進

く政策目標5＞「見守りネットワークIの構築

悪質な勧誘電話からの消費被害防止を図ることを目的に、市内

希望世帯に通話録音装置を配置する事業を行い、申請世帯に対し

て自宅訪問による聞き取り調査を行ない、設置前後の悪質勧誘電

話件数の増滅状況等、市内における悪質勧誘電話の地域や傾向を

把握し、より高度な未然防止策検討につなげるほか、定期訪問によ

る見守り活動を継続することで、地域と行政の見守りネットワー

クを構築する。

く平成27年度から平成29年度までの方針＞

消費生活相談コーナーの窓口機能を維持していく。また、相

談体制の強化を推進する。

弁護士による多重債務相談会の開催を継続していく。

消費生活相談窓口としての相談対応力の維持・向上のため、

消費生活相談員の研修参加支援を継続していく。

悪質商法被害防止等の啓発のため、出張講座等で活用する資

料や機材等の整備を図る。

く平成30年度以降の方針＞

基金を活用して整備した機能を活用し、悪質商法被害防止等

の啓発事業を基金活用後も継続して実施していく



消費者行政推進の方針に

基金を活用して整犠した消費生話相談コーナーの博報磯器等

については、自主欝諜〈平成27年度よち自主鰐澱化）により

維持・更新等を行い、消費生活センターの構報機能の維持

る。

謡談体制の整備を留り、市民サーゼスジ〉舟上に努め...,0 

（平成27年度～平成39年度

消費生活梧談員の対応力向上のため、研修養参加の支援の継続

を関る。（平成27年度～平成39年震

糠生〉

その後患

期して取り組む施策、自標i－ 課質商法被審防止等の務発事業を綾持・強イじするため、出張
講filや街頭害発などで活用するための資料や教材、援拐等の

整｛麓を行う。

の｛農特記事項

（平成27年度～平成39年謀、その後自主爵源化）

基金活用期酪経過後も消費生活題談こ3…ナー窓口の磯能、悪

繋語法防止等の害発事業について、維持・継続していく。

消費生活相談窓口としての相談対応力の維持・向上のためも

消費生活招談員の研修参加支援を継続していく。





｜都灘府県名 j大櫛

針麗期間

平成 26都渡米までに市町

村プログラムに則して実擁

した活性化事業

総括・評錨

市町村推進プログラム

｜市町村名 ！大東市

平成27年4月 1詞～平成40年3月31日

諸費生活センターへと名称変更（平成21年度）

消費生活相談員の対応能力強化のため、研修参加を支援し

（平成21年震～平成26年疫）

専門的な相談にも対応できる捧税を整備した。

｛平成21年度～平成26 

務発活動、消費者講服、出前講躍を通じて、市畏の消費者問題

に対する意識を高める。（平成21年度～平成26 

消費生活語談員の処潜改善のため、日額の報酬をど1,00 0円増

額した。（平成23年度～平成25年度）

消費生活相談員の人的体制強化のため日額究組費を支給する。

（平成23年度～平成26年慶〉

平成23年撲に消費生活相談員の処退改善のため、自額報酬を

1,0 0 O円増額したが、平成26年度に相談員を非常勤職員と

した麗用形態とした。

2 1年震からの消費生活相談員の相談対応能力の強化の

め、研修参加を支護や弁護士等の活用により、あっせん等の

被雑な相談にもスムーズiこ対応ができ、対応能力が向上した。

平成21年度から実施している啓発議震や出前講肢が地域に

護透し、高齢者団体を中心に開催の要望が増加してきている。

＜政策程標l＞相談体艇の空白地域の解稽

平成2工学設から瀦費生活センター

く政策目標2＞相談体舗の質の向上

消費生活相談員の処遇を超人委託興約から非常勤職員とし

安定躍用することで遺5告の持議体制を維持する。

消費魚沼相談員のレベルアップ研諺として、冨民生活センタ…

の研務委主加率100%を継続する。

f地方消 政強化作1・ 消費全話相談員の雇用条件の向上を困る。
戦jへの対応 消費者教育を通じて、

在確立する。

の消費者意識を高める取組や事業

く政策目標s> r見守りネットワークjの構築
消費者被害を抑制するため、大東事務狸委員会との瀧携を強化

する。



＜平成27年度から平成29年度までの方針＞

消費生活センターを維持する。

消費生活相談窓口の相談体制を維持・強化するため、消費生活

相談員を安定雇用し、研修参加の継続や弁護士等の活用により

消費生活相談員のレベルアップを図る。

消費者教育に重点的に力を入れ、市民の消費者力を高め、より

消費者行政推進の方針 効果的な消費者被害未然防止事業等を実施し、地域内ネットワ

ーク構築を支援する。

＜平成30年度以降の方針＞

消費生活相談体制については、基金活用期間経過後においても

現体制を維持する。

出前講座や啓発講座等の啓発事業については、より効果的な取

組に重点化しつつ、交付金等活用期間経過後も行う事業を精査

していく

消費生活相談員の強化のため、現相談体制を維持するととも

に、弁護士等の活用により専門的な消費生活相談への対応能力

の向上を図る。（平成21年度～平成29年度）

消費生活相談員の対応能力強化のため、研修参加の支援の継続

を図る。（平成21年～平成29年度）

消費者行政推進の方針に則 平成23年度に消費生活相談員の処遇改善とし行った日額交

して取り組む施策、目標 通費の支給を維持する。（平成21年～平成29年度）

消費生活センターが地域の人材育成の拠点となり、地域の消費

生活問題への対応能力向上のため、地域ネットワークを構築し

活動、推進をする。（平成28年～平成36年度）

平成28年度より消費生活相談員の月額報酬を 16'00 0円

引き上げる。（平成28年度～平成34年）

消費者被害を未然に防止するため、庁内の関係部暑と連携する

その他特記事項 体制を整備する。



事前村擁進プログラム

｜都道府県名 j大阪府

計調期間

26年震末までに市町

村ブ口グラムに射して実施

した活性北事業

総括・評価

｜市町村名 i和泉市

平成27年4丹1日～平成40年3月31自

・消費生活センタ…を開設し、常設の相談態口を設蓋した。

（平成22

・PIO-NETの導入や諸費生誌に関する各種専門書の拡売など

を図り、相談業務に不可欠な環境整識と体制を構築した。

（平成22年度～平成26年度）

－擁費者著書発を撞進するため、出前講監の擦に使足するブ口ジェク

タ一等一式を購入。また、市内4ヶ所 (JR北信太襲記事 JR信太

山駅.J R和泉索中駅・泉北高速鉄道和泉中央駅）の駅に看板を

設置し、消費相談の控環及びセンター業務の周知後悶った。

（平成23年度）

・市民の消費者問鶴への対応力強化のた路、務発パンフレット等を

軍布することによって消費者問題への意識を高め、被害を未然に

跨止する務発活動をき長施した。

（平成22キ度～平成26年度）

－市民対象の欝議会の実施や自治会・いきいきサロンをはじめ各小

中学校や大学にも出向き出前講主義をおとなうことによって、高齢

者の被擦の未然防止や消費者問題への意識向上に努めた。（平成

22年度～平成26年度）

‘平成22年4月より相談員の勤務日数を遇4日へ主主大ずることによ

り詔談員を常時複数名配蹴し、また椙談時間i之島いても午前 10 

時～午後4持から、午前9時～午後5時15分へと拡大した。

－市内4ヶ訴の各訟に者較の設置や、市広報赫への相談事例と対怒

法の掲載および出前講産の実施等の市民向けの広報活動を行うこ

とで消費相談の雄奨及びセンター業務の周知を図った。

－上記事業の効果もあり、相談斡数が平成 21年度の 908件から、

平成25年疫の 1293件へと増加につながったと考えられる。

－消襲生活詔談員の相談対応能力の強化のために、各種研諺会への

委参加と専丹蓄等の拡充を図り、また消費生活相談体制の強化によ

り、平成25年震における助設やあっせん等による救済金額の総額

が82,349千円となっ

－出前講座の際に使用するプロジェクタ一等一式を購入し、資料や

害発DVD等を投影・活用することによち議議内饗の充実を図り、

平或21年度のお間参加者540名から、平成25年疫には27匝参

加者3,160名と饗突に増加している。



「地方議 政強化作

戦jへの対蕗

港費者行政推進の方針

〈政策目標1＞相談体制の型店地域の解消

・~成 8 年より消費生活掛談の対F容を行い、平成 22 年 4 月に消費生

活センターを設置済み。

く設業目標2＞組談体制の質の向上

・消妻生活センタ…について、 4名体制にで梼談対露を実擁する。

・消費生活持談銭｛みなし合格者含む）在溺切に配置する。

．・消費生活相談員の研諺参加については、今後も業務に必要な研務

会等の参加を積極的に誰進する。

く政環目標5＞「見守りネットワーク iの構築

－関保部器及び関係機関と連携した翻JJIJ見守りネットワークの強化

そを推進する。

・特に f和泉子言語費者被審防止文様事業実施要綱j く関祭器

－関孫接関との連携者強化し、高齢・障がい・兇輩（生徒〉に

対する消費者被審的早期発蒐・早期解決を目指した敢組みを推進

する。

く平成27年度から平成29年産までむ方針〉

・現行の消費生活センターの相談体制を維持する。

－消費生話相談懇口としての相談対応力の向上のため、品要な研惨

等の参加を議進する。

－ライフステージに応じた消饗生活者を送ることのできるよう

教育を推進する。

. r和泉市消費者被害防止支援事業実擁要調jに基づく効果的な消費

者被害未然防止事業等を諜路し、完守ちネットワーク構築を推進

ずる。

く平成30年度以降の方針〉

－消費生活センタ…の機能を継続する。

－消費生話相談践の続諺参加等より継続して質の向上に努める。

－ライフステ…ジにpr;じた諮費生活を送ることのできるよう関様部

署や関保機関と連携して消費者教育者推進する。

. r和泉市消費者被害防止支援事業業擁饗議jに基づく効果的な消費
者綾審米熱訪止事業等を実施し、

する。

りネットワーク構築を誰進

ぺ消費者教育誰進地域協議会j及が「消費者安全確保地域協議会j

の役鶴を勘案して、上記の敢組みを進める。

－消費生活相談員が必要な研務見参加できるように究機を実施する。

－ライフステージに応じた消費者教育を講諜会や識躍などを通じて

消費者行政推進の方針に設立 i実擁する。また、児盤・生徒などに対して学校教育と連携した取

して敢り組む施策、問機 I 謹みやその銭関銘部署・関係機関と連携した諸費者教育を実施す

る。

. r和泉市構費審被害i訪止支援事業実施療綱Jによる関係部署・関鋒



その他特記事現

機関との連携強化を密るため、より効果的かつ効率的な会議運営

を実施し、消費者被害防止の取結みを誰進する。

－社会福祉協議会や地域飽括支援センタ一、 cSWなどが構築して
いる見守りネットワ…クと連動した揖費者援饗隣止のネットワー

クを強化する。

－消費生活センタ…の条例制定を機に、改めて消費生活センターの

周知を行う。





！都道府県名 j大阪詩

針画期間

市町村推進プログラム

｜市町村名 ！箕面市

平成27年4j] 1日～平成38年 3月31日

－わかりやすく雑談しやすい相談窓口合整備するため、センタ

の改修を行うとともに〈平成21年度）、ゼンターの機龍強化の

ために必擦な物品を購入した。〈平成21年度～平成26年度）

－穣雑多機イじする相談に対応するため、相談員を国や府で実施す

る研鯵へ派遣することにより、格議員のスキノレアップを図った。

平成26年度末までに市首rI ｛平成21年度～平成26年度）
村プログラムに則して実 I.高齢者の悪費商法被害の防止や若者に対するマルチ際法、ネッ

錯した活性記事業 I ト際法被害の跨止金主北際的とした消費者への啓発事業を強記

総括 e評鵠

した。また、啓発資料などの作成により、その飽消費者被害の

防止を図った。（平成21年度～平成26年度）

’食と放射能に関する問題の全霞的な広がりに伴い、給食で使用

する金材iこ対して、市として独自の検驚

度～平成26

た。（平成24年

－年間結談持数は平成25年度は 924件で、平成26年度は999件

と増加横向にあり、市民のかたiこ相談議口として定着している0

・消費生活相談員の研諺参加支接によるスキノレアップにより、持

談員の助言やあっせんによる解決率は約95覧を維持している。

＜政策目標1＞相談体制の空岳地域の解語

議費生活センターを設蹴摘である。

＜政葉自撰2＞梧設体議IIの皆の向上

－接雑多様イとする招談iこ対応するため、相談員が留民生活セン

ターの研i援を受けやすい環境を整備し、平成26年度以韓の桔

f地方講費者行教強化作i 談員の研修参加率者 100誌とする。

戦Jへの対応 I －平成28年度には、センターを市役摂内ι移転させ、市民相談

描費者行政推進の方針

担当やその他関係部局との連携を容易にすることで、相談機

能の強化者図る。

＜政策議撰s> r晃守りネットワ…ク lの構築

投金福祉協議会のもつ既脊のネットワークを活用し、連携の

り方を検討する。

く平成27年度から平成29年度までの方針＞

複雑、多様化する特談に対応するため、 を聞や府で実

撞する研修へ派遺することにより、指談員のスキルアップを

亙る。

増加しつつある口関連の消費者相談に対芯するため、専門家

を活態した持談員向け研修会を実施して対広力向上を密る

（平成27年度開蛤務）。



・ 高齢者の悪質藷法被害の防止や若者に対するマルチ議法、ネ

ット寵法被害の防止を主に問的とした泊費者への啓発事業者

強化する。～また、啓発資料などの作成によ号、その他消費者

被害の防止を悶る。

食と放射能に関する嬰題の全関的な広がりに伴い、給食で使

用する食粧に対して、市として独自の検査銃を行う。

＜平成30年度以降の方針＞

相談員の解決カ！向上会関りながら、基金をj活用して韓議した

機能を活用し、悪質商法被害防止等の啓発事業会継続してい

く。

・消費全活センターを維持する。

－消費生活相談窓口としての対応力向上のため、消費生1話相談員
の経験年数に応じた研諺に参加させ、スキノレアップによる解決

力向上金額る。〈平成33年度まで）

・高齢者や若者に対する悪質商法など被犠防止のための啓発議鹿
消費者行政推進の方針に i

の実誌や広報の強化。（平成29年以降旗次期間終了〉
則して取り組む描策、際標

その他特記事項

・学校給金の食材について、全国に流通している食品等は、生産・

出祷サイドによる放射性物震の挨査に加え、都道府県のダブノレ

チコエツクも実施されているが、自らも放射性物質のチェックを

実施することで、受なる安心安全の体制を構築する。（平成32

都度まで）



｜都道府果名 ｜大阪府

計画期開

平成 26年度末までに市町

討ブ口グラムに期して実施

した活性化事業

総括・評額

市町村推進プログラム

j前町村名 i絵原市

平成27年4月1日～平成初年3月31日

消費者被響傍止のための f害発カレンダーJを持戒し、市内の

全戸に配布した。〈平成23年度・ 25年度）

らしに役立つ梢広い分野の知識・構報をわかりやすくまとめ

たハンドブック「くらしの立知識」を活用し、市内の全戸に記

布した。（平成24年度）

解約が難しくなる成人になったということを自覚してもらう

ために新成人啓発冊子として、平成23・25年度については、

らしに役立つ縞広い分野の知識・情報告わかりやすくまとめ

たハンドブック fくらしの豆知識jを活用し、成人式で記布し

た。また、平成24年壌については、 fわが家の消費生活安心ガ

イドj 者作成し、成人式で配者した。

特に被響に遭いやすい高齢者受対象に、吉本興業の芸人さんた

が、笑いの中に啓発内容者組み込んでいただき悪諒務法への

注意を提し、押し買いや、当選商法などの悪徳蕗法の被害を出

来る限りタなく、また迅速な詔談につなぐ為に、多数の高齢者

が集う、高齢者福社大会第二部として諸費生活啓発講議会（平

成25年度・ 26年度）を実施した。

「啓発カレンダ…J、「くらしの豆知識J、「わが家の鏑費生活安

心ガイドjを配布することにより、諸費生活相談窓口の存在ぞと

全市設に知ってもらうことがで脅た。また、被欝に遭う前の

期の相談に結び付いたこと。事事発冊子の内容が、異体的内容ま

で鵠み込んでいたため、相談することができた。との持をいた

だいた。

吉本興業の芸人さん速にご出演いただき、笑いの中に啓発内君主

を組み込んでいただき悪徳寵法への詮意を促し、持し買いや、

選商法などの悪徳謁法の被穫を出来る限り食い止めるため

に、高齢者福祉大会の第ニ部として鴇費生活講漬会を実施し

た。実施後に講漬会に参加した方からの相談につながった事例

があった。また、捜泊者として誌、高齢者に対する警発の方法

としてとても有効で、多数（約800名〉の方に講演会も叢んで

いただき、十分な啓発が出来たと感じております

く鼓策目標1＞相談体制の空白地域の解謂

f地方消費者行設強化作 l － 昭事Il48年より月 1密半日のみの体縦
戦jへの対応 I 埼玉子成 14年度に有資務者を任用して丹 3屈の棋談体制

功平成 16年震から都週1回の諮談体制となり



消費者行政推進の方針

消費者行政推進の方針に則

して取り組む施策、目標

その他特記事項

＝今平成 19年度からは週1回（月 5回）にとなり現在の相談窓

口体制に至る。

く政策目標2＞相談体制の質の向上

－消費生活相談員の研修参加は、自主財源により年 3回程度、国民

生活センターや大阪府、関西消費者協会が主催する研修などにも

参加している。平成27年度以降においても国民生活センターや大

阪府が実施する研修などへの参加を積極的に推進し、レベルアッ

プを図っていく。

く政策目標5＞「見守りネットワーク」の構築

－ネットワークの構築に係る具体的な政策はまだない。

く平成27年度から平成29年度までの方針＞

相談窓口については、消費生活センター化を視野に相談日数を

増やす方針であるが、必要に応じて見直す予定。

地域の身近な窓口である消費生活相談窓口として、消費相談窓

口体制を維持・強化するため、消費生活相談員に研修等参加し

ていただき、レベルアップを図る。

悪質商法の被害防止等の啓発のため、出前講座等で活用する

資料や機材等の整備を図る。

く平成 30年度以降の方針＞

相談窓口については、消費者センター化を目指し、相談窓口を

充実する方針であるが、必要に応じて見直す予定。

消費生活相談体制については、基金活用期間を経過した事業か

ら順次自主財源化を目指す。

出前講座等の啓発事業については、より効果的な取組に重点化

しつつ、基金活用期間経過後も行う事業を精査していく。

相談窓口については日数を増やし、充実した内容の維持を図る

解約が難しくなる成人になったということを自覚してもらう

ために、新成人啓発冊子を作成し、成人式で配布する。（平成

23年度～平成31年度、その後自主財源化）

被害に遭いやすい高齢者を対象に、高齢者福祉大会第二部とし

て消費生活啓発講演会を実施する。（平成25年度～平成 33年

度、その後自主財源化）

消費者被害防止のため、庁内の連携を密にして、全庁あげて

対応する



市町村推進プログラム

｜都道府県名 ｜大阪府 ｜羽曳野市

計画期間 平成27年4月1日～平成36年3月31日

－消費生活相談窓口の強化のため、専用の相談室を確保し、相談業

務の環境を整備するとともに週4日の消費生活相談窓口を設置し

た（平成24年度）

平成 26年度末までに市町 －消費生活相談員の対応力強化のため、消費者相談に関する研修参

村プログラムに則して実施 加を支援した。（平成21年度～平成26年度）

した活性化事業 －高齢者や若者を狙う悪質商法の被害防止等の啓発を強化するため

資料や物品を作成し、啓発及び相談窓口周知を行い、老人会等で

出前講座を行ったa （平成21年度～平成26年度）

－消費生活相談窓口の開設日数を平成22年4月に週3回、平成24

年4月には週4日に拡大し、消費者行政の充実強化が図られた。

・消費生活相談員のスキノレアップ研修参加等の支援を平成21年度以

総括・評価
降実施した結果、消費生活相談対応の幅が広がり、相談処理能力

も向上した。

－相談員専用のパソコンを平成21年度に 1台導入し、消費生活相談

に関する情報収集やインターネットに関するトラブノレの事象確認

等に活用し、消費生活相談の対応力の向上を図った。

＜政策目標1＞相談体制の空白地域の鰹消

－平成13年4月1日より専門相談員による消費生活相談の対応を行

い、平成24年4月 1日に消費生活センターを設置した。

＜政策目標2＞相談体制の質の向上

－平成25年 10月より消費生活相談員を 1名増員し、現在に至る。

－平成24年4月 1日に「羽曳野市消費生活センター」を公示。

・「羽曳野市消費生活センター設置要綱」により、相談員の任用要件

として、消費生活専門相談員、消費生活コンサノレタント、消費生

「地方消費者行政強化作 活アドバイザーの資格のいずれかを有するもの、または、それら

戦」への対応 の資格と同等の知識・能力を有しているものとしている。平成26

年4月時点、で在職している相談員については全員、消費生活専門

相談員の資格を有している。

－消費生活相談員の研修参加支援も平成21年度以降実施しており、

平成27年度以降においても国民生活センターや大阪府が実施す

る研修への参加を積極的に推進していく。

－平成27年4月1日より、水・木曜日の相談時間を 1時間拡大。

＜政策目標4＞消費者教育の推進



消費者行政推講の方針

＜政禁問標5> r見守ちネットワ…クjの構築
e高齢者の縞費者被害未然防止、被議事拡大を跨ぐため、関保機関と

連携を図り見守りネットワークの構築会話指す。

＜平成27年度から平成29年度までの方針＞

．消費生活センターの機言語を維持する。

－地域の身近な窓口である消費生活相談窓口として、相談体誕の維

持ー持談対応力向上のため、消費生活相談員の研務委参加支援を継

続する。

，懇繋醸法被害防止等の啓発のため、より効果的な瀦費者被害未然

を実施する。

＜平成30年度以降の方針＞

・消費生活センター機慈の維持を関る。

・より良い報談枠制づくりの検討およか消費生活相談員の研修参加

支援の継続実施さと目指す。

－交付金を活用して轍備した機能を活用し、悪繋寵法被害跨止等の

害発事業を交付金活用後も継続して実擁していく。

金交付金を活用して整備した諮費生活センターの情報機器等につい

ては、交付金活用期館経過後も箔費生活センタ…の情報機能の経

． 持を臨る。
撰費者千子政推進の方針に則 l -

I .消費生活弱譲員の対応力向上のため、研修参加の支援の継続を認
して取り組む施策、目標 . 

その能特記事項

る。

・悪質鵡法被害紡止等の啓発事業安維持・強化するため、

などでf活用するための資料や教材等の繋錆を持う。



｜都道府県名 ｜大阪府

計画期間

平成 26年度末までに市町

村プログラムに則して実施

した活性化事業

総括・評価

「地方消費者行政強化作

戦Jへの対応

市町村推進プログラム

｜市町村名 ｜門真市

平成27年4月1日～平成36年3月31日

消費生活相談機能整備・機能強化事業（平成22年度～平成 26

年度）

①相談スペースの拡張に対応するための机椅子等の整備（平成

23年度）

②啓発講座を行うため、情報機器等を整備（平成 22年度～平

成23年度）

③啓発物品を通じたセンターの周知活動（平成23年度）

④弁護士との顧問契約（平成22年度～平成26年度）

⑤消費生活相談員等レベルアップ事業（平成22年度～平成26

年度）

地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（平成

22年度～平成26年度）

⑥全戸配布による啓発物品の配布（平成23年度～平成24年度）

⑦啓発漫才等の事業を実施（平成23年度～平成26年度）

① 2人の相談員が2つの相談スペースを使用できるため、相談件

数の増加にも対応できている。

②出前講座で映像を流すことが容易になり、マイク等も利用でき

る環境が整った。

③啓発物品によりセンターを知り被害の軽減が図れた。

④相談員が常に法的なアドバイスをもらえることで、相談に対す

る不安を軽減することができている。

⑤基金の活用により、専門研修についても毎年全相談員に参加さ

せる機会ができた。

⑥啓発物品により注意喚起され被害の軽減が図れた。

⑦市民が集まるイベントや会議の場で周知啓発を図ることがで

きた。

＜政策目標1＞相談体制の空白地域の解消

昭和 52年5月より「消費生活相談コーナー」を開設し、平成 22

年4月に「消費生活相談コーナーJから「消費生活センター」に変

更し相談体制を整備している。

＜政策目標2＞相談体制の質の向上一

平成21年9月に「門真市消費生活センター」を公示

消費生活相談業務の開始時より 2名の消費生活相談員を配置

していたが、平成27年度に相談員を l名追加し、平成27年度

末時点で3名を配置し業務を実施している。



平成 27年度末詩点の全ての相談議は、不当景品類及び不

示勝止法等の一部を改正する等の法葎の一部の施行に伴う経

過措置に関する内閣府令第2条に規定する基準を満たしてい

る。

消費生活相談員の研務委参加率については、平成 22年度以降器

民生活センターの近畿地区研穆あるいは専門研修、又は大阪蹄

が金闘する諮費生活相談員向けの研修に金相談員が参加して

おり、研修参加率法 100%である。

く政策目諜4＞泊費者教育の推進

（本市は対象外〉

く設案国標5＞「見守りネットワークjの構築

消費者安全確保地域協議会の設立について諌査研究を実擁する。

く平成27年度から平成29年産までの方針〉

諮費生活センターの磯楠の維持

・平或27年度末の桔議体制を維持
消費生活相談員の研修参揺支接の維持

未成年から高齢者まで各々の対象にあわせた啓発物品等を活

舟した消費者帯発の実施

消費者被諜米然防止のため、警察を始め民生委員児童量委員会、

地域信揺支援センター、社会話社協議会などの犠祉関保団体と

地域の見守りについて、連携強化を留る。

議饗者安全確保地域協議会の設立について調査研究

消費者行致推進の方針 く平成30年産以降の方針〉

指費生活センターの機能を自主慰擦により維持

平成26年度末の相談員数については、自主解糠により維持

平成 27年度に増加した相談員については、状況を踏まえつつ

検討

濁養生活相談員の研穆参加支援を岳±慰擦により維持

消費者器発についても、自主財糠により誰持

消費者被害未然防止のため、警察を始め民生接員児童委員金、

地域創括支援センター、社会構社議議会などの福主主器保部体と

地域の見守りについて、連携強化を維持

消費者安全確保地域協議会の設立について謂査研究

消費生活センターの機能を自主規源により維持できるように

していく。（基金活爵誌から自主期源〉

靖費者行政推進の方針に期
平成 26年蔑来の相談員数については、府主財諒により維持で

るようにしていく。平成 27年度に増加した梧談識について
して取り組む撞策、目標

は、状況を踏まえつつ検討する。（平成27年度～平成35年慶、

その後自主財源化）

消費生活語談員の研修参加支援を自主財源により維持できる



ようにしていく。〈平成 22年度～平成30年度、その後自主封

源化）

消費者啓発についても、自主慰擦によち綾持できるようにして

いく。（平成23年度～平成34年度、その後密主群糠）

その他特記事項





｜都道府県名 ｜大阪府

言十翻期間

平成26年度米までに市町

村プログラムに員ljして実

殖した活性化事業

総括・評価

市町村推進ブログラム

l市町村名 i探津市

平成27年4月1日～平成30年3月31日

消費さ主？話相談窓口の機能強化を図るため、各相談員が使用で

きるパソコンを導入した。（平成21年度）

擁費生活相談窓口におけるプライパシー保護のための欝立及

び相談室を設関した。｛平成21年度・平成23年度）

大阪弁護士会及び大阪間法書士会と連携し、多議室機務相談を

受けている。（当拐から自主財源による事業）

消費全話相談員の消費者相談に関する研諺参加を支援し、相

談員のレベルアップを図った。（平成21年度～手或26年度）

泊費生活相談ノレームの PRのため、マスコットキャラクター

の着ぐるみを作製し、梅壊啓発やイベント時に利用すること

で啓発強化を図った。（平成24

被審防止のための啓発や出前議控の内容充実のため、

パンフやグッズの作製、DVDなどの教替やプロジェクタなど

の機器を導入した。（平成21年度～平成26年度）

産業振興擦の分室にセミナ一室を設寵した。（平成26年度）

インターネット回線に接続するパソコン金平成 21年度ι4

台導入し、消費生活相談iこ関する靖報収集を行い、消費生活

相談の対応力の向上を闘った。

産業援興課内に指費生活相談ノレームがあるため、オープンス

ベ｝スでの相談業務を実麗していたが、衝ft及び専用の棺駿

を設置したことにより プライパシーが守られ、周囲に気

謙ねすることなく事案に対応でき、結談業務の充実が国れた。

平成21年6月に大阪弁護士会及び大阪司法書士会と連携し、

多重債務格談会を開始した。平成 22年 6月に改正貸金業法

が宛全実施され、多重債務の相談のベ件数は、平成 21

65件、平成22年度73件、平成23年度33件、平成24年度

39件、平成初年度 17件と改正法実施前と比べ減少してい

るが、市の窓口での無料相談であり、必要に応じて弁護士の

支援が受けられるなど、市民へのメラットが崩く、多叢｛義務

和談は窓口業務として定着している。

・消費生活桔談員のスキノレアップのための消饗者和談に関する

務諺参加等の支援は、王手成20年では、わずか2件であったが、

平成21年度は16件、車成22年には41留、以降、自主財繰

負拍分と合わせて実施し、平成25年度においてはお件な」、



r ±1長方消費者行政強詑作

戦jへの対応

毎年着実に実施し、結談員の知識向上の機会を提供した。

お前講麗で活用するプロジェクタ等の機器を導入し、講座資

料の艶布や啓発 DVDを投影・活用することによる講座内務

の充実を関った。

地域毘体の勉強会に、 f稽費のサボータ…jを派遣し、高齢者

の悪纏商法被害を防止にbけたセミナーを実施し、市民ボラ

ンティアによる市民啓発への期待が高まったG

平成26年度に設載した盟業振興課分譲内セミ

らしに役立つ知っ得セミナーjを開催し、幅広い年齢麗の市

民の祷費生活iこ対する欝心を高めることができた。

＜政策爵摸 1＞結談体輔の空白地域の解消

実施済み（昭和 56年 12.Fl 8日設置）

＜政策吾標2＞柑談体制の賓の向上

－現在本市に第！？覇する相談員は、全員が摺費生活専門相談員、消

費生活アドバイザ…の資格のいずれかを有しており、相談機

能の向上のため、引き続き、持談員の研蔭参加を穣擁的に支援

し、平成27年度以降においても関誌生活センターや大販持が

実擁する研蔭への拳加を積極的に推進していく。

＜政策臣襟5> r晃守りネットワーク jの構築

諮費生活相談ノレームが地域の人材育成の拠点となり、地域の

消費生活問購への対応能力肉上のため、見守りネットワーク

の構築に向けた相談ル…ムの体制整備及び、協力設の確保iこ

務める。｛平成28年度～平成29年変）

く平成27年度から平成29年度までの方針＞

諸費生活相談ノレーム、多盤費務相談窓口の機能を維持し訟が

ら、セミナ一室の有効活用に必要な捗考臨書等を整錯する。

消費生活持談窓口としての相談対応力の維持・向上のため、

消費生活相談員の耕修l；参加支擦を継続していく。

被害関l.t等の啓発のため、出前講座等で活用する資料や機材

消費者符政推進の方針 I 等の輔を到る。
見守りネットワーク構襲に向け、体制整畿を行う。

＜平成30年度以降の方針＞

消費生活相談ノレ…ム、多重｛責務相談懇口の機能者維持してい

く。

？持費生活相談窓口としての相談対応力の維持・向上のため、

消費生活相談員の研務参加支援を継続していく。



基金を活用して整備した機能を活用し、被害防止等の啓発事

を基金活用後も継続して業譲していく。

を活用して整錆した消費生活相談ノレームの情報機器等に

ついて辻、維持・吏薪等密行い、議費生活相談ノレームの情報

磯能を維持する。

捕 者行政誰進の方針に ・消費生活相談員の対ftt力向上の為務｛吾参加の支援を継続する。

員ljして取り組む施察、国 （平成27伴度～29年度〉

消費者被害防止等の啓発事業を維持・強化するため、出前欝

盛や街頭啓発段どで活躍するための資料や教材等の整備蓄ど行

う。（平成27年震～29年度〉

その他特記事項





市町村推進プログラム

｜都道府県名 ｜大阪府 k盟主
計画期間 平成27年4月1日～平成36年3月31日

消費生活相談員の消費者相談に関する研修参加を支援し、相談

員のレベルアップを図った。

（平成21年度～平成26年度）

大阪弁護士会との聞に顧問弁護士契約を結び、年間4回の研修

会と個別相談に対するアドバイスを受けた。

平成26年度末までに市町 （平成21年度～平成23年度）

村プログラムに則して実施 消費者教育・啓発のため消費者教育講演会を年1回実施。

した活性化事業 （平成21年度～平成26年度）

消費者教育・啓発・消費生活センター周知のためパンフレット

等の物品を配布。

（平成21年度～平成26年度）

消費生活相談員のスキルアップにため国民生活センター主催

の研修会に積極的に参加し、市民の相談内容の傾向に即した知

識を習得することにより、消費生活相談の対応力の向上を図つ

た。

消費生活相談の複雑化・高度化に対応するため、年間10件前

総括・評価
後ではあるが、弁護士からのアドバイス、研修により相談に対

する適切な対応が可能となった。

消費者に対する様々なトラブル等を講演会により情報発信す

ることにより、消費者被害の未然防止に努めることができた。

市主催のイベント等で周知・啓発物品を配布することにより消

費生活センターを市民に広く周知し、消費者被害の未然防止に

努めることができた。

＜政策目標1＞相談体制の空白地域の解消

昭和54年消費生活相談窓口設置

平成 15年度3月に消費生活センターを設置済み。

＜政策目標2＞相談体制の質の向上

「地方消費者行政強化作 平成26年4月時点、で在職している相談員3名については全員、

戦」への対応 消費生活専門相談員及び消費生活アドバイザーの資格を有し

ており、消費生活相談員の研修参加率は、平成 21～25年度に

おいては 100%である。平成 27年度以降においても国民生活

センターや大阪府が実施する研修への参加を積極的に推進し、

100%の参加率を目指していく。



消費者行政活性化及び自主

財源化の方針

消費者行政推進の方針に則

して取り組む施策、目標

その他特記事項

＜政策目標5＞「見守りネットワ｝クjの構築

－高齢者等への見守りについては平成27年度より「地域包括ケア

会議jにおいて消費者行政担当職員が委員となっており、保健、医

療、福祉等の関係機関、団体と連携を図り、消費者被害の防止や対

策の検討を行うこととしています。今後は、個別事例検討会などで

それぞれの案件に対応していくこととしています。

＜平成27年度から平成29年度までの方針＞

消費生活センタ｝の機能を維持していく。

消費生活相談窓口としての相談対応力の維持・向上のため、消

費生活相談員の研修参加支援、弁護士の活用により、消費生活

相談員のレベルアップを図る

啓発事業により市民へ情報発信し消費者被害の未然防止を図

る。

＜平成30年度以降の方針＞

消費生活相談体制を維持する。

相談員研修及び啓発事業等についてはより効果的な取組を精

査してし、く。

弁護士等の活用により専門的な消費生活相談への対応能力の

向上を図る。

（平成27年度～平成35年度）

消費生活相談員の対応能力強化のため、研修参加の支援の継続

を図る。

（平成27年度～平成35年度）

啓発事業により市民へ情報発信し消費者被害の未然防止を図

る。

（平成27年度～平成35年度）



市町村推進プログラム

｜都道府県名 ｜大阪府 ｜市町村名 ｜藤井寺市

計画期間 平成27年4月1日～平成38年3月31日

－消費生活相談機能の強化並びに相談員の就労環境向上を図るた

め、相談専用の執務室を整備するとともに、パソコン等事務機器

及び庁内LANの整備を行った。（平成21年度～平成24年度）

－消費生活センター機能を整備するための事務機器並びに備品を

整備し、センター設置を啓発するリーフレットを作成した。

（平成25年度～平成26年度）

－消費生活相談体制の拡充を図るため、相談窓口を週2日から週3

平成 26年度末までに市町 日へ増設した。（平成24年度～平成25年度）

村プログラムに則して実 －消費生活相談体制の更なる拡充を図るため、消費生活センターを

施した活性化事業
設置し、相談窓口を週3日から週5日へ増設した。（平成26年

度）

－消費者被害の未然防止を図るため、啓発物品及び啓発資料を作成

し、消費者講演会をはじめ市内の各催しで配布した。

－消費者啓発機能の強化を図るための啓発用備品を整備した。

（平成22年度～平成26年度）

－消費者啓発事業の効果を高めるため、業務委託による消費者啓発

講演会や講座を実施した。（平成22年度～平成26年度）

－消費生活相談窓口を従来の週 2日から週 3日に増設したことに

より、年間相談件数は増設前である平成 23年度の 229件に対

し、平成24年度は304件、平成25年度は349件と増加するに

至った。また、消費生活センターを設置し相談窓口を週 5日に

増設した平成26年度は540件の相談があり、消費生活相談体制

の強化による効果がうかがえる。

－消費者啓発講演会等の開催や啓発資材の配布により市民の消費

総括・評価 生活に関する知識や判断力が深まるとともに、消費生活相談窓

口に対する理解や認知度が向上した。その結果、埋もれていた苦

情相談や消費者被害情報の掘り起こしに成功することができ、

相談員のあっせんや助言による被害防止効果を得た。

－相談執務室の整備や参考図書及び事務機器等の配備による消費

生活相談機能の強化により、相談員の就労環境が向上するとと

もに、相談業務の効率化や事務の削減に繋がった。

－消費者月間用懸垂幕やプロジェクタ一、啓発資料作成用パソコン



等の整備により多様な啓発素材の作成が可能となったことから、

啓発事業をより効果的に実施することができた。

＜政策目標1＞相談体制の空白地域の解消

－平成26年度に消費生活センターを設置済み。

＜政策目標2＞相談体制の質の向上

－消費生活相談体制の維持

・現在の消費生活相談員の資格保有率は 100%であり、今後も相談

「地方消費者行政強化作 員の質の確保に努める。

戦」への対応 －消費生活相談員の研修参加率 100%を目指すとともに、相談員の

レベルアップを図る。

＜政策目標5＞「見守りネヱトワーク」の構築

－社会福祉協議会並びに地域包括支援センター、民生委員・児童委

員等との連携や、見守り者への情報発信を強化し、地域における見

守りネットワークの構築を進めていく。

＜平成27年度から平成29年度までの方針＞

－消費生活センター機能の維持・強化を図る。

－消費生活相談体制を維持・強化するため、消費生活相談員の研修

l参加を支援し、レベルアップを図る。

－啓発事業を充実させるため、啓発用備品等の整備や、消費者教育

の推進に取り組む。

消費者行政推進の方針 ＜平成30年度以降の方針＞

－消費生活センター機能については、基金活用期間経過後も維持す

ることを目指す。

－消費生活相談体制については、基金活用期間経過後も維持するこ

とを目指す。

・啓発事業については、より効果的な取組に重点を置き、基金活用l

期間経過後も行う事業を精査していく。

－消費生活センター機能の維持・強化を図る。

（平成27年度～平成31年度）

消費者行政推進の方針に
－消費生活相談員の対応能力のレベルアップのため、研修参加の支

援を図る。（平成27年度～平成35年度）
則して取り組む施策、目標

－消費生活相談体制の維持を図る。（平成26年度～平成34年度）

－これまでの啓発事業を総括・評価し、より効果的な消費者教育の

推進を図る。（平成29年度～平成37年度）

その他特記事項



計密期間

平成26年度末までに市町

村ブ口グラムに期して実施

した活性化事業

市町村推進プログラム

｜市町村名 ｜東大阪市

平成27 年4~ 1日～平成37年3月31日

消費生活相談員の講費者相談花関する研修参加を支援し、相議

員のレベルアップを図った。

（平成21年度～平成26

消費生活相談窓口の機能強記を関るため、増養生活相談員専用

ウェブサイト関覧用パソコンを配器した。 （平成21年度）

潟費生活椙談員の相談対応力強イ七のため、法簿顕問弁護士を配

置した。 〈平成21年度～平成26年度）

・ 消費生活センタ…の機能強記を図るため、相談立…ナ一、糞料

コーナーの整横等袋行った。 （平成21年度）

・ 消費生活相談鯨口の周知を留るため、韓発物品の作成、相談窓

ロPR放i致、市内主要駅でPRポスタ…揚示を行った。
〈平成23年度～平成24年度）

悪露商法の被害防止及び消費者問題解決カの強記を留った。

rr持費生活ガイドj の全戸配布 （平成22年度〉
特別出張講震の実擁 （平成23年度）

悪質高法啓発DVDの＃成・記布 （平成23 

f暮らしのスクラムjの全戸沼覧

（平成23年度～平成26年度〉

害発チラシ噂作成用印刷機、講座用ブ口ジェクターなど

の機器の導入 （平成21年度～平成26年震〉

害発様子等の律成・配布（平成22年度～平成26年度〉

啓発物品の作成・記事（平成25年度～平成26年産〉

惑質商法穫発番組放送、市内主張釈で啓発ポスターの

（平成25年産～平成26年度）

消紫審問題講演会の開催

（平成22、25～26都度）

学校等とおける消費者教育の推進を函った。

金銭教育DVDの作成・配布 （平成23 

消費者教青誰進講座〈出張講座、体験講鹿）の議施

（平成23年東～平成26年度）

金品の安全・安心に関する対Pt¥力の強化を諮った。

放射性物蹴検査機器の導入 （平成23年度）



総括・評鋸

・菌民生活センター主援の専門講座や大厳荷主催の棺談員レベル

アッブ講座への研諺参加に対する支援を持い、 6名の相談員全

員が複数回研修を受講するなど、部年相談織のレベルアップを

図り、巷談対応力がi向上した。

清費生活指談員が各自利患できるパソコンを配備し、ミ誇費生活

相談員専用ウコニブサイトの隈覧や消費生活相談に関する構報

4文集に活用し、 1詩費生活相談窓口の機能強化及び棺議対応力が

向上した。

援雑多様化する結談内容に対応するため、法律顧問弁護士を配

置し、法的解釈が困難な場合は顧問弁護士に梧談し勃嘗を得る

など、相鱗員の轄談対応力がi均上した。

相談コーナ…を整備することにより、持談者のプライバシーに

配慮した相談対応が可能となった。また、資料コ…ナーを整講

ずることにより、市民への諮費者情報の提換がスムーズに行え

るようになった。

薯発物品及び掛子等を作成し、市主催事業や市関係施設での配

布、警繋との合間街頭害発等で、記事告号った。また、悪質蕗法

草害発番組の放送や帯内主要駅での啓発ポスター掲示等を行い、

諸費生活語談議口の周知及び悪質蕗法の被害防止を揺った。そ

の結果、減少傾拘にあった相談持数が増加鰻向に転じ、 26年

蔑も相談件数が10月末現在で前年同期より約 10%の増加

となった。

平成22年度～23年度は富治会等の協力を得て、 f議費生活

ガイドjの全戸配布、特別出張講議め実施、悪震議法務発DVD

の作成・配布を行い、地域との達携悲深めることができた。

た、平成23年度から誌継続して、年4間「暮らしのスクラムj

の全戸田覧を行い、最新の悪費蕗法の手口を紹介し、請費者被

審防止に鰐めることができた。また、出張講鹿等で活用するプ

ロジェクタ…等の機器を購入し、講藤内容の充実を図り、受講

者の理解度が高まった。

平成23年震に小学生向け金銭教賓DVDを作或、市内全小学

校記配布し授業での活用を関号、子ども達の金銭に関する学習

の理解援を探めることができた。また、消費者教育推進講康法、

市内保宵所、小中学校、高等学校等で実施し、年々間数が増加

するなど、学校等との連携を深めるとともに、受護者アンケ…

トにおいて、講座内容が役立つとの回答が90%を超えた。

放射性物質検査機器を導入し、学校給金の食材や市内流通食品

の検査を錨月 10検葬行い、結果をウェブサイトで公表し、食

品の安全・安心に関する対Pc¥カの強化を図号、情報発慾カを高

めた。



〈政葉百標1＞相談体艇の空自地域の解消

昭和45年4丹に消費者相談鑑を開設し、相談員による消費生

活相談を鴎絵、諮和56年8月に市立消費生活センターを開

設、詔和59年5丹に現配地に移設し、現在まで引き続き譜費

生活諸説を実施している

く政策目標2＞棺談体離の賓の向上

昭華民45年4月より活費生活相談を実施、準費者安全法に基づ

き、平成21年9月1日に f東大甑市立消費生器センターJを

公示。

平成18年10月よち諸費生活相談員が§名に増員され、現在

に濯っており、今後も体艇安維持。

「地方講費者行政強化作i. f消費生活朝議員非常勤嫡託の義務要綱Jにより、報談員の在
戦jへの対]it;

諮費者行政推進の方針

用要件として、「消費生活相談業務について専門的知識を有す

る者jと規定している。平成26年4丹時点で在職している懇

談員は6名全員が消費生活専門相談員、消費生活アドバイザ

…、消費生括コンサルタントのうち、いずれかの資格を棲数有

している。

消費生話相談員の研修参加率は、平成21～26年度まで、

100%となっている。平成27梓度以降においても、

100%の参加率を維持していく。

く政策目標s>r克守りネットワークj の構築
調費者安全の確保のための取組を勢果的かつ円捕に推進する

ため、地域や関係機関等との連携を強化する。

く平成27年度から平成29年度までの方艶〉

講費生活センターの機能を維持する。

消費生活懇談窓口としての語談対応力の維持・向上のため、 t待

費全活相談員の研修参加支援及び法律顧問弁護士の費己競を継

続する。

・ 悪寅蕗法の被審防止及び構費者問題解決力強北を翻るため、君事

発事業を実施するとともに出張議藤等で活用する資料や機材

等の整備を図る。

学校、地域等における第費者教育の推議・強化を図る。



く平成30年度以降の方針〉

消費生活センター括談体制そ維持し、消費生活相談員の研務参

加支援などについては、基金活用期需を経過した事業から~蹟次

窃主財謀イむを芭指す。

基金を活悪して整備した機能を活用し、悪質商法の被害賠止及

が諮費者問題解決力強化のための害発事業を基金活用期間経

過後、類次自主財源化を目指し継続しで実躍する。

諮費生活相談員む相談対~力向上のため、研修参加の支援及び

法律顕問弁護士服童の継続を閤る。

悪質藷法の披露防止等の啓発事業を維持するため、出強講産等

で活用するための機樹等の整備を行う。

悪葉商法の被審院止等の欝発事業を維持するため、出張講座や

栴頭欝発などで活用するための資料や教斡等の盤講を行う。
消費者行政推進の方新に則

悪賀高法の被審防止等のため、暮らしのスクうム全戸回覧の継
して取り組む施策、目標

続を閲る。

学校等における消費者教育を推進 e強化するため、消費者教育

推進講麗の継続を図る。

地域における諮費者教脊を推議・強北するため、消費者教育人

替育成講産を開銀する。

消費者被害防止のため、庁内友び関採機関とも連携を図りなが

その弛特記事項 ら、事業を推進する。



｜都道府県名

計画期間

市町村推進プログラム

大阪府 泉南市

平成27年 4月 1日～平成40年 3月 31日

－消費生活センターの相談窓口の強化・利便性を向上させるため、

センター機能の充実を図った。（平成21年度～平成26年度）

・消費生活相談員及び行政職員のレベルアップを図るための研修参

加支援を行った。（平成21年度～平成26年度）

－高度で専門的な相談にも対応できる体制を整備するため、専門家

平成 26年度末までに市町l を活用した。（平成21年度～平成26年度）

村プログラムに則して実施 I・ PIO-NET入力事務及び消費者ホットライン加入等による業務量

した活性化事業 ！ の増大に対応するため、相談員の勤務時間の拡大を図った。（平成

総括・評価

22年度～平成26年度）

－消費者被害を未然に防止し、市民の安心・安全な消費生活を確保

するため、啓発冊子等の配布を行った。また啓発に使用する機材

等を整備し、講座・講演会を実施した。（平成 21年度～平成 26

年度）

－平成 21年度からの相談件数は毎年 300件前後となっており、消

費生活センターが地域の相談窓口として定着してきている。

－相談内容が年々高度化・複雑化している中で、消費生活相談員の

レベルアップのための研修参加支援を行ったことにより、あっせ

ん件数が平成21年度以降についても55件前後を維持できている0

・専門家を活用し、いつでも高度な相談に対応できる体制の整備を

行ったことにより、相談処理の迅速化が図られるようになった。

－消費者被害を未然に防止するための啓発活動を実施したことによ

り、相談件数の増加を抑えることができていると考えられる。し

かし一方で、被害にあっても相談に来ていない消費者もまだまだ

いると思われるため、そのような消費者への啓発が今後の課題と

なってくる。

＜政策目標1＞相談体制の空白地域の解消

－昭和63年度より消費生活相談を実施、平成 15年度より消費生活

センターを設置している。

＜政策目標2＞相談体制の質の向上

「地方消費者行政強化作I.消費生活専門相談員の資格を有する 2名の相談員が相談対応を行
戦jへの対応 っている。

・相談体制の整備と充実を図るため、消費生活相談員の勤務時間の

拡大を継続して実施する。

・専門家と連携し、高度で専門的な相談への対応、あっせんの強化

を行う。



消費者行政推進の方針

－消費生活棺談員のレベルアップのための研修参加支撲を？継観して

行う。

・補費者行政の強化のための行政議員の研修参加支援を継続して行

フ。

＜敦策昌壊5> r見守りネットワーク！の講築

－福祉関係部鶏と連携しつつ、高齢者や陣がい者の潜費者被害の来

然防止、早期発見及び拡大防止を困るための情報提供等を仔し

守り体制を構築する。

＜平成27年度から平成29年度までの方針＞

．消費生活センターの機能を維持していく。

e 判。樋NETの早期入力を図るため、清費生話相談員の勤務待問拡

大を継続して実擁する。

－消費生活相談員及が行政職員のレベルアップのための研諺参加支

援を継続して仔う。

－高度で専門的な楠談に対恋するため、またあっせんの強化のため

に弁護士等の噂門家の活用を謎続して行う。

・謂費者被害の来然防止のための消費者啓発及び消費者教育の充実

を留る。

・鳩域ネットワークの構築を図る。

＜平成30年度以鋒の方針＞

・基金を借用して整様、強北した消費生活センターの機能と糖談捧

制を維持する。

－専門家を継続して活用し、あっせんの強化を困る。

’諮饗生活相談員及び行政職員の研修参加支援を継続して行い、消

費者行設の賓の向上者間る。

－泊費者啓発・潜費者教脊については、効果的な方j去を精査しなが

ら継続して実擁する。

・地域ネットワークによる連携体舗を講築する。

－消費生活相談員・行政職員のレベルアップのための研修参加支援

を継続して実施する。（平成27年度～平成33年度）

・潟費者被審の未然防止のための消費者啓発用資料等の整偶者行う。

〈平成27年度～平成29年度）

消費新政推進の方針に則1・消費者教育縫のための教材動整備する。（平成27報～報
して議り組む擁葉、目標

その他特記事現

34年度）

・地域ネットワーク構築のための体制整備を行う。（平成 28年度～

平成36年度）

・あっせんを強化するため、専門家を継続して活用する。（平成 28

年度～平成34



市町村推進プログラム

｜都道府県名 ｜大阪府 ｜市町村名 ｜四候畷市

計画期間 平成27年4月1日～平成40年3月31日

消費生活相談体制強化のため、消費生活相談窓口を設置すると

ともに、消費生活相談員を 1名体制から2名体制とし、消費生

平成 26年度末までに市町
活センター化した。（平成23年度）

消費生活相談員の対応能力強化のため、研修参加を支援した。
村プログラムに則して実施

高齢者の消費被害防止のため、老人会地域包括支援センタ一等
した活性化事業

で出前講座を開始した。

消費者被害防止のために消費生活センターだよりを作成し市

内各所へ配布した。

． 平成 23年度より、センター化し、相談件数は、平成22年度
の149件に対し、平成23年度は184件と大幅に増加した。

総括・評価
また、平成26年度11月時点で184件と相談件数が増加してお

り、地域の相談窓口として定着しつつある。

． 出前講座の実施件数は平成24年度で2件、平成25年度には6
件と着実に増加している。

く政策目標1＞相談体制の空白地域の解消

． 平成23年度当初でセンター化済み
く政策目標2＞相談体制の質の向上

． 平成23年度より、消費生活センターとするため、消費生活相
談員を増員して開設日を週3日から週4日とした。

． 平成23年度の消費生活センター設置に伴い消費生活相談員を
2名体制とした。

平成 25年度の消費生活相談員の研修参加率は 80%であった

が、担当職員も消費生活相談を受け付けることにより、消費生

「地方消費者行政強化作
活相談員が国民生活センターの研修を受けやすい環境を整備

し、平成 26年度以降の消費生活相談員の研修参加率を 100%
戦」への対応

とする。

く政策目標4＞消費者教育の推進

． 対象外
く政策目標5＞「見守りネットワーク」の構築

． 消費生活センターや市民消費者団体である「消費生活友の会ム
さらに、民生委員児童委員協議会と連携し、高齢者、障がい者

等に対する日頃の見守り戸別訪問や、声掛け、また、地域での

消費者トラブル等に関する講習会の開催をするとともに、注意

喚起、チラシ配布等を行っている。



消費者行政推進の方針

く平成27年変から平成29年度までの方針〉

消費生活センターを設置・維持する。

地域の身近な窓口である消費生話相談窓おとして、消費生活相談

体制を維持・強化するため、研修へおより穣種的な参加を支援し、

消費生活相談践のレベルアップを留る。

消費者教育にカを入れ、学校とも連携し、教員及び児童、生佳に

対して、より効果的な調費者被害未然防止事濃等を実施する。

く平成30年夏以降の方針〉

－ 滋襲金活相談体制については、基金及び交付金活滞期簡を経過し

た事業から順次自主財線化を儲指す。

研穆の参加については、基金及ひψ交付金活用期間格了後も、参加

率の維持を図り、諸費生話相談議捧寄せの強化を引き続き行ってい

く。

出前議産等の啓発事業については、より効果的な取組みに護点記

しつつ、基金及び交付金活用期間経過後も行う事業を精査してい

く。

諸費生活センタ…を設罷・維持する。

a ・ 消費生活相談員の対応能力強イとのた母、研穆参加の支援の継続を
消費者行政推進の方針に賠 i

I 図る。（平成27年度～平惑34年度、その後自主財源化）
して取り組む施策、自壊 I 

その他特記事項

． 平成 23年度に諦費生活指議員の2名体制を維持する。｛平成

27年産～平或39年度、その後自主財源化）

ー 端饗生活センターを維持する。

基金及び交付金を活用して配欝・処遇改善した諸費生活棺鍛践の

体制・報酬の維持を図る。

弁護士等の活用により専門的な講費全話相談への対応能力の向

上を図る。

消費者被筈訪止めため、庁舟の連携を街にして全庁を挙げて対応

する。



｜都道府県名 ｜大阪府

計画期間

市町村推進プログラム

｜市町村名 ｜交野市

平成27年4月1日～平成40年3月31日

・消費生活相談体制強化のため、 PIO-NET入力補助等の非常勤職員

1名を増員した。（平成23年度～平成26年度）

－高齢者等との連携強化のため消費者相談コーナーを移設した。（平

成 23年度）

・高度に専門的な消費生活相談への対応力を強化するため、専任の

弁護士 1名と契約した。（平成21年度～平成26年度）

・消費生活相談員の対応能力強化のため、研修参加を支援した。

（平成21年度～平成26年度）
平成 26年度末までに市町．

I .高齢者等の消費者被害防止のため、出前講座を実施した。
村プログラムに則して実施 l

I （平成21年度～平成26年度）
した活性化事業 ． 

総括・評価

－消費者被害防止のための消費生活相談啓発品を作成し、窓口相談

者やイベント等で、啓発活動を行った。

（平成21年度～平成26年度）

・消費センターに必要な備品を購入した。（平成 21年度～平成 24

年度）

・消費相談の機能を強化するため、備品の整備に努めた。（平成 25

年度～平成26年度）

・消費生活相談体制強化のため、非常勤職員 1名を増員し、PIO-NET

入力など消費相談業務の事務処理が円滑に行えた。

・平成23年度に、福祉部局との連携のため消費生活センターが福祉

施設に移転し、平成22年度567件に対し、平成25年度は684件

と相談件数が大幅に増加しており、福祉部局との連携が図れた。

・専門の弁護士と契約したことにより、法的解釈等消費の専門的な

見解を受けて、適切な相談対応が図れた。

・平成21年度から、消費生活相談員の消費生活相談対応能力の強化

のため、研修会の参加を支援した。その結果、年々複雑化する消

費生活相談の対応能力や質が向上した。

・消費者被害防止のため、出前講座や広報紙、イベント等で周知活

動を行ったため、高齢者等の被害未然防止につながった。

・消費相談の機能強化により、相談窓口へのクレーム処理など複雑

化する消費生活相談に迅速、適切に対応することができた。

「地方消費者行政強化作｜＜政策目標l＞相談体制の空白地域の解消

戦」への対応 l・平成26年度当初で消費生活センターを設置済み。



く政策目諜2＞相談捧制の質の向上

・年々襖雑北する消費者報談に対応するため、国民生話センタ｝等

が実議する消費者指談研修に参加し、レベルアップを図る。

・泊費生活雑談員だけでなく、消費持政職員もレベルアップ研修等

に糠極的に拳加する。

・護雑イちする鴻饗相談iこ対応するため、専門の弁護オコなどの活用を

悶る。

－警察OBを配置し、あっせんや相談体制の強化を図るo

く政策関標4＞消費者教警の誰進

＜政策目標5> r見守りネットワークjの講築
・地域ネットワークを利用し、消費者の安心安全及び地域の達費に

努める。

く平成27年度から雫成29年農までの方針＞

．消費生活センタ…を維持する。

－譲雑化する消費桟談に対応するため、専門の弁護士などの活用を

引き続き留る。

－複雑化する相談事部に対応するため、関保機関が実施する耕諺に

参加し高レベルな対応能力の習得を思指す。

－消費者教脊の啓発として、教響委員会等と連携強化していく。

・渚費者問題鶏知のため、地譲啓発事業に教組む。

・地域ネットヲ｝クを活用し、指費者の安心安全及び地域の連撲に

消費者持政推進の方針 ｜ 努める。

諸費者行政議選の方針に却

して取り組む施策、言襟

－警察 OBをど配置し、あっせんや担談捧制の強化亙び警察との連携

を留る。

く平成30年震以捧の方針＞

－消饗生活相談機能整舗については、交付金活舟期聞を経過した事

業から、本市財政状説を藷まえ自主財掠詑を目指していく。

・地域啓発事業については、より効果的な方法を精査する必要があ

るが、出前講産など消費者被害防止につながる事業拡ついては、

基金活用期間終了後も実施していく。

－消費生活センターを維持する。

－譲雑化する消費椙談に対応するため、消費専問の弁護士令どの活

用により、専丹的な諮饗生活相談への対応能力の席上を闘ってい

く。｛平成21年護～平成28年夏）

－護雑化する指談に対する更立高度な対応能力の鷲揮を間指すため、

専門分野の活用を図る。（平成29年～平成37

・捕費生活相談員の対応能力強化のため、耕務など参加支援の継続



を図る。（平成21年度～平成29年度）

－複雑化する消費相談に対応するため、国民生活センタ一等が実施

する研修に参加し、高レベルな対応能力を図る。（平成28年度～

平成36年度）

－警察OBを配置し、あっせんや相談体制の強化に努めるとともに、

警察との連携も図る。（平成27年度～平成35年度）

・消費者教育の推進のため、教育委員会等との連携を図る。（平成

26度～平成34年度）

・消費者の安心安全及び地域の連携を図る。（平成27年度～平成29

年度）

・地域ネットワークを利用し、消費者の安心安全及び地域連携の強

化を図る。（平成30年度～平成38年度）

・消費者教育に関する人材育成、消費者問題の研修のため、関係機

関との連携強化を図る。（平成29年度～平成37年度）

・消費者被害を防止するため、地域への出前講座を実施してし、く。（平

成21年度～平成29年度）

・消費者被害を防止するため、地域啓発事業を実施してし、く。（平成

24年度～平成32年度）

・イベント等に参加し、消費者問題の啓発に取組む。（平成 26年度

～平成34年度）

消費者被害防止を目的に、庁内及び関係機関との情報交換など連携

その他特記事項 を図っていくためのネットワーク作りに取組む。





市町村推進ブログラム

i都道詩集名 ｜大阪府 ！市町村名 ！大阪狭山市

計画期間 平成27年4月1日～平成36伴3]-331日

・消費生活センターを開設するとともに、消費生活相談窓口の開設

日数を毎週113から毎澗4日へ拡大した。（平成24年震～）

－梧談窓の設置及び機器等の整備会行った。（平成24年度〉

・消費生活相談員の配置を 1名から 3名 した。（平成24年

平成 26年度末までに市野

村プログラムに則して実施 I.潜費生活相談員の勤務日数を拡大した。（平成26

した活性化事業 I .消費生活相談員の研修参加支援による資震の向上を図った。｛平

成21年度～）

・講瀦会・研修会の関鎧や啓発冊子・チラシ・回覧按等の作成・配

布を行い、地域社会における消費者被饗の未然防止、消費者教育

の推進を罷った。（平成21年度～平成25年変）

－諸費生活棺談窓口の強化により、相談イヰ数は、平成24年度18 

0 件、平成25年度28 1件と 1. 5告以上の増加額需にあり、

合地域の担談窓口として定着しつつある。

・消費生活棺額負の研修事加支援による相談体轄の充諜により、多

様化する相談内容に議lEかっ迅速な対応ができている。

－地譲社会における消費者教育の推進を留ったことにより、様々な

関係機関・団体からの相談が増加し、消費者被害の未然防止に繋

総捕虜評彊

がっているの

く政策呂標l＞柑談件昔話の空白地域の解諮

－平成24年度に消費主主活センターを開設済み。

＜政策闘機2＞懇談体制の質の向上

－消費生活相談窓口の開設日数・時間の拡大をめざす。

－相談捧号事jの充裁を図るた吟、消費生活棺銭農の研修への参加を支

る図を上掲の
進
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作レし品虫政一打者費諸方地

戦jへの対応
－講演会・研修会の関鑑や啓発冊子・チラシ・シール等の作成・配

布を行い、地域社会における潜費者被害の来然訪止、消費者教育

の推進を臨る。

＜政策自壊5＞「見守りネットワークjの構築

－福祉・分譲・警察等の欝孫機関との連携を強千七し、地域社会にお

ける消費者行政ネットワークの構築をめざす。

消費者行政推進の方針 く平成27年度から平成29 での方針＞



－消費生活センターを維持する。

－消費生活相談員を配置し、相談体制の強化・充実を図る。

－相談体制の充実を図るため、消費生活相談員の研修への参加を支

援し、消費生活相談員の資質の向上を図る。

－地域社会における消費者問題解決力の強化を図る。

－各関係機関等との連携を強化し、地域社会における消費者行政ネ

ットワークの構築をめざす。

＜平成30年度以降の方針＞

－消費生活相談体制等については、基金活用期間を経過した事業か

ら、順次自主財源化をめざす。

－消費生活センターを維持する。（平成27年度～平成32年度）

・消費生活相談員を3名程度配置するとともに、消費生活相談窓口

の開設日数・時間を拡大し、相談体制の強化・充実を図る。（平成

2 7年度～平成32年度）

－相談体制の充実を図るため、消費生活相談員の国民生活センター

消費者行政推進の方針に則
等研修への参加を支援し、消費生活相談員の資質の向上を図る。

（平成27年度～平成29年度）
して取り組む施策、目標

－高齢者や民生委員等を対象にした研修会の開催や啓発チラシの作

成・配布等を行い、地域社会における消費者問題解決力の強化を

図る。（平成27年度～平成29年度）

－福祉・介護・警察等の関係機関との連携を強化し、地域社会にお

ける消費者行政ネットワークの構築をめざす。（平成27年度～平

成35年度）

その他特記事項
－各関係機関等との連携を強化し、消費者被害の未然防止、消費者

教育の推進を図る。

し 一一一一一一 一一一一一一一一一 一 一



i都道府県名 ！大政府

計画期間

平成 26年度末までに市町

社プログラムに刻して実施

した活性化事業

総括・評鏑

市町村推進プログラム

住！！！

平成27年4月1日～平成30年3丹31日

構費生活相談員の消費者相談iこ関する親修参加を支援し、相談

員のレベルアップを留った。

（平成21年度～平成26年度）

構費生活相談窓口の機態強化を盟るため、デ、ジタノレカメラ、ボ、

イスレコーダー、パンフレットスタンドなどを活用し、相談業

務の充実を国った。

〈平成21年度～平成26年度）

訪問薮売による悪質寵法の被害防止等の啓発を強化するため、

商工労働観光課で悪費商法にだまされない心得BOOKJ• r訪問

販売お断りステッカーj を作成し、全戸自己布を行った。

また、 f地域の見守りで高齢者の消費者被害を防ぎましょうJ

fみんなで防ごう悪賀商法j f消費者トラブルお悩み相談室j

等の啓発パンフレットを購入し、窓口への設議及び関係盟体に

脅さ和した。

（平成21年震～平成26年度）

治費生話相談員のスキノレアッブのための糟費者相談に関する

研修参加等の支援を、平成21年度は大薮府内務修 19問、近畿

国内研｛彦3面、平成22年度以降、大坂府内研修をはじめ、近

畿醤内研修、盟民生活センタ一等研諺lこ参加し、豊三年着実に研

修に参加することぷ伴い、相談員のスキルアップに繋がった。

パンフレットスタンド等を設置し、見やすくしたので、相談に

来られた方に対してパンフレット等を配布しやすくなった。ま

た、周知を図ることに伴い、市民の方たちに関心を持っていた

だけるようになった。

商工労働観光諌窓辺に、「懇質な琵関販売お断りステッカーj

f翻ったときはお早めに相談をjのボールベングッズなどを設

し、窓口に来られた方等に啓発したことに伴い、損費者相談

の理解や認識が深まるとともに、地域とのつながりが探まっ

た。



f地方消費者行政強化作

戦jへの対応

消費者行政推進の方針

く政策関標1＞相談体制の空岳地域の解消

平成 16革 10月から糧費生活相談践を2名から3名iこ増員し、

現在の週3日体制を堅持している。また、平成 18年度から専

用の消費者相談室を設置した。

＜政策目標2＞相談体制の質の向上

・ 平成16年 10月から鴻費生活相談員を2名体制から3名に増員

配議し、現在に歪り、平成26年 4月現荘、 3名の相談員全員

が、消費生活専門相談員の資格安有している。

消費さ主活相談員の辞修への参加は、富民生活センタ…や大坂府

が実施する研修など、積極的推進を闘指していく。

＜政策目標5> r見守りネットワークj の；構築
地域包括支援センターや社会福祉埼議会等の各韓国体と s情報

共有し、必要によE；じ周知啓発を留る。

＜平成27年度から平成29年度までの方針＞

消費者相談室の機龍強化を盟っていく。

消費生活相談露口としての相談対応力の維持・向上のため、活

費生活相談員の研修参加支援を継続してし、く。

悪繋罰法被害防止等の啓発のため、出前講座等で活用する資料

等の整舗を図る。

く平成30年度以降の方針＞

基金を活用して整鑓した機能を活用し、高齢者や若者者対象と

した悪質閥法被饗防止等の啓発事業を留るとともに、治費相談

室についても基金を活用し整鑓を儲りつつ、基金活謂後も規模

を縮小しながらも、可能な範閣で措饗相談室の継続を巨指して

いく。（平成27年度～平成30年度、基金活用期間経過後は自

主財源化を図る〉

消費生活相談窓口としての相談対応力の維持・向上のため、規

模を縮小しながらも、可能な範留において泊費生活棺議員の研

疹参加支援を継続していく。｛平成27年度～平成29年度、基

金活用期間経過後は自主財務、化を留る）

消費者行政活性化基金の活用が可能な関は、悪費商法被害防止



等の啓発のため、出前講雌等で活荒する資料等の整犠を図ると

ともに、自主財源化となった際には必要に応じて、可能な範翻

で資料等の整備を図る。｛平成27年度～平成31年度、議長金活

用期間経過後は密主財源化を腐る〉

基金を活用して整備した諸費者相談護の靖報機器等について

は、規模を結小しながらも、可能な範盟において自主財搬によ

り －更新等を行い、消費者相談室の棲報機能の維持安信指

消費者行政推進の方針に員lj 揖費生活相談員の対応力向上のため、規模を縮小しながらも、

して取り組む施策、自療 可能な範関において務修参加の支援の継続安問指す。

態質商法被審跨止等の啓発事業を維持・強化するため、規模を

縮小しながらも、必要ι拡じて可能な範躍で出前講態や密頭啓
発などで活用するための資料や教材等の整鍍を鍔指す。

その他特記事項





｜都道府県名 ！大関

針間期間

平成 26年度末までに市町

市町村推進プ口グラム

~巴
平成27年4月1日～平成30年3月31日

－消費生話相談持税強北のため、平成21年8月から消費生活結談窓

口の開設日数合議2誌から 3Sへと拡大した。

・消費生活相談員の謂費者相談に関する研修審加を支援し、

のレベルアップを霞った。

（平成21年度～平成26年産）

・海警警金活棺談窓口の機能強化を翻るため、インターネットが使用

るパソコンなどの情報機構や参考図書を導入した。

（平成21年度～平成24
村プログラムに則して実施．

ト消費者被害防止のた吟の啓発冊子を作成し、町主憾の消費者害発
した活性化事業 I 

総括・評価

’ 講座で参加者へ配布した。

（平成23年度～平成26年震｝

－消費者被害防止のための啓発回覧板を持戒し、宵内の全自治会へ

重ぎすした。

〈平成24

・消費者被饗鵠止のための靖費者学溜イベントを実施した。

（平成26年度〉

・消費生活相談窓口を週2自から 3日に拡大し、相談件数は平成20

112件に対して平成21部撲は 163件に増加した。また、平

或26年産は 11月末現砲で89件の相談があり、地竣の相談窓口と

して定着しつつある。

• 7誇費生活梧談員のスキノレアップのために消饗生活相談iこ寵する

研修参加等の支援を実結。平成25年度は 12聞の研諺参加を支援

し、多様な相談対誌に寄与している。

・平成21年度にイシターネット接続できるパソコンを購入し、

生活相談に関する情報収集やインターネットiこ関するトラブルの

事例議認等に活用。また、参考鴎警察を購入し結談員の対応力向上

に寄与している。

ンターが編集、発行している「くらしの認知識jを町

主催の消費者害発議患の参加者に配付し、消費者問題への意識の

高揚が図られたc

・自治会に消費者間題啓発用臨覧薮を配付し、消費者間組への意識

の高揚が図られた。

－毎年5月の泊費者月聞に開催されている撰 つりで消費者

学習イベント し、消費者問題への意識の高援が密られた。



＜政策目標1＞相談体制の空白地域の鰹消

－実施済み

－平成21年8月より消費生活相談室の開設日を週 2日から 3日へ

と拡大し、現在に至る。

＜政策目標2＞相談体制の質の向上

・「島本町消費者相談員制度運営要綱」により、相談員の任用要件と

して、消費生活専門相談員、消費生活アドバイザーの資格のいず

「地方消費者行政強化作 れかを有するもの、または、それらの資格と同等の知識・能力を

戦」への対応 有しているものとしている。平成26年4月時点で在職している相

談員については全員、消費生活専門相談員及び消費生活アドパイ

ザーの資格を有している。

・消費生活相談員の研修参加率は、平成 21年度においては 50%、

平成22年度においては66%、平成23～26年度においては 100%

である。平成27年度以降においても国民生活センターや大阪府が

実施する研修への参加を積極的に推進し、 100%の参加率を目指し

ていく。

＜平成27年度から平成29年度までの方針＞

・消費生活相談室の機能を維持してし、く。

・消費生活相談窓口としての相談対応力の維持・向上のため、消費

生活相談員の研修参加支援を継続していく。

・消費者教育の推進の観点からも、消費者まつりで実施している小

学校低学年まで向けの消費者学習イベントを継続して実施してい

消費者行政推進の方針 く。

＜平成30年度以降の方針＞

－消費生活相談室の機能を維持してし1く。

・消費生活相談窓口としての相談対応力の維持・向上のため、消費

生活相談員の研修参加支援を継続していく。

－基金を活用して整備した機能を活用し、消費者学習イベント等の

啓発事業を基金活用後も継続して実施していく。

・消費生活相談室の機能を維持していく。

（平成27年度～平成29年度）

・消費生活相談員の対応力向上のため、研修参加の支援の継続を図

消費者行政推進の方針に則
る。（平成27年度～平成29年度）

・消費者被害防止のための啓発冊子を作成し、町主催の消費者啓発
して取り組む施策、目標

講座で参加者への配付を行う。

（平成27年度～平成31年度）

・消費者被害防止のための消費者学習イベントを実施してし1く。

（平成27年度～平成34年度）



その他特記事項





｜都滋府県名 j大阪詩

言十醐期間

平成 26 でに車問T

市耐村推進ブ口グラム

｜市町村名 j豊能町

平成27年4月 1詩～平成36年3月 31日

箔費生活相談懇日の機能強化のため、事務F話機器の設童を行っ

た。｛平成幻非疫～平成23年度）

消費生活相談窓口の機能強記のため、場券考資料の購入を行っ

た。（平成21年度～平成23年護〕

村プログラムに関して実籍i － 消費生活相談員の対応能力強北のため、研修参加を支援した。
した活性化事業 I （事成21年度～平成26年度）

総括・評価

f地方消費者行政強化作！

戦jへの対応

補費者行政誰進の方針

演費者被害訪止のための啓発物品、パンフレットの＃成・寵布

を行った。（平成21年度～平成23年度）

消費生活相談窓口へ事務用機器の設置や議会考資料の購入によ

り対応力の向上を図った。

消費生活相談員の対応能力強化のための新修参加の支援を平

成20年度拡おいては、 1件実施していたところ、平成21年度

試2件とし、以持は毎年2件着実lこ諜擁している。

治費者被害訴止のための啓発物品、パンフレットなどにより

発

＜政策悶標 l＞相談体制のさき岳地域の解靖

平成4年8月消費生活相談窓ね設童

く毅襲爵標2＞相談体制の備の向上

泊費生活センタ

消費生活諮談員の資務保有者による相談体制による維持

消費生活相議員の続務参加率を 100%とする。

ら平成29年夏までの方針＞

日をこれまでの漉313から4誌へと拡充し、相談

捧剰の強化を図る。

相畿内容の充実を国るため、消費生活相談員の研修委参加支緩を

継続していく。

＜平成30年度以降の方針＞

拡充した相談窓口開設日を、捕場金活用期間経鴻後も維持する

よう自主財糠化合悶摘す。

指費生活相談員の研修参加支援を継続して爽鐘していく。



消費生活センター －維持する。（平成28部境問主義〉

した桔談窓口の維持を悶る。

〈平成27年度～平成35停度）

消費者行政推進の方針に期 i－ 摺費生活相談員の研修参加支援を継続して実施していく。

して取り組b施襲、護課 I （平成27年度～平成29年度〉

地域の見守り者と連欝した啓発を継続して実施していく。

（平成27 35年度〉

その他特記事項



｜都道府県名 j大闘

計画期開

市町村推進プ詰グラム

｜市町村名 i患桝

平成27年4月 1母～平成30年3月31日

・揖費生活語談裁の相談業務に関する研修参加を支援し、相談員の

レベルアップ令臨った〈平成21年度～平成26年度）。

・平成21年4月 1日より語談誌を灘2由へ拡大し、相談窓口への

アクセス強化を闘った（手成21年度～平成26年度）。

－？詰饗相談課に書庫等を導入し、また配隷工事を実施することで機

平成26年度末までに市町i能拡充及び事j痩性の向上を闘った（平成21年度～平成25 。

村プログラムに則して実I.務費者被害の未然訪止に努めるため、啓発用チラシや田覧援、ス

主義した活性化事業 ｜テッカ一、クヲアファイノレ等を作製・配布した（平成22年度～平

成26年度）。

総揺・評価

・啓発用ディスプレイや懇垂幕の掲出により庁舎内外への構報発

信及び啓発活動を強化した（平成23年産～平成26年度）。

－高齢者や自治会・ケアマネージャーを対象に消費者講座を実施し

た〈平成23年度～平成26年度）。

・損費生活報談裁の研修参加について、従来は近欝市町での環器分

の参加に髄まっていたが、全母各地で開催される暁修への参加が

可能となり、相談員の程談対誌能力の拡大及び他の都道府県・市町

村のi職員・消費生活相談員との構報交換が函られた。

. i議常の相談日における相談件数は少ないものの啓発事難の効果

により高齢者や自治会、ケアマネージャーを対象とした消費者講

患の実施に至り、消費者トラブノレの早期発見及び来然訪止活動と

して定着しつつある。

・相談窓口に障がいのある方や高齢者が来られでも配隷iこ頚くこ

とがないようパソコン等のケープルの配繰工事を行ったことで、

相談員だけではなく相談者の利獲性・安全性の向上が図れた。

－ディスプレイの設置及び懸垂罫の議出により相談日以外でも現

在に歪るまで泊費相談窓口の周知が関れている。

＜敦策箆標1＞相談体制の空白地域の解消

昨年5月i13 iこ諸費生情相談窓口を設置。
・平成28年2月時点での本町消費相談体制を今後も維持する。

く政策関標2＞相談体静jの畿の売上
f地方諸費者行政強化作i

－平成21年4月 1日より栂談認を遺 1密から2聞に拡大し、現在
戦jへの対応

iこ韮る0

・平或22年4月 1日より相談員を2名に増員し、現在iこ至る0

・巧室長、往する癒紫務法等の実態を認識し、また相談対応力の緯持・

向上させるため、今後関擢される大阪府や悶民生活センタ



施する研修への参加を積極的に推進する。

＜政策目標4＞消費者教育の推進

対象外

＜政策目棲5＞「見守りネットワークjの構築

対象外

＜平成27年度から平成29年度までの方針＞

－現在の消費相談窓口の機能を維持する。

・悪質・巧妙化する消費者被害に対応するべく、消費生活相談員の

研修参加支援を継続する。

－消費者被害の未然防止のため、相談窓口の周知や啓発活動、出前

消費者行政推進の方針
講座を継続する一方で、教育部門と連携し小学生や中学生等の子

どもを対象とした消費者啓発活動の実施・拡大を検討する。

＜平成30年度以降の方針＞
’ 

－補助金を活用して整備した消費相談体制及び消費者啓発活動を

継続実施し、消費者行政の推進を図る。

－消費者被害の未然防止のため、消費者講座等を通じ知識向上を図

る。

－補助金活用期間経過後も上記の事業及び活動の維持・継続に努め

消費者行政推進の方針に る。

則して取り組む施策、目標

その他特記事項



市町村推進プログラム

｜都道府県名 ｜大阪府 ｜市町村名 ｜熊取町

計画期間 平成27年4月1日～平成30年3月31日

－消費生活相談体制強化のため、平成25年度より消費生活センタ

ーを設置し、相談日を 1日増設し、週4日（月・火・木・金）と

する。また相談員も報酬引き上げにより、消費生活相談体制の充

実をはかる。（平成25年度～平成26年度）

－消費生活相談員のレベルアップを目的として、既存の研修とは別

の研修（相談員2名）の参加および国民生活センター（東京都）

での研修行泊2日を4回）に参加。（平成21年度～平成26年

平成 26年度末までに市町 度）

村プログラムに則して実施 －消費者被害の防止と消費者教育の推進を目的として、 1週間集中

した活性化事業 相談会を年2回実施し、弁護士を招いて、相談員とともに消費生

活相談を強化、地域のリーダー的人材を養成するための消費者連

続講座、また、高齢者や子どもなどに消費生活問題に対する出前

講座等を行い、消費者教育・啓発事業の充実をはかる。（平成21 

年度～平成26年度）

－消費生活センター化に向けて、リーフレットとマグネットを広報

と同時配布。〈平成24年度）

－消費生活センター開設記念講演会を実施。（平成25年度）

－平成25年4月付で消費生活センターを設置し、平成24年度の

相談件数18 3件に対し、平成25年度の相談件数は25 8件と

大幅に増加した。また、平成26年度10月末時点で15 8件と

相談が増加している。

－平成21年度から消費生活相談員のレベルアップ研修を支援し、

相談実務能力向上と、研修で得た知識や最新の消費者情報を講座

等で伝達し、消費者教育・啓発活動につなげることができた。

－平成21年度から消費生活相談集中相談会、消費者連続講座、出

総括・評価
前講座を毎年実施しており、定着した事業となっていが、講座の

レベルや内容等が向土しており、更なる消費者教育・啓発事業の

拡大が必要と考えられる。

－平成24年度、センター化に向けてリーフレットとマグネットを

広報と同時配布したことにより、住民を対象に、消費生活センタ

ーを周知した結果、本町の消費者相談における掘り起しに繋がっ

ているものと思われる。

－平成25年4月付で消費生活センターが開設したことによる記念

講演会を実施し、一般消費者によくある相談内容、トラブル事例を

わかりやすく解説し、理解してもらい、被害の防除を図った。



く政策詰襟1＞相談体制の空白地域の解譜

・昭和60年から消費生活コーナーを設置し、平成25年4月付で

譜費生活センターとして運営を行っている。

く政摸目標2＞梧談体轄の繋の向上

・Jfl.成25年4月付で消費生活センターを設重し、相談日を1自

設し、避4B C月・火.＊.金〉とする。住民の摺費生活におけ

「地方消饗者行政強化作i る被轡防止と更なる安全確保の向上に努める。

戦jへの対応 I .平成27年4月時点で在職している桔議員2名については、議

消費者行政推進の方針

資生活専門報談員又は靖費生活アドバイザーの資格を有して

いる。

平成21年度から平成27年度までの謂費生活相談員レベルア

ップ研修の参加率は100%である。平成28年度以降において

も、消費生活語議員実務能力向上のための研修や、泊費者教育・

啓発のための研修への参加を積撞的に支援する。

く平成27都度から平成幼年産までの方針＞

－消費生活センターを維持・議議する。

・調費生活相談員の実務能力の維持ー向上のため、レベルアップ研

務の参加支援を継続する。

－相模原研諺施設での研移譲参加（2泊3日を4毘〉を平成27

からの新規事業として投ける。

－靖費者教育の推進を先実させるため、啓発事業のテーマや内若手を

工夫し、向上するとともに、第費者被害の来然訪止をはか

－平成28年度から消費者教青の一環として、町内各小学校への出

続講産を実施。

・平成28年（7月以降）に棺談日を1吉増設し、澗S自（丹～金）

開設を検討している。

く平成30年度以降の方針〉

・3詩費生活センターの運蛍を継続するため、交付金等活用顛需が摂

了した後も消費生活相談手本容jを誰持する。

－交付金等活用顛捕が終了した啓発事業について、内容を精資した

うえで取り組みを継続する。

－平成25年4月付に設蓋した消費生活センターの周知をはかると

ともに、センターの維持・継続に鍔める。

〈平成27年度～平成33年度）

－消費さ主話相談員擁務能力の維持・向上や、謂費者教育の講鰐饗成
議費者行政推進の方針に則l

のためのレベんアップ研務参加支援を継続する。
して取号組む施策、話標

（平成27年度～平成29年度）

ー梧模原研修施設での研務参加（2￥自3告を4回）を平成27年度

からの新規事業として設ける。

（平成27年度～平成35年産〉



その鵠特記事項

－消稜者教育の推進そ充実させるため、集中相談合や消費者連続講

版、町内各中学校を対象とする出議講座などの轡発事業を維持・

盤続する。そして更なる向上とともに、講費者被穫の未然防止を

話揺す。

｛平成27年度～王手成29年度）

－消費者教育の撹識を更に充実させるため、町内会小学校への出諮

講座を実施。

（平成28年度～平成36年度）

ー平成28年（7月以降）に相談日を1日増設し、週5日（月

罷設を検討している。

〈平成28年度～平成36年度）





市町村推進プログラム

｜都道府県名 ｜大阪府 ｜市町村名 ｜田尻町

計画期間 平成27年4月1日～平成30年3月31日

－消費生活相談窓口の機能強化を図るため、パソコン、プリンター、

案内看板、デジタルカメラ、プロジェクター及び自動通報機器等

の設置により、適正な情報管理及び体制の強化に努めた。（平成

21年度～平成26年度）

平成 26年度末までに市町 －消費生活相談員レベルアップ研修27回の参加により、相談員の

村プログラムに則して実施 知識の習得に努めた。（平成21年度～平成26年度）

した活性化事業 －若年者（300～500部）、高齢者（300～500部）及び一般消費者（3,300

部）等へ消費者被害防止のための啓発用冊子を配布した。（平成

21年度～平成26年度）

－国民生活センターによる専門相談員の巡回訪問の受け入れによる

担当職員及び相談員へのOJ Tを実施した。（平成23年度）

－平成 15年度に消費生活相談窓口を開設し、相談件数は、平成 21

年度 15件、平成22年度 15件、平成23年度目件、平成24年度

17件、平成25年度 19件となっており、平成23年度以降は、わ

総括・評価
ずかながら相談件数は増加の傾向にあり、平成26年度では、 2月

末現在で 12件となっている。

－消費生活相談員レベルアップ研修については、平成21年度から平

成26年度まで毎年度参加し、相談員における相談対応能力の強化

を図り、相談者への的確な助言等につながった。

＜政策目標 1＞相談体制の空白地域の解消

－実施済み

＜政策目標2＞相談体制の質の向上

－国民生活センターによる専門相談員の巡回訪問の受け入れによる

「地方消費者行政強化作 相談員へのOJ Tの実施

戦」への対応 －消費生活相談員レベルアッフ。研修への参加の継続

＜政策目標4＞消費者教育の推進

＜政策目標s＞「見守りネットワーク」の構築

＜平成27年度から平成29年度までの方針＞

消費者行政推進の方針 －地域の身近な窓口である消費生活相談窓口として、町の弁護士相

談の活用により、消費生活相談体制を強化する。



－消費生活相談員の輯談対Pr;能力強化のため、研鯵への捗加を継続

する。

－振り込め詐欺等による消費者被害防止のための饗発事業の実施に

よち、護費者の意識向上につなげる。

く平成30年産拡緯の方針〉

・消費生活相談体制については、交付金活用期間経過後においても

維持する。

・消費生活相談員の相談対五芸能力強化のため、交付金活用期間経過

後も、研修への参加を継続する。

－滋費者被害訪止のための啓発事業立ついては、交付金活用期間経

過後の精査において、状況に応じたより効果的な事業の実譲に取

り組み、諸費者の意識向上につなげる。

・啓発用ポスター等の持戒iこより、窓口での相談対応への主主充を留

る。（平成27年度～平成29年震〉

・地域の身近な窓口である消費生話相談窓口として、消費生活相談

体載の強化長関るため、町の弁護士特設等の活用により専門的な

議費生話相談への相談対応能力の肉上告図る。〈平成 28 年~～平

成36

議費者行政推進の方針に則1・端費生活相談員の詔談対応能力強化のため、研修への参加を綾競
して取りま義む簸策、自標

その他特記事項

する。（平成27年震～平或29年農）

－消費者被害防止のための啓発事業の議躍により、若年轡の意識向

上につなげる。（平成27年度～平或29年震〉

－消費者被害防止のための啓発事業の実蕗により、高齢者の意識向

上につなげる。（平成27年度～平成30年産）

－消費者被害信止のための啓発事業の実施により、消費者〈全戸配

布）の意識向上立つなげる。（平成27年度～平成32年度〉

－消費者被害防iとのため、襲保各課との連携を密にした体制の整備

を国る。



市町村推進ブ2グラム

！都道府黒名 ｜大阪府 ｜市附村名 j都町

言十頭期間 平成27年4月1日～平成28年3月31日

近年増加している高齢者の懇穂高法被容の防止を中心とした消費者へ

王子成 27年度末までに市町 の警発事業を強化する詩的で、平成 22年度は悪質な訪掲販売お断りシー

村ブログラムに期して実 ）｛，－を非成、平成 23年農は高齢者向けリーフレットを作成、平成 24・25

施した活性化事業 年度は間覧援を作成、平成 26年度末は消費者に註意を喚起する文語を記

載したカイロを作成して全住民に配布した。

月1密｛第2金曜日の午後1持～4時）の護費者相談日及び梧談完窓口を

行なっている産業振興課の認知度が高まってきた。本町では、百々援を合

総括・評穣 わせるケアマネージャ…に対する高齢者からの棺綴が多く、内容に応じて

産業譲興課に連絡箱談等が入るように庁舎内会議等を通じた連携・靖報交

換を行なっている。

く政策目標I＞椙談体制の空白地壊の解消

平成 13年度から消費者相談窓口

く政策目標2＞相談体艇の賓の向上

r:1:患方鴻費者行政強化作 「岬町消費者生活相談員設建饗繍jにより相談員の託期製件として、 I誇

戦Jへの対応 費生活専門相談員、揖費生活アドバイザ一、消費生活コンサルタントのい

ずれかの糞絡を有する者1名の派遣を泉隣市議費生活センターから受けて

消費者生話相談を運営している。（消費生活相談員研諺について辻、提遣

元において対越されている）

く平成27年度から平成29年度 でめ方計〉

－消費生活に関する情報の捷｛共及び溺費者の利益を接議するためむ消費者

藷構体制の繋犠充実を図り、相談窓誌の機能を維持していく。

消費者行政推進の方針
・悪葉商法被害訪止等の啓発事業を基金話題後も継続して実施していく。

く平成30年度以隣の方語＞

・消費生活花関する情報の提供及び諸費者の利益を擁護するために清饗者

苦構体制の整備充実を諮り、相談窓口の機能を維持していく。

－悪質蔀法被害防止等の啓発事業を基金活用後も継続して実擁していく。

－消費全活に関する情報の提供及が鴻費者の利議を擁護するために稽費者

消費者行政誰進の 針に 苦構体制の整備充実を図り、相談窓Eの機能を維持していく。

員せして取り組む譲葉、目標 ・悪鴛蔀法被審防止等の啓発事業を基金話鰐後も継続して実擁していく。

その他特記事項





｜都道府県名 ｜大櫛

計酒類誇

市町村推進プ口グラム

｜市町村名 ｜太子町

平成27年4月1B～平成40年3月31日

－平成25年度から消費者生話相談非業務安広域化により、消糞生話

相談日数の増加及び体載の充実を行い、相談業務の強化を行つ

平成26 までに車町i ｛富剖林市、湖南町、太子町、千平葬薮村）

村プ口グラムに則して実施I.警発物品の作成・配布及び広報線捧（HP、志報紙｝により錨月

した活性化事業 I 祷鍵生活トラブJvや、庁命内にモニターを設霞し、結談議口や靖
費生活｝こ関する警発を仔った。

総括・評価

－消費生活警発講演会・講癒を行った。

－消費生活相談窓、口のL広域千七により、相談出が月 1回から週58に

増加し、また、資格のもった語談員とよる格談業務の強化を図る

ことができた。

• JA域記を行った平成25年度かち、相談件数は増加鎮向にあり、周

知・啓発活動による消費生活相談窓口の捜透によるものと評離で

きる。また、芸域記後の槙談窓口についても柱畏の認識が定器北

してきでいる。

く政策目標l＞相談体麟の空白地域の解諮

・月 1留の相談日から、平成25年度｝こ語談窓むの広域化を行った。

く政策語標2＞相談体制の髄の向上

－長窪の研諺に参加することで、相談員の資鷺向上や啓発活動に必

f地方議費者行政強化作i斐な知識、普報の取得を行っており、平成27年度以降も議室読して

戦jへの対Jit I 研修への参加を推進する予定である。

消費者行政推進の方針

く政策目標4＞消費者教育の推進

く政葉毘標5＞「見守りネットワークj の構築

く平成27年震から平成29年度までの方針〉

－消費者被害を未黙に防ぐため、町広報親や、庁舎内モニター等を

通じた啓発活動を継続して実施する。

－町内イベントでの格発グッズの記付等を通じ、議費者問題を身近

なものに惑じると共に危機意識を常仁持つ fかしこい諸費者j の

育成立努める。

－広域による務談業務を継続して実施する。



く平成30年度以降の方針＞

－消費者被害防止のための啓発活動を継続して実施していく。

－広域による相談業務を継続して実施する。

・これまで整備した機材等を活用して、今後も啓発活動に有効的な

消費者行政推進の方針に則 利用を図る。

して取り組む施策、目標 －広域による相談業務の継続（平成25年度から平成33年度

基金活用後は自主財源化を図る）

その他特記事項



市町村推進プログラム

｜都道府県名 ｜大阪府 ｜市町村名 ｜河南町

計画期間 平成27年4月1日～平成30年3月31日

－平成21年度に消費生活相談窓口を設置して相談業務を開始。

平成25年度から消費者相談業務の広域化により、消費生活相談

日数の増加及び体制の充実を行い、相談業務の強化を行った。

平成 26年度末までに市町
（富田林市、河南町、太子町、千早赤阪村）

（平成21年度～平成26年度）
村プログラムに則して実

・啓発物品の作成・配付及び町広報紙（記事を毎月掲載）や消費生
施した活性化事業

活だより（年4回発行）、庁舎内モニター等により相談窓口の周

知及び消費生活に関する啓発を行った。

（平成21年度～平成26年度）

－消費生活相談窓口の広域化により、相談日が週 3日から週 5日

に増加し、相談業務の強化を図ることができた。

－平成 21年度から、消費生活相談窓口の広域化を行った平成 25

総括・評価
年度まで、相談件数は増加傾向にあり、周知・啓発活動による消

費生活相談窓口の浸透によるものと評価できる。

また、広域化後の相談窓口についても住民の認識が定着してき

ている。

く政策目標1＞相談体制の空白地域の解消

－平成 21年度から相談業務を開始し、平成 25年度に相談窓口の

広域化を行った。

く政策目標2＞相談体制の質の向上

－平成21年度に、大阪府消費生活センターが実施する消費生活相

「地方消費者行政強化作 談員養成講座を修了した相談員を 1名配置、平成24年度には消

戦」への対応 費生活専門相談員の資格を取得した。また、平成23年度には体

制強化のため、 2名で相談業務に当たった。

・各種の研修に参加することで、相談員の資質向上や啓発活動に必

要な知識、情報の取得を行っており、平成27年度移行も継続し

て研修への参加を推進する予定である。

く平成27年度から平成29年度までの方針＞

－消費者被害を未然に防ぐため、町広報紙や消費生活だより、庁舎

消費者行政推進の方針 内モニタ一等を通じた啓発活動を継続して実施する。

－庁内イベントでの啓発パネルの展示や啓発グッズの配付等を通

じ、消費者問題を身近なものに感じると共に危機意識を常に持



つ「かしこい消費者」の育成に努める。

－広域による相談業務や啓発講座等を継続して実施する。

＜平成30年度以降の方針＞

－消費者被害防止のための啓発活動を継続して実施していく。

－広域による相談業務や啓発講座等を継続して実施する。

・啓発活動に要する知識や情報等取得のための啓発担当職員の研

消費者行政推進の方針に
修への参加支援

－啓発活動に要する資料や教材、機材等の整備
則して取り組む施策、目標

－広域による相談業務や啓発講座等の継続

その他特記事項



市町村推進プログラム

｜都道府県名 ｜大阪府 ｜市附名 ｜千早赤阪村

計画期間 平成27年4月 1日～平成30年3月31日

・平成25年度より消費者相談業務の広域化により、相談体制の充

平成 26年度末までに市町
実を行い、相談業務の強化を行った。（富田林市、河南町、太子町、

千早赤阪村）
村プログラムに則して実

－啓発物品の作成・配付及び村広報紙（記事を毎月掲載）により相
施した活性化事業

談窓口の周知及び消費生活に関する啓発を行った。（平成 21年度

～平成26年度）

・消費生活相談窓口の広域化により、相談業務の強化を図ることが

総括・評価
できた。

－複雑多様化する、悪徳事業者の商法を周知・啓発活動により未然

防止が図られた。

＜政策目標1＞相談体劃の空白地域の解消

－平成25年度に相談窓口の広域化を行った。

＜政策目標2＞相談体劃の質の向上

「地方消費者行政強化作
・消費生活相談員を1名配置、相談業務に当たった。

－国民生活センター（消費者生活相談専門家）による巡回訪問事業
戦Jへの対応

を利用した研修や各種研修に参加することで、相談員の資質向上

や啓発活動に必要な知識、情報の取得を行ってきた。平成27年度

以降は、相談窓口の継続的な周知と、啓発活動担当職員の研修への

参加による啓発活動の強化を推進する予定である。

＜平成27年度から平成29年度までの方針＞

・消費者被害を未然に防ぐため、村広報紙より、啓発活動を継続し

て実施する。

－啓発グッズの配付等を通じ、消費者問題を身近なものに感じると

消費者行政推進の方針 共に危機意識を常に持ち「安全・安心の確保」に努める。

－広域による相談業務を継続して実施する。

＜平成30年度以降の方針＞

・消費者被害防止のための啓発活動を継続して実施していく。

－広域による相談業務を継続して実施する。

消費者行政推進の方針に
－啓発活動に要する知識や情報等取得のための啓発担当職員の研

修への参加支援
則して取り組む施策、目標

－啓発活動に要する資料や教材、機材等の整備

その他特記事項
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